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は じ め に

側)日本情報処理開発協会 産業情報化推進 センター(以 下、当 セ ンター と略す)で は、昭和

60年 以来、 ビジネスプ ロ トコルの標 準化 な どを通 じて、産業界へ のEDIの 普及推進 を行 って き

た。昭和62年 には、θ 日本電子機械工業会(EIAJ)と 共同でEIAJシ ンタ ックスルール を開発

し、 さ らに平成3年 には、 これ を改良 したCIIシ ンタ ックスル ールを開発 した。 これ をベース

とす るCII標 準は、平成4年 に実用化 したが、現在(平 成9年3月)17業 界 で業界標準 として

採用 されてお り、CII標 準 は我 が国の主 要 なEDI標 準 とな って い る。 平 成10年 に は、 国際

EDIへ の応用実験 が予定 されてお り、CII標 準は既 に国内標準か ら国際 的標準 にな りつつ ある。

この ような発展 がで きたの は、産業界 の協力 と支援 があったか らで、心か ら感謝す る。

さて当セ ンターでは、CII標 準 の充実 を足掛か りに、さらに高度 な新 しいEDIの 確i立を 目標

に、各種 の調査研究 開発 を行 っている。平成4年 か らは、受発注 か ら決 済 までの一貫 したEDI

の構築 に関す る研究 開発 を開始 し、現在、取 引の最終段階で あ る請 求 支 払EDIの 運 用 実験 を

行 ってい る。平成5年 か らは、中小企業へ のEDI導 入を促進す るために、中小企業 向け の安価

なEDIシ ステ ムの確立に関す る研究 開発 も行 ってい る。 さらに、増大す るEDIへ の新機能要求

に対応 したCIIシ ンタ ックスル ールのAs..一ジ ョンア ップにつ いて も検討 してい る。

本報告書 では、21世 紀 に 向けて整備 と拡張が進 むCII標 準 につ いて、最近 の主な動 向につ い

て報告す る。 この中での特 記事項は、海外 とのEDI(国 際EDIの 一種 であ る)へCII標 準を導

入す る試み が、 開始 され た ことで ある。 これが成功すれば、CII標 準 をア ジア地域 のEDIへ 応

用す る足掛か りとなる と考 え られ、期 待 される試みで ある。

CII標 準の実用化 に よ り、わが国のEDI標 準化 のベースは確立 された と考 える。 しか し、現

段階 では、まだ まだプ ライベ ー ト ・フ ォーマ ッ トに よるEDIが 主流を 占めてお り、す べての業

界 で、標 準EDIへ の移行努力 が さらに活発 に行われなけれ ばな らない。 標 準EDIへ の移 行 に

は、少な くない手間 と費用 が必要 になるたあ、短 期間で実現す る ことはなかなか困難 であ るが、

将来の産 業界の発展 のた めに、1日 も早 くな し遂 げ られる ことを願 うものであ る。本報告書 が

それに寄 与で きれば幸 い である。

最後 に、CII標 準 の確立 に多大 なる ご協力 とご支援をいた だいた関係各位 に対 し、感謝 の意

を表す る。

平 成10年3月

産 業 情 報 化 推 進 セ ン タ ー
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第1章21世 紀 初 頭 のEDI

1.1全 体 の動 向

21世 紀 のEDI動 向を予測す ることは難 しいが、今後10年 間(21世 紀初頭)のEDI動 向で

あれば、あ る程 度 の 目安は付け られ る。なぜ な ら、EDIの よ うな情報 システ ムは、一 つの

体 系が普及す るまでに、10年 以上かか るか らである。す なわち、現在最新 のEDIが21世 紀

初 頭に主流 にな るか らで ある。

さて、 現在 実 用化 してい るEDIで 最新 の もの と言 え ば、 実 は 、ANSIX12、UN/

EDIFACTそ してCII標 準で ある。 これ は逆説的の ように も見 え るが、1980年 代後半 には

活 発であ った新 しいEDIの 開発 も、1990年 代に入 ると、 これ とい った成 果 がな く、 今後

10年 の間に広範に普及す る新 しいEDIは 、ない と考 え られ るか らで ある。

そ こで、前述 のEDIの 動 向を予測す ると、次の ような ことが考 え られ る。

(1)ANSIX12

既 に広範 に普及 してい るX12は 、米国内だけでな く、 国 際 的 に も使 用 され るで あ ろ

う。但 し、1980年 代 の開発で ある この規 格は、あるゆ る面 で行 き詰 ま りが表面 化 し、次

の新 しい規格 が要望 され るよ うになるであろ う。

X12の 普及 分野 は極 めて広 く、それ に併せ て標準 メ ッセ ージの開発 が進 め られ 、既 に

膨大 になってい る。 その結果 、標 準維持 のため のコス トが無視 で きな くな るとともに、

実際 の適用現場 での標 準使用 の乱 れ も表面化す るので とないか と考 え られ る。

X12ベ ースのEDI標 準は、以前か ら標準 メ ッセージの作成 が難 しく、標準 が複雑化す

るのが大 きな欠点 であ ったが、それが益 々大 き くな ると予 想 され る。 この ことは、 トラ

ンス レーターの処理効率 に も影響 し、 ユーザ ー側での標 準使 用 における負荷が大 き くな

り、結 果的に標準離れ を加速 させ る方 向に作用する。

元 々、米国 で、X12か らUN/EDIFACTへ の切 りi換えが提 案 された のは 、X12の 持

つ標 準の乱れ を、UN/EDIFACTへ の移行 で解決 しようとい う、狙 いか らで あ った。

1998年 現在、米 国でのUN/EDIFACTへ の移行は決定 して いないが、21世 紀初頭 には、

い よい よ新 標 準 へ の移 行 が決 定 され るの で はない か と、 考 え られ る。 但 し、UN/

EDIFACTへ の移行 ではな く、 もっと新 しい標 準へ の移行 ではな いか と考 え られ る。 な

ぜな ら、UN/EDIFACTも 大 きな問題 を抱 えてお り、21世 紀半 ば以前に 、次 期標 準 に

席 を譲 る可能 性が高 いか らである。
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(2)UN/EDIFACT

UN/EDIFACTは 、1988年 のEDIFACTシ ンタ ックスル ール開発以来、遅 々 と して

普及 が進 まない。UN/EDIFACTは 、X12と 同様 の構 造を持 ってお り、X12の 持 つ欠 点

を、すべて持 って いる。 しか も、UN/EDIFACTは 、X12よ りも構造が複雑 であ り、多

機能 ではあるが、極めて重たい体系 と言わなければな らない。

1998年 には、シ ンタ ックスル ール であるEDIFACT(ISO9735)の 抜 本的機能拡張 が

完了す るが(バ ージ ョン4)、 この結果、EDIFACTは 史上空前 の複雑 な体系にな った と

言わ なければな らない。バ ージ ョン4用 の トランス レー ターの開発 は、 まだない よ うだ

が、恐 らく極めて処 理効率の悪 いパ ッケージにな るだろ う。

UN/EDIFACTの 導入 には、高価 で処理効率 の悪 い トランス レー ターが 必要 なだ け

でな く、複雑怪奇 な標準 メ ッセ ージの解析 や、厄 介なサブセ ッ トの切 り出 しが必要 で、

大手企業 でも、 コンサル タン トの支援無 しには導入で きない と言われ る。当然、中小企

業に導入す ることは不可能で、中小企業用 のシンフ.ルEDI(シ ンフ。ルEDIFACT)の 開

発が、 欧州で実行 されてい る。 しか し、今 のところ大 きな成 果はな く、中小企業 への適

用は当分の間、難 しいと思われ る。

以上 を総合す ると、UN/EDIFACTの 普 及は進 まず、21世 紀初頭 の普及 の最 盛 期 を

迎 える ことな く、次期標準に席 を譲 る可能性が大 きい。

UN/EDIFACTの 普及 を阻害す る要因は、他に もある。本来 、標準 を導入すれ ば、ど

の取 引先 とのEDIも 、一種類 の体系で済むはずであ るが、実 際には、UN/EDIFACTを

導入 して も、取引先毎 に専用 の ソフ ト(シ ステム)が 必要に なる と言 う。統一 できるの

は、EDIFACTト ラ ンス レーターのみで、標準 メ ヅセージや業務処理手順 は、取引先毎

に異 な るのが、実情 と言われ る。つ ま り、UN/EDIFACTの 導入 で実施 したEDI標 準化

の効果 がないわけ で、これ でUN/EDIFACTが 普及す る とは、考 え られないのであ る。

もっとも、UN/EDIFACTの 元締め である国連ECEで は、 これ に対す る対策 の検 討

に加えて、既 に、次期新標準 の検討 も実施 してい る。

(3)CII標 準

CII標 準 は、日本 国内では、製 造業 を中心にかな り普及 して きてい る。そ して、このま

ま普及拡大が続 き、21世 紀 初頭には普及 の最盛期にな る と考え られ る。

CII標 準 の普及が、ANSIX12に 匹敵す るよ うにな るかな らないか の鍵は、国際的な

普及が握 ってい る。すなわち、国際EDIへ の導入が進 むか ど うかで、CII標 準 の普及の
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動 向が決 まる とい うことである。現状では、実験的な導入 と して、CII標 準に よるEDI

の海外接続が実行 され ているが、本格的な国際EDIへ の展 開計画 は、 まだない。

CII標 準を国際展 開す るためには、それ用 の標準 メ ヅセ ージが必要 である。 この面 で

CII標 準 が有利 な点 は、標 準 メ ッセ ージの開発が簡単 な ことで ある。そ こで、先ず アジア

地域 での展 開に備 えた標 準 メ ッセ ージの開発を期待 したい。

CII標 準 は、X12やUN/EDIFACTが 抱 えてい るよ うな技術 的 な弱点 が少な く、 トラ

ンス レーターも安価 で処理効率が高い。 さらに、 ダブルバイ ト以上 のキ ャラクター(文

字)に も対応 していて、極めて有利な条件 を持 ってい る。導入 に伴 う負荷 も少 な く、わ

が国では中小企業へ の普及 も進 んでい る。アジア地域 のEDIに は最適 な体系 と考 え られ

るが、 ど うで あろ うか。

CII標 準の国際展 開(特 に、アジア地域)が 始 まれば、技術的 な大 きな弱点 を持 ってい

ない こともあ り、少 な くとも21世 紀前半は、普及拡大 が続 くと考 え られ る。但 し、普及

範囲が国 内に留 ま り、 国際展 開 しないとすれば、21世 紀 初頭 に普 及 の最 盛期 を迎 え た

後、次第に次期標準 に席 を譲 る ことに なろ う。

1.2固 定 フ ォー マ ッ トのEDl

固定 フ ォーマ ッ トのEDIも 、21世 紀前半は、引 き続 き使用 され ることが予想 され る。こ

の事実は意外か もしれ ないが、固定 フ ォーマ ッ ト技術 の長所 であ る運 用効率 の良 さは、何

ものに も変 え難 い面が あ り、 この よ うな結論になる。

固定 フ ォーマ ッ トEDIの 欠点で ある標準化 の困難 さも、標準化 の必要 のない分野 、例え

ば、特定企業 間のEDIで あれ ば欠点にな らない。 この よ うな分野 が皆無にな ることは当分

の間考 えられ ないので、固定 フ ォーマ ッ トEDIは 、か な り長期 に渡 って存在す ることにな

る。

但 し、標準 として固定 フ ォーマ ッ トEDIが 今後拡大す る ことは考 え られず、次第に次期

標準に変 更 され てい くもの と思われ る。

1.3E回 の適 用業務

主に、技 術的動 向を見 てきたが、 ここで、EDIの 適用業務 について予測 してみ る。20世

紀 のEDIは 受発注 のEDIで あ ったが、21世 紀のEDIは 、受発注に加 えて、物流 分野や金融

分野への適 用が進 む。
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現在 、既 に物流EDIの 開発 が進 んでいるが、本格的な普及 は21世 紀 にな ってか らであ

る。それ までに、物流EDIの コンセプ トを確立す ることが必要で、現在 の コンセプ ト ・レ

ベルで広範 な普及を望 ことは、無理 である。 しか し、物流EDIの コンセプ トを開発す るこ

とは難 し く、21世 紀初頭 の広範 な普及 は、期待 しない方 が良いだろ う。

金融EDIに ついては、金融界だ けのEDI(EFT)で あるFB(フ ァー ム ・バ ンキ ング)な

どを、受発注EDIや 物 流EDIに 連動 させ る努力 が、 さ らに活発 になる と考 え られ る。

いずれ に して も21世 紀 には、EDIは 、企業間のあ らゆ る業務に適用 され ることにな るだ

ろ う。

このため に必要にな るのが、そ の コンセプ トであ る。物流EDIに ついては、まだ未完成

だ と述べたが、 同様 に、金 融EDIも 未 完成 で あ る。 当 セ ンタ ー(産 業 情報 化 推進 セ ン

ター)で 、請 求支払EDIの 基本 コンセプ トを開発 したが、 これ は金融EDIの 一部に過 ぎな

い。今後、21世 紀 に向け て、物流EDIや 金融EDIの 一般 的 コンセ ブ。トの確立 が望 まれ る。
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第2章EDIに 関 わ る 新 技 術

EDIに 関わ る技 術 に は 、通 信 フ.ロ トコル と ビジ ネ ス プ ロ トコル が あ るが 、 最 近 、21世 紀 の

EDIに 向 けた い くつ か の動 きが 出 て きて い る。 以下 に 、 そ れ を 紹 介 す る。

2.1イ ンターネ ッ ト及 びTCP/IP等 の活用

近年 の通 信ネ ッ トワークの最大の成果 であるイ ンターネ ッ ト及 びそ の関連技術 を、EDI

に応用す る試 みが活 発で ある。

(1)イ ンターネ ッ トの活用

イ ンターネ ッ トは、世界 の隅 々まで張 り巡 らされて いる上 に、利用料金が安価 なので、

EDIに 最適 である と主 張す る専 門家 が多 い。

イ ンターネ ヅ トのEDIへ の適用方法 は、様 々な方式 が考 え られて いる。それ は、

① 電 子 メールの利用

②FTP(フ ァイル転送 プ ロ トコル)の 利用

③WWWサ ーバ ーの利用(Web-EDI)

な どである。

いずれ も安価 に提供 され てい る技術 であ り、安価 にEDIの 構 築がで きる ことが、最大

の魅力 であ る。 さらに、運用 コス トが安価 なのも魅 力的 である。

一方
、欠点 は、セキ ュリテ ィ対策 が必要 なことで、 このため のツール も販売 され てい

る。 しか し、セキ ュ リテ ィ対策 は、一般的に、高価 な上に運用性が悪 くな るので、敬遠

す るユーザ ー も多 い。

(2)イ ンターネ ヅ ト関連技術 の利用

セキ ュ リテ ィ対策 を避け るために、通信 回線は ク ローズ なフ.ライベ ー ト ・ネ ッ トワー

クとし、通信 プ ロ トコルは、イ ンターネ ッ ト関連技術 で あるTCP/IPあ る いは それ の

応用製品 を用 いるケ ースが増加 している。 この場合、 ビジネ スプ ロ トコルは、従来 の も

の(固 定 フ ォーマ ッ ト、X12、UN/EDIFACT、CII標 準)を 使用 す る のが普 通 で あ

る。

WWWサ ーバーの利 用(Web-EDI)は 、従 来の業界VANを 安価 に構 築 す る技 術 と

して利 用 され るこ とが多い。
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2.2新 しい コンセプ トのEDl

(1)New-EDI

これは、数年前に新 たに提案 されたEDIで 、00-EDI(オ ブジ ェク ト指 向EDI)と 呼

ばれ ている。 オブジェク ト思考技 術をベ ースに して、従来 のX12やUN/EDIFACTと

は異 なる体系 のEDIを 構築 す ることで、X12やUN/EDIFACTの 行 き詰 ま りを、打 開

しよ うとす るものであ る。次期EDI標 準 の有力候補 とされてい る。

現在 の ところ、具体的な成果 は発表 されていないが、EDI規 格 の体系 もベ ース とな る

情報処理技術 も、UN/EDIFACTと は異 な る体系 になる とい う。

(2)シ ンプルEDI/ラ イ トEDI

これ は、欧州 が 中小 企 業 向 け に 検 討 して い るEDIで 、 シ ン タ ッ クス ル ー ル は

EDIFACT(ISO9735)を 使用す るが、国連標 準 メ ッセージ(UNSM)は 使用せずに、

代わ りに、オ ブジ ェク ト思考技術 を活用 して開発 した シ ンフ.ルな標準 メ ッセージを使用

す るもので ある。

現在、ペ ーパ ーフ.ランの段 階で あ り、今後 、本格 的な開発 と運用実験 が実 施 され る予

定 であるが、実用的な ものにな るか ど うか、不明で ある。

(3)XML-EDI

国際標準化機構(ISO/IEC)のJTC1委 員会 で検討 され ているアイデアで、文書交換

用標 準 フォーマ ッ トで あるSGMLを 拡張 した新規格XMLで 、EDIを 行 お うとす る もの

で ある。

XMLは 、新 しいシ ンタ ヅクスルールに相 当 し、標準 メ ッセージにつ いては、何 も検討

されていない。

具体的なEDIの 体系 は、 まだ 明 らかに され てお らず、その メ リッ トも不 明である。イ

ンターネ ッ ト関係の技術 が利 用で きるとされてい る。
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第3章 平 成9年 度 の 活 動

以上 、21世 紀初頭 のEDIに ついて展望 して きたが 、産業情 報化推進 セ ンターでは、それ らを

踏 まえた活動 をす でに開始 している。

平成9年 度 に行 った活動 の概要 を以下 に示す。そ の詳細 については、第 ロ部か ら第V部 を参

照 されたい。

(1)シ ンタ ックスル ール のJIS化

産 業情報化推進 セ ンターでは、今後 のEDI普 及振興 のために、平成7年 度か らシ ンタ ック

スル ールのJIS化 に取組 んでお り、平成9年 度 に、JIS原 案を作成 した。

平 成7年 度 の、EDIFACTバ ージ ョン4(ISO9735V4)及 びCIIシ ンタ ヅクスル ール を

JIS化 すべ き との結論に基づ き、 セキ ュリティ機能 を除 くISO9735V4とCIIシ ンタ ックス

ル ール3.00に 基づ くJIS原 案を作成 した。

JIS化 は、平成10年 度 に実施 され る予定 であ る。 尚、セ キ ュリティ機能 につ いては、平成

11年 度以 降のJIS化 の方 向で、検討 を行 う予定 であ る。

詳 細は、第ll部 を参照 されたい。

(2)請 求支払EDIの 運用実験

平 成7年 度か ら本格的 に開発を開始 した請 求支払EDIは 、3年 目を迎 え、電 子機器業界 、

物流 業界及び銀行業界 の協力を得て、運用実験 を行 った。その結 果、平成7年 に開発 した請

求支払EDIの 基本 コンセプ トの有効性が確認 され るとともに 、業 務 上 の効 果 が 明確 にな っ

た。 今回運 用実験 を行 った大手企業のほ とん どは、実験終了後 、実運用 システ ムとして稼働

させ る予定で、請 求支払EDIは 、開発段階か ら実 用化段階に移行 した。

しか し、現在請 求支払EDIを 取 入れた業界は、電 子機器 業界 と物流業界(運 送)の2業 界

だけで あ り、今後 、他 の業界に普及 させてい くことが、今後の大 きな課題 になる。

詳細 は、第 田部を参照 されたい。

(3)EDI海 外接続 の調査研 究

これ までEDIニ ーズの中心 は、国内EDIで あ ったが、最近 、国際EDIの ニーズが少 しつつ

大 き くな って きてい る。 国際EDIと 言 って も、その形態は多様 であ り、最近 ニーズが大 き く

な って きたのは、わが国 の企業 と関係の深 い海外企業(業 務提携先企業 な ど)と の間 のEDI

である。

この よ うなケースでは、従来、プライベ ー ト ・フ ォーマ ッ トに よるEDIが 構築 され て きた
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が、標準 フ ォーマ ッ トの活用が指 向 され る ようにな ってお り、UN/EDIFACTの 使 用 も試

み られてい る。しか し、UN/EDIFACTの 導 入は、手数がかか る上に コス トが嵩 むので、敬

遠 されが ちである。一 方、 もともと、 プライベ ー ト ・フ ォーマ ッ トが許 され る環境 なので、

なに も国際標準を導入 しな くて も、CII標 準 で効率 的にEDIを 構築す る方 が合理 的だ とい う

考 え方が あ り、そ の実現可能性 について、実験 導入に よる確認 をす る ことにな った。

このプ ロジ ェク トは、平成9年 度 か ら2ヵ 年 計画で実施す る予定 であ り、平成9年 度 には実

験 準備を行 った。運 用実験は、鉄鋼 業界で行われ る。実験 を行 う企業 は、わ が国の大手高炉

メーカー とそ の提携先で あるタイ国の企業(わ が国 とタイ国の合弁企業)及 びわ が国の大手

総合商社 である。平成10年 度 に運用実験 と評価 を行 う予 定である。

詳細 は、第N部 を参照 されたい。

(4)中 小企業 向けEDIシ ステムの開発

平成5年 度か ら継続 しているプ ロジ ェク トで、中小企業 で も導入可能 な安価 なEDIシ ステ

ムの開発手法 を確立す るのが、 目的で ある。

この プロジェク トの最大 の課題 は、EDI対 応 の業務処理 システ ム(中 小企業 内部 の情報化

に使用す るシステ ム)を 、いかに安価 に開発す るか で、平成5年 度か ら7年 度 にかけ ては、

パ ッケージ化 アプ ローチを行 って きた。 しか し、 この アプ ローチでは、画期的 な成果 は望め

ない ことがは っき りして きたため、平成8年 度 か ら部品化 アプ ローチに切 り換 えて、開発を

続行 してい る。

平成9年 度には、平成8年 度 に基本構成 部品 と して確立 した 『EDIベ ースシステム』の有

効性 を確認す る運用実験を行 った。 その結 果、ほぼ予想 どお りの結果 を得 ることがで きた。

今後、 この基本構成部品 の上に乗 せ る業務処理用の部品 の開発 が、課題 にな る。

詳細 は、第V部 を参照 されたい。

(5)業 界標準化

平成9年 度 には、新 たに、パ ソコンな どの小型 コン ピ ュー タ、そ の関連 部 品及 び ソフ ト

ウェアの流通一般 に適用す るEDI標 準 の開発 に着手 した。

これは、同 じ流通 で も、 日用 品/雑 貨等 の流通 とは、かな り異 なる面 があ り、新 たに標準

化 グル ープを組織 して、標 準化作業 を開始 した。

平成9年 度 は、完成 品(パ ソコン、オプ シ ョン部 品)及 び ソフ トウェアの流通 に必要 な標

準 メ ッセ ージの暫定版を開発 した。平成10年 度には、パ ソコン等 の特注型発注、修理 依頼 さ

らには物流関係 の標準 メッセ ージを開発 し、標 準第1版(正 式版)を 確立す るのが 目標 であ
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る。

(6)CII標 準の維 持管理

平成9年 度 も、CII標 準 の維持に必要 なr標 準企業 コー ドの登録管理 』、rBPID(ビ ジネ ス

プ ロ トコル識別子)の 登 録管理』、『デ ータタグ番号 の管理』及 び 『業 界標 準 メ ッセージの届

出管理』 な どを実 施 した。標準企業 コー ドの登録数 は、平成10年 末 で約4000件 にな った。

(7)内 外 のEDI動 向の調査

内外のEDI動 向の調査 を行 い、21世 紀 のEDI動 向(技 術面 中心)に つ いて展 望 した(第

1章 参照)。
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第4章 今 後 の 課 題

現在 のEDIは 、い くつか の課題を抱 えてい る。 これ らの課題 の解決が必要で あるが、短期的

に解決 で きる課題 と長期的な解 決が必要 な課題 があ る。 これ らの課題 の解決 を図ることが、21

世紀 のEDIの 具体像 を得 る近道 である。以下 に、主な課題 を示す。産業情報化推進 センターで

は、来年度(平 成10年 度)か ら、 これ らの課題解決 に向けた作業を、開始 す る予定であ る。

(1)業 務的課題

これ までEDIは 、 よ り柔軟な標準を開発す る ことに よって、広範な業務を カバ ーす る方 向

へ発展 して きた。

その結果 、例 えば、標 準 メ ッセー ジの種類 が膨大 にな り、それ でも足 りない標準 メ ヅセー

ジを継続開発 しなければな らない状態 にな ってい る。 当然 、既 に作成 された標準 メ ッセージ

の メンテナ ンス も大変 であ り、ユーザ ー も膨大 な標準 メ ッセ ー ジの中 か ら最 適 な標 準 メ ッ

セージを探 し出すのに、苦労 してい る。

標 準メ ッセ ージの種類 だけが膨大 なのではない。一つ の標 準 メ ッセージ 自体が膨大 であ り、

ユーザ ー側での標 準 メ ッセー ジの解釈 が、困難 にな って きてい る。

これ らの事実は、全 てEDIシ ス テムの コス トア ップ.要因に なる。標 準化は、本来 システム

構築 コス トや運 用 コス トを安価 にす るためにあ るのに、標 準を導 入 したがために、 む しろ高

価 になるとい う問題が発生 してい る。

なぜ この ような矛盾が発生す るのか と言 えば、以前の手作業の業務体 系をそのまま継承 し

てEDI化 す るか らであ る。業務 の簡素化 を実 施すれば防げ る面 も多 く存在す る。 とは言 うも

のの、 コンピュータに合わせて業務 の変 更を実施す ることは、人間的でない とも言われ る。

結 局、バ ランスの問題ではないか と考 え られ る。従来 の業務体系の中には、明 らかに無駄

と言える部分や書類に よる処理で あるがために必要 なプ ロセス も存在 し、人間的でかつEDI

との整合性 が高 い業務体系が、別途、存 在す る筈 である。

従来の業務体系 をそのままに してEDI化 す るのではな く、EDI化 時に業務体系 の見直 しが

必要で ある。 この見直 しは、社 内のみで実施すれ ば良いのではな く、少 な くとも業界 レベル

で実施す る必要 があ る。なぜな ら、EDIは 社 内で行 うものではな く、n:nの 企業 間で行 うも

のだか らで ある。

(2)技 術的課題

1980年 代 には、固定長の フ ォーマ ッ トの行 き詰 ま り打開策 と して、可変長 フ ォーマ ヅ トが
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開発 され、実用化 した。可変長 フ ォーマ ッ トは、柔軟なEDI標 準の構築 に大 き く貢献 し、業

務処理 のカバ ー範 囲を画期的に拡大 した。

しか し、現実 の業務処理 は想像を越 えた複雑 さがあ り、 このままでは、21世 紀に行 き詰 ま

るこ とが必至 と思われ る。前述 した よ うに、業務面 での対策が必要 であるが、それだけ では、

すべてを解 決す ることはで きない。

ANSIX12やUN/EDIFACTで 、 シ ンタ ックスルール と標準 メ ッセ ージを分 離 した こ と

は、大 きな進 歩で あった。 しか し、デー タセ グメ ン トを業 界を越 えて統 一す る必要が あるた

め、標準 メ ッセ ージは、全体標 準を決 めてか ら業界標準をサブセ ッ トと して切 り出さなけれ

ばな らない とい う問題 が残 った。

そ こで、CII標 準では、デ ータセ グメン トを廃止 して個 々のデ ータエ レメン トに タグを 設

ける ことに よ り、標準 メ ッセージを業界毎 に開発 可能 に し、標準化 の速度 をア ッフ。した。

しか し、今や、業界毎 に標準 メ ッセージを統一 しなけれ ばな らない とい うこと自体 が、大

きな負荷に な ってお り、 この点を改善 しなければな らな い。

現状では、CII標 準で も、デ ータエ レメン トは業界 を越 えた統一が必要 で、標 準 メ ッセー ジ

は業 界 ごとの統一 が必要 で ある。統一 すべ きものをデ ータエ レメ ン トだけに絞 ることがで き

れば、ユーザ ーの負荷 を大幅に減 らす ことができる。

CII標 準におけ る標 準 メ ッセ ージは、実 際に企業 間でEDIを 構築す る ときに、交換 を予定

す る メ ッセ ージ内容 を取 り決 める際 に、ガイ ドライ ンとしての役 割を持 ってい る。 も し、標

準 メ ッセー ジを統一 しない とすれ ば、個 々のデ ータエ レメン トの意味解釈 が暖 昧にな った り、

トラ ンス レータの設計 に困難 を生 じるな どの問題 がある。

この部分 に新 しい技術 を導入 して技術的に改善 し、例 えば、標 準 メ ッセー ジの内容 を 自由

化 して しまえば、 ユーザ ーの負荷を大幅に減 らす ことが できる。

21世 紀 のEDIに は、 この よ うな新 しい技術 に基づ く方式 が、是非 とも必要 である。

尚、新 しい技術 に基づ くEDIは 、技術面 で、現行方式 の上位互換性を維 持 しなければ、普

及 に極 めて長 い期 間が必要 にな ることも、留意 しなければな らな い。
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シンタ ックスルールのJIS化第II部





第1章 目 的

1.1背 景

EDI(ElectronicDataInterchange)は 、1970年 代 に、米 国 の運 輸 関 係(陸 運)の 団体 で

あ るTDCC(TradeDataCoordinateCommittee)に よった 提 案 され た デ ー タ交 換 シス テ ム

を ル ー ツに して い る。 以 下 に 、 そ の提 案 か ら現在 に至 るEDIの 歴 史 的 経 過 を 簡 単 に述 べ

る。

1.1.1TDCCのEDl(米 国:1970年 代後半)

TDCCの 提案 したシステムは、今 日でい う電子 メールに酷似 した ものであ り、EDIと

名付け られた。 テ レックスを拡 張発展 させた もので、共通 のデ ータ交換 システ ム(ネ ヅ

トワー ク)と それに接続 した端 末 とで構成 され る。ネ ッ トワーク上 の電文 は共通 フォー

マ ッ トであ るが、多様 な ニーズに応 え るために、独特 の工夫 があ った。 そ れ は 、ANSI

X12(以 下 、X12と 略す。)やEDIFACTの 基礎 とな ったセ グメン ト構造 とデ ータエ レメ

ン トの可変長化 で ある。 この システ ムは、輸送業者間の輸送 デー タ(輸 送 に関わ る事務

処理 データ)交 換用 に考 案 され た もので、 当時 の常識 である固定 フ ォーマ ッ トに よる交

換 デ ー タ フ ォーマ ッ トの共 通化 が難 しいた め に取 られた処 置 で あ る。 後 に、TDCC

フ ォーマ ッ トあ るいはTDCCシ ンタ ヅクスル ール と呼ばれ る ようにな った。

このフ ォーマ ッ トは、本来、人 間が直接処理す ることを前提 に してお り、 プ リンター

で打 出 し可能 な文字 のみで構成 され ていた。

1.1.2EDlの 実用化 とX12の 制定(米 国:1980年 代前半)

TDCCの 提案す なわちEDIは 、1970年 代 に実用化実験 が行 われ、有効 であ ることが実

証 された。運輸業界(陸 運)は 、GE社 な どの協力を得 て、実用 システ ムを構 築 した。

一方
、TDCCシ ンタ ックスル ール に基づ く電文は、 コンピュータで解析 可能 である と

い う研究 報告が相次 ぎ、今 日でい うEDI(コ ンピュータ間のEDI:自 動 処理 のEDI)が

実現可能 で ある ことが明確にな った。そ の結果、急速 に標 準化機運 が盛 り上が り、ANS

X12委 員会 が組 織 され、1983年 に米 国標準 として、X12第1・ 〈.一.ジョンが成立 した。

X12は 、TDCCシ ンタ ックスル ール の基本構造を引 き継い ではいるが、細 部で異な る

部分が あ り、TDCCシ ンタ ックスル ール との互換性 はない。1986年 には、X12第2バ ー
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ジ ョンが成立 し、標準 として採用す る業界が急速に増加 し、米 国産業界 はEDI化 時代 を

迎 えるこ とにな った。

1.1.3欧 州 のTDl規 格(欧 州:1970年 代 後 半 か ら1980年 代 前 半)

1970年 代 後 半 の米 国 のEDIに 刺 激 され た欧 州 で は、 イ ギ リス のSITPRO(Simplific-

ationofInternationalTradePROcedures)が 中 心 に な っ て 、TDI(TradeDate

Interchange)を 開 発 した 。TDIはTDIシ ン タ ックス ル ール を ベ ース とす るEDIシ ス テ ム

の名 前 で あ り、TDIシ ンタ ック スル ール はTDCCシ ンタ ック スル ール に酷 似 した規 格 で

あ る。 しか し細 部 で は異 な って い る。

1.1.4JCA手 順 とJCAの フォーマ ッ ト(日 本=1970年 代～1980年 代前半)

我 が国では、1970年 代 に帳票(伝 票)フ ォーマ ッ トの標準化検討が様 々な業界で行わ

れたが、中で も有名 なのは、鉄鋼業界 の帳票項 目業界標準化 である。鉄鋼業界 の標準帳

票項 目は、ただちに高炉 メーカー と商社 間の取 引に応用 され た。

一方
、JCA(日 本チ ェーンス トア協会)で は、チ ェーンス トアと納 入業 者間の取 引 の

オンライ ン化 を計 画 し、 これ に必要 な共通通信 手順 と共通 デー タフ ォーマ ッ トを、1982

年 に開発 した。 この共通通信手順 がJCA手 順(後 にJ手 順 と呼 ばれ る よ うにな った)で

あ り、共通 データフ ォーマ ッ トがJCAの フ ォーマ ッ トである。 この時 、チ ェーンス トア

標準伝票 も開発 され、以後 、流通 業界 の標 準伝票に発展 してい る。 これ らの業界標 準を

用 いた システムは、流通情報オ ンライ ンデ ータ交換 システムと呼ばれ、大手 のチ ェーン

ス トアが積極 的に導入 した。

1.1.5業 界標準化 の進展(日 本:1980年 代後半)

1985年 の通信回線 自由化拡大 を契機 に、流通情報 オ ンラインデ ータ交換 システ ムは、

チ ェーンス トア以外 の流通各業界 の取 引に も導入 され る よ うに な り、JCA手 順 とJCA

フ ォーマ ッ トは、事実上の 日本 の標 準(デ フ ァク トスタンダー ド)に な るかに見えた。

しか し、チ ェーンス トア以外 の流 通 各 業 界 で は、JCA手 順 は そ の ま ま用 いた ものの

JCAフ ォーマ ッ トは、それぞれの シス テムの事情に合わせて改造 した ものを導入 したた

め、我が国では、その後暫 くの 間は、個 別 システム毎 の標準(あ るいはVAN標 準)中 心

の世界 にな った。 これ らのシステムは、複数 のユーザー企業が共 同で構築 したため、業
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界VANと 呼ばれ るよ うにな り、その アプ リケーシ ョンの総称 を、オ ンライ ン取 引 ネ ッ

トワークあるいは単純に オ ンライ ン取引 と呼ぶ ようにな った。後 に、 これ らはEDIの 仲

間に加 えるよ うにな って いる。

これ らのオ ンライ ン取引 ネ ッ トワークでは、個別ネ ッ トワーク(業 界VAN)毎 に規

格が異な るた め、早 くも1980年 代末 には、拡 張に よるネ ッ トワー ク間接続 の問題 が発 生

した。業界VANは 、一つ の業界 に一つ構築 されたのではな く、複数構築 され てお り、そ

の規格 は、 それ ぞれ微妙 に違 っていた ので、そのネ ッ トワー ク間接続 は通常 困難 で あっ

た。そ の結果 、ネ ッ トワー ク間接続 の代わ りに、一部 の企業 は複数 のネ ッ トワークに加

盟 しなけれ ばな らない状況 にな った。

この問題 の解決 のために、一つ の業界に一 つの標準を 目標 としたオ ンライ ン取 引(E-

DI)の 標準化検討 が、様 々な業界 で実施 された。その代表例 は、1987年 か らEIAJ(θ 日

本電子機械工業会)が 検討 を始 めた電子機器業 界の業界標準化 であ る。EIAJで は、 具

体 的な方式 として、X12の 導入等 も検討 した。X12は 、 データエ レメン トのデ ータ長が

可変長 であ り、長 さがゼ ロ(す なわ ち省略)も 可能 であるので、柔軟 な標準 を設計 で き

る点 と、 フ ォーマ ッ トを、データ交換上 の物理 的形態 に マ ッピ ングす る シ ンタ ックス

ルール と、論理 フ ォーマ ッ トである標準 メ ッセージに分離 され ている点で、 固定 フ ォー

マ ッ トもよ り革新 的であった。 いわゆ るEDI方 式で ある。

しか し、 以下 の理 由で我 が国の情報処理の実情 には適合 しない との結論 に達 した。

①X12は 、非構造化 フ ァイル に適合す るよ うにな っているが、我 が国の一般的な通

信 システ ム(J手 順/全 銀手順)は 構 造化 ファイル(レ コー ド型 フ ァイル)用 で あ

る。

②X12の デ リミターに よるデ ータ分離は、我が国では一般 的ではない。将 来のバイ

ナ リーデータの活用 を考 える と、 データ長方式(レ ングスタ グ方式)が 望 ま しい。

少な くとも、漢字デ ータを考慮 した場合、r*』 はデ リミターと して使 えな い。

③X12の トランス レーターが入手 できない。

④X12の メッセージは、我が 国の ビジネスに適合 しない ので、別途、標 準 メ ヅセ ー

ジを作成 しなければな らない。X12は セ グメン ト方式 な ので、手数がか か る。

そ こで、EDI方 式 の新 しい業界標 準 として、㈲ 日本情報処理 開発協会 産業情報化推

進 セ ンター(以 下、推進 セ ンター)と 共同で、1988年 にEIAJ標 準を開発 した。EIAJ標

準 は1988年 に トライ アルが実施 され、1989年 か ら電子機 器業界 に普及 した。
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1.1.6国 際標準化 とEDlFACT(欧 米:1980年 代後半)

米 国でのX12制 定後(1983年)、 欧米 では新 たな標準化 の動 きが活発化 した。 米 国 で

はX12、 欧州 ではTDIと い う規格 分裂 を解消 し、新 たに統一 国際規格 を制定 し、将来 の

取 引のグ ローバル化 に寄与 しようとす るのが主な動機で ある。 この呼びかけは、長年 国

際貿易 の効率化につ いて検討 してきた 国連欧州経済委員会 一貿易拡大委 員会の貿 易手続

簡素化作業部会(UN/ECE-WP.4:1997年4月 にCEFACTに 改称、 以下、WP.4と

略す。)か ら米国のXl2グ ル ープ対 して行われ、何 回か の論争 の後に合意に達 し、UN-

JEDI(国 連Joint-EDI)が 組織 された(1985年 頃)。

UN-JEDIで は、 ただ ちに新 しいシ ンタ ックスル ール の 開発 を行 い 、 これ に 『EDI-

FACT』 とい う名を付けた。EDIFACTは 、1987年 にISOの フ ァース トトラ ヅク投票 に

かけ られ、賛成多数 でISOの シンタ ックスルール の規格(ISO9735)と して発行す るこ

とが承認 された。規格 が正式に発行 した のは、1988年 であ る。

1.1.7UN/EDlFACT開 発 の遅 れ とナシ ョナル標準 の発展(1990年 ～今 日)

1990年9月 のJRT(ジ ュネーブ)で 、WP.4で 決定 し推奨す るデ ィレク トリーをUN/

EDIFACTと 呼ぶ ことが決定 され た。以後 、EDIFACTはISO9735(シ ンタ ックスル ー

ル)だ けを意味す る ことにな った。

1989年 か ら本格化 したUN/EDIFACTの 標 準 メ ッセ ージ(UNSM)の 開発は 、 当初

の 目標 よ り大 幅に遅 れ、最初 の実用 バージ ョンとされ る1992年 版 が一 般 的 に入 手可 能

にな ったのは、1993年 にな ってか らである。そ の後 も毎年新 バ ージ ョンが発行 され てい

る。

この よ うな遅れ と次 々に出て くる新 バー ジ ョンは、実際にEDIを 導入 しよ うとしてい

る企業に とって大 きな負担 とな り、国際的標 準化 と切 り離 した国内標準化 が一般化 して

きた。 これには2つ の流れがあ る。

①EDIFACT、UN/EDIFACTと は異 な る規格 で国内標準化

米国、 日本 な ど

② シンタ ックスル ールのみEDIFACTを 使 う国内標 準化

欧州、豪州、 アジア諸国な ど

例 えば、我が国では1991年 に推進 セ ンターが 国 内 のEDI用 に、EIAJ標 準 を 拡 張 し

たCII標 準を開発 し1992年 に実用化 した。現在 、表1-1に 示す ような普及状況 にな って
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お り、米国ではX12が 広 く普及 している。

欧州では、業界や企業 ごとのデ ィレク トリーとEDIFACT(シ ンタ ックスル ール)を

組み合わせたEDIが 普及 し始め てお り、一部 のアジアの地 域 で も、独 自の デ ィ レク ト

リーとEDIFACTの 組合せ が普及 している。

その結 果国際的に は、異な る規格を用 いてい る米国、 日本 をは じめ、EDIFACT(シ

ンタ ックスル ール)を 使 いは じめた欧州 、豪州 、アジア諸国間 でも、EDIの 互換性 はな

くな ってい る。

表1-1CII標 準の普及状況(平 成10年3月 現在)

平成4年 5年 6年 7年 8年 9年 備 考

電子機器

石油化学

鉄 鋼

建 設

住宅産業

電 力

ガ ス

電 線

電機機器

総合商社

自 動 車

広 告

ホームセンター

繊 維

その他流通

物 流

金融業際

平成5年 以後は
EIAJ標 準と
CII標 準併用

平成4年 までは
EIAJ標 準

平成4年 までは
EIAJ標 準

● ● ●● ・■

● ● ・・ ●・ ・

1

・..● ● ・ ・.・

.・ ・ ● ●.● ・

・・… … 検 討 中(検 討) , トラ イ ア ル, 実用稼働
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1.1.8我 が国の公 的EDl標 準

現状 では、我が国にはEDIの 公的標準 はな く、暗黙 の了解 でCII標 準 の活 用が増加 し

てい る。 これ に対 し、欧米、 アジア、豪州各国では、 シンタ ックスル ールのみな ど程度

の差 はある とい うものの、公的標準に よる国 内標 準化に 向か って いる。主な先進 国のな

かで、公 的標準 とい う拠 り所が一切な い とい うのは、我が国だけ になって しまった。

公的標準 がなければ標準化は不可能 とい うことにはな らな いが、合理的な公的標 準は、

当然 、ない よ りもある方が よい。我が 国で も リーズ ナブルな公的標準を決め ることが、

今以上 のEDI普 及に役立つの ではないか と考 え られ る。

1.2目 的

本 プ ロジ ェ ク トの 目的 は 、EDI用 シ ン タ ックス ル ー ル のJIS化 で あ る。 以下 に、 なぜ シ

ンタ ヅクス ル ール のJIS化 が 妥 当 な の か 、 また 、 そ の対 象 がEDIFACTとCIIシ ン タ ック

スル ール に な った経 緯 や 理 由等 につ い て述 べ る。

1.2.1EDlの 規格

今 日では、企業間 でデー タ交換す る場合 に必要 とな る取決 め(プ ロ トコル)は 、想像

以上に多 くあ ることが認識 され ている。

それ らを大 き く2つ に分類 した場合 、先ず 、技術 的取決 め と業務 的取決 めに別 れ る。

さらに、技術 的取決 めは、情報 を物理 的た運 ぶ通信 上の取決 め(情 報伝達規約)と 情報

を電子的に表 す方法 の取決 め(情 報表 現規約)に 分 け ることがで き、業務 的取 決めは

EDI化 業務処理手順(業 務運用

表1-2EDI規 格 の構 造

規 約)とEDI取 引 の基本 原 則

(業務 モデル:取 引基本 規約)

に分 けることがで きる。 これ ら

は表1-2の よ うな階層 と して

表す ことがで きるこ とは、今 日、

一般 的に知 られ る ことにな って

い る。

運用上の規格

取引基本規約

業務運用規約

技術的規格

情報表現規約
(ビジネスプロ トコル)

情報伝達規約
(通信プロ トコル)
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(1)情 報伝達規約

これ は、通信 システ ムの規格 であ り、通 信 プロ トコル とも言われ る。 コンピュータ

・レベル で、 ユーザ ー情報を単純 な ビッ ト列 と見な して、物理的伝送 を行 うために必

要な規格 である。我 が国では、J手 順 ・全銀 手順が、デ フ ァク ト標 準 と して普 及 して

い る。FTPも これに該当す る。

(2)情 報表現規約

一般的に ビジネスプ ロ トコル と呼ばれてい る
。業務処理上、取 引相 手 と交 換す る書

類 を電子的に表 す場合 の規格で ある。書類 は、文字だけ の場合 もあれば、図形等 の場

合 もある。典型例 は業務処理伝票 であるが、書類=伝 票 とい う認識 は誤解 で ある。伝

票は、 ここで言 う書類 の一部 の要素に過 ぎない。

(3)業 務運 用規約

EDI化 業務 では、従 来の カス タマ ー、サプライヤー等 の取 引担当者に、 システ ム運

用 担当者が加わ って実施 され る。双方 が連携 して業務処理 を行 うことが必須条件 であ

り、 これに関す る取決めで ある。 したが って、システ ム担 当者用 のシステ ム運用 と取

引担当者用 の業務 処理運用が存在す る。

システ ム運用 に関す る具体 例は、システムの運転時間(営 業時 間)、 土 日等 の休 日の

扱 い、事故 時(障 害発生時)の 処置 、その他 の例外運用等 であ る。業務処理運用 の具

体例 は、取 引担 当者用の具体 的な注文 の仕方や受注処理 の仕方 等で ある(EDI化 業務

処理手順 は、書類 に よる業務処理手順 とは異な る)。

(4)取 引基本規約

EDI化 業務処 理 の原則論に関す る取決めである。具体的 な要素 として、 ビジネスモ

デル、関係法制度 な どがある。

ビジネスモデル は ビジネスシナ リオ とも言われ、取 引の流 れをモデル化 した もので

ある。実際 の取引 は、そ の時 々の状況に よって千変万化す るので、すべてを具 体的に

取決め るのは困難 であ り、抽象化(モ デル化)し た流れ で取決 め るのが一般 的であ る。

抽象化 した流れは、す なわ ち商慣行で ある。

取引基本規 約の要素 は、EDI化 の範囲、EDI化 業務 の流れ 、回線費用 な どEDIに 必

要な費用 の負担方 法、事故時 の責任範囲、損害発生時の賠償責任等 があ り、EDI契 約

として、EDI当 事者 間で具体化 す る。
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1.2.2標 準化 の現状

EDIを 実施す るためには、取 引当事者間で、先 に述 べ た4分 野 の取 決 め が必要 で あ

る。 それ らの取決 めが標準化 され ていれ ば、便利 であることは疑 う余地がな く、 これ ま

で長年 に渡 って、標準化 の努力 が成 され て きている。その過 程 で、EDI規 格 の標準化を

主な 目的 とす る組織 も誕生 し、今 日では組織 的検討 が中心的に な っている。 以下 では、

それ らの組織 を 『EDI標 準化 グル ープ』 と呼ぶ ことにす る。

通信 プロ トコル(情 報伝達規約)の 標 準規格 は、公 的規格 ・業 界規格 な どが多数存在

す る他 、現在 で も新 しい標準規格 の検討 が行われ てお り、 これ に関係す る組織 も非常に

多い。EDI標 準化 グル ープでは、これ らの検討結果 の採用 を前 提にす るのが一般 的なの

で、 これ以上触れない ことにす る。

ビジネス プ ロ トコル(情 報表 現規約)は 、EDI標 準化 グル ープでの標準化 検討の主な

目的であ り、通常EDI標 準 と言 えば、この分野を指 してい る。1980年 代 には、この分野

の技術 的革新 があ り、現代 のEDI標 準 のベ ースにな って い る。 そ れ は、 可変 長 フ ォー

マ ッ トの開発 であ り、そ の体系 をベースに具現化 した標準 の一つ がANSIX12やUN/

EDIFACTで あ り、いずれ も公 的標準 にな っている。CII標 準 は、それ らの可変長 フ ォー

マ ッ トを発展 させ る とともに単純化 した体系 と位置づ け られ るが、 まだ、公 的標準 には

なっていない。

業務運用 規約については、我が国のあ る業 界か らガイ ドライ ンが発行 されてい るが、

国際的には未知の分野であ り、標準化の対象 と しては考え られ てい ない。 また標準化す

るに しても、概略標 準にな る ことが予想 され、その ような ものが、 どれ ほ どの実用的価

値を持つか疑 問の残 る分野で もある。

取 引基本規約 につ いて も同様 で、 ビジネスモデルそ の ものではな く、記述方法 の標準

化が指向 され ている ようであ る。

以上の よ うに、実用 的価値 が期待 で きる標 準化 分野 は、通 信 プ ロ トコル とビジネスプ

ロ トコルであ り、EDI標 準化 グル ープの興 味の中心 は ビジネ スプ ロ トコルになる。

1.2.3ビ ジネスプ ロ トコル(情 報表現規約)

この分野では、1980年 代 に技 術的革新 があ り、基本 ベ ー スが変 わ ってい る。 こ こで

は、それ以前 の方式を従来方式 、新 しい方式 をEDI方 式 と呼ぶ ことにす る。
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(1)ビ ジネ ス フ.ロ トコル の要 素(従 来 方 式)

か って 、 ビ ジネ ス プ ロ トコル の要 素 は コー ド ・フ ォー マ ッ トで あ る と言 わ れ た。 具

体 的 に は 、 コ ー ドとは デ ー タ コー ドの こ とで あ り、 フ ォー マ ッ トとは 、 レコー ドレイ

ア ウ トの こ とで あ った。 日本 チ ェー ンス トア協会 や 全 銀 協 の標 準 は この方 式 で構 築 さ

れ て い る。

(2)デ ー タエ レメ ン トとデ ー タ コー ドの 分離

あ るデ ー タエ レメ ン トの値 が コー ドで あ る とす れ ば、 専 用 の デ ー タ コ ー ド表 が あ る

とい うの が常 識 的 で あ る が 、実 際 に は デ ー タ エ レメ ン トは標 準 化 で きて もデ ー タ コー

ド表 は標 準 化 で きな い ケ ー ス も多 い。 デ ー タエ レ メ ン トの値 が コ ー ドで な けれ ば専 用

の デ ー タ コ ー ドは存 在 しな い こ とに な る。 「企 業 コ ー ド」 等 の 標 準 デ ー タ コ ー ドは 、

「発 注 者 」 とい うデ ー タ エ レメ ン トに も 「受 注者 」 とい うデ ー タ エ レメ ン トに も使 え

る。 す なわ ち 、 デ ー タ エ レメ ン トとデ ー タ コー ドは、 互 い に 独 立 した 要 素 で あ る とい

うこ とに な る。

今 日で は 、 デ ー タ エ レメ ン トとデ ー タ コー ドは別 の要 素 と して 認識 され て い る。

(3)可 変 長 デ ー タ エ レメ ン ト

従 来 方 式 で は、 デ ー タ エ レメ ン トは 固定 長 で あ り、 そ の 長 さを 決 定 す る こ と は 、

EDI標 準 化 グル ー プの 最 大 の 悩 み で あ った 。 これ が 可変 長 で あれ ば 、広 範 囲 の標 準 化

が 可 能 に な る こ とは 明 らか で あ る。 これ を最 初 に実 現 した の はTDCCフ ォー マ ッ トで

あ り、 そ の発 展 型 で あ るANSIX12で 完 成 した。 可変 長 形 式 で の技 術 的 課題 は 、 デ ー

タ エ レメ ン トの長 さを どの よ うに表 す か とい うこ とで あ る。X12で は 、 分 離 記 号 を用

いて 実 現 して い る。EDIFACTも 同様 で あ る。

分 離 記 号 方 式 の欠 点 は、 バ イ ナ リデ ー タや 暗号 化 され た デ ー タな ど、 分 離 記 号 自体

を デ ー タ エ レメ ン トの値 と して用 い る時 に 特別 な工 夫 が い る こ とで あ る。 この欠 点 を

解 消 す るた め に 、CIIシ ン タ ックスル ール で は、長 さ を表 す タ グ(レ ン グ ス タ グ)を 用

い て 可 変 長 を 実 現 して い る。

(4)可 変 レイ ア ウ ト

EDIで は 、業 務 上 の 意 味 が あ る ま と ま った交 換 単位 を メ ッセ ー ジ と呼 ぶ 。直 観 的 に

は 、1枚 の伝 票 に 対 応 す る もの で あ る。 メ ッセ ー ジを 電 子 デ ー タで表 す 場 合 、 通 常 は、

1メ ッセ ー ジを1レ コー ド(構 造 化 フ ァイ ル に おけ る レ コー ド)に 対 応 させ る が、 複

数 の レコ ー ドで1メ ッセ ー ジを 表 す こ とも あ る。

一21一



従来方式 では レコー ド長 は固定であ り、デ ータエ レメン トの位置 は、 レコー ド内に

おいて固定 していた。そ の結果、EDI標 準化 グループは、あるメ ッセ ージを レコー ド

にマ ッピングす る場合、 レコー ドの中に、 どのよ うなデ ータエ レメン トを何処 に並べ

るか で、いつ も悩んでいた。 これが解消 されれば、広範 囲の標 準化が可能 にな ること

は明 らかで あ り、部分的では あるが、 これ も最初 に実現 したの はTDCCフ ォーマ ッ ト

であ り、そ の発展型で あるX12で 洗練 され た。

X12で は、デ ータセグメ ン トとい う構 造を導入 し、一 つの メ ッセージを複 数のデー

タセグメン トで構成 した。米国では、 フ ァイルをデ ータセ ッ トと呼ぶ ので、デ ータセ

グメ ン トは レコー ドに対応す る。すなわ ち、1メ ッセージを複 数 レコー ドで構成す る

よ うに した のである。デ ータエ レメン トは可変長に したたあ、 このデータセグメ ン ト

も可変長に な り、 さ らに、 セグメ ン トタグ と呼ばれ る標識を付け る ことで、省略を も

可能 に した。 この結果、必要 なデ ータセグ メン トを集めて メ ッセージを構成す る とい

う方式 が完成 した(EDIFACTも 同様)。 この よ うにすれ ば、標準 メ ッセージは多 くの

デー タエ レメン トを持 った長大 な もので も、必要 なデータエ レメン トだけを使 えば よ

いので、実 際の メ ッセージは十分実用 的な短 い ものにな る。標 準 メ ッセー ジに多 くの

デ ータエ レメン トを持 たせれば、それ だけ標 準の カバ ー範 囲を広 くす ることがで きる。

この構造 を もっと発展 させたのがCIIシ ンタ ックスルールで、業務処理 が メ ッセー

ジに要求す る機能 を極 限 まで抽象化 すれば、 メ ッセ ージはデ ータエ レメン トの単純な

集合で あるべ きとい う発 想に基づ き、個 々のデ ータエ レメ ン トに タグ(デ ータタグ)

を付け ることで、必要なデ ータエ レメン トを集めて メ ッセージを構成す る構 造に なっ

ている。

(5)EDI方 式規格の表 現方法(シ ンタ ックスル ール(構 文規則)と 標 準 メ ッセージの分

離)

可変長 ・可変 レイア ウ トの フ ォーマ ッ トは、あ る特 定の交換時の特定の レコー ドは、

固定的に フ ォーマ ッ トが決 まるものの、その瞬間 しかそ のフ ォーマ ッ トは存在 しない。

そ こで、可変 長デ ータエ レメン トは、COBOL言 語 におけ る変数定義 と似 た 記述 法 が

導入 された(CIIシ ンタ ックスルールでは、COBOL記 述 とほぼ同 じ)。

一方、可変 レイア ウ トは 同言語 の構造体 の ような記述法 を用 いて も、実体 と同 じ記

述 はで きない。そ こで、標準 メ ッセージ とい う記述法 が採 用 された。 可変 レイア ウ ト

では、必要 な構成要素 を集 めて メ ッセー ジを構成す るよ うにな ってい るが、逆 に、あ
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る特 定 の メ ッセ ー ジに含 め る こ とが で きる構成 要 素 を こ と ご と く記述 した の が 、 標 準

メ ッセ ー ジで あ る。

標 準 メ ッセ ー ジ は 、実 際 の デ ー タ交 換 で 用 い る メ ヅセ ー ジ構 造 で は な い 。 実 際 の

デ ー タ交 換 で は 、多 数 の構 成 要 素 が 省略 され るか らで あ る。 この結 果 、標 準 メ ヅセ ー

ジは 論理 的 に しか存 在 しな い フ ォーマ ッ トとな り、 従 来 方 式 の 「レ コー ドレイ ア ウ ト

=物 理 的実 体 」 とい う常 識 が成 立 しな くな った。

シ ン タ ックス ル ール は 、 この論 理 的 フ ォー マ ッ トを 物 理 的 実 体 に 写 像 す るた め の規

則 と して独 立 した。

(6)ビ ジネ ス プ ロ トコル の要 素(EDI方 式)

CII標 準 で は 、下 記 の4種 を ビジネ ス フ。ロ トコル の要 素 と して い る。

① シ ンタ ックス ル ー ル

② 標 準 メ ッセ ー ジ

③ デ ー タ エ レメ ン ト

④ デ ー タ コー ド

X12やEDIFACTで は 、 この 他 に 、デ ー タ セ グ メ ン ト(EDIFACTで は セ グ メ ン ト

グ ル ー プや セ クシ ョン もあ る)や 複 合 デ ー タエ レメ ン トも あ るが 、

・デ ー タ セ グ メ ン トは シ ン タ ックスル ール のサ ブ構 造 で あ る。

・複 合 デ ー タ エ レメ ン トは デ ー タ エ レメ ン トの変 形 で あ る。

と考 え られ 、 上 記4種 が ビジ ネ ス プ ロ トコル の基 本 要 素 と考 え られ る。

EDI方 式 の標 準 は 、 これ らの 要 素 の 記述 で構成 され て い る。

1.2.4標 準化の対象 とな る規格

以上述べた ように、EDI標 準化 グル ープの興味の 中心 は、 ビジネ ス プ ロ トコル で あ

り、それは またユ ーザ ーの要望で もある。

既に、米国では、X12と い う公的規格 にま とめられ てお り、 国際 規格 と して もISO

9735(EDIFACT:シ ンタ ックスルール)が まとめられ ている。我 が国で も、 ビジネ ス

プロ トコルの公 的規格 化は、歓迎 され るもの と確信す る。

ただ し、Xl2の よ うに、 ビジネス プ ロ トコル の4つ の要素 のすべて の公的規格化 が求

め られ ているのか と言えば、必ず しもそ うとは言えない。 シンタ ックスル ール を除 く標

準 メ ッセージや デー タエ レメン トな どは、業界特性 の反映 が大 きい上に、 ビジネスの変
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化に伴 って頻繁 に変 化す る特性 があ り、産業界全体 で固定 的に標 準化す るのは難 しいか

らである。 さらに、我が国のJIS化 の手続 きと米国 のX12化 の手続 きはか な り異 な って

お り、X12で 可能 なのだか らJIS化 も可能 とい う論理は成 り立たない。

そ の一方 で、 シンタ ックスル ールは コンピュー タ技術(ソ フ トウェア)の 規格 であ り、

その変更は皆無 ではない ものの、他に比べれ ば圧倒 的に少 ない。 また、業界特性 の影響

も僅かで あ り、JIS化 に 向いて いる。

以上の理由で、以前か らシンタ ックスル ール のJIS化 は、多 くの産業界か ら要 望 され

ていた ものであ る。

次に、具体 的に どの規格 をJIS化 す るか とい う問題で ある。JIS化 で取 り上 げ る規 格

は、一般的には以下 にな る。

① 国際標 準(ISO)も し くは国際的に普及 が進 んでい る規格

② 我が国国内において広 く普及 してお り、業 界がJIS化 を望む規格

③ これか ら普及が期待で き、JIS化 がそれに役立つ規格

当プ ロジ ェク トでは、最初にEDIFACT(ISO9735)をJIS化 の対象 と して取 り上げ

た。今 回JIS化 の対 象 とす るのは、EDIFACTの バ ージ ョン4で あ る。EDIFACTバ ー

ジ ョン4は 、16bit文 字へ の対応 を始 め、・ミイナ リーデータのサポー トな ど、JIS規 格 に

相応 しい規格にな ったか らである。 また、国際EDIへ の適用 が始 まってお り、この面 か

らもJIS化 す る必要 が ある。但 し、バ ージ ョン4へ の改定 は難航 し、予定 よ り2年 遅れ

た。 したが って、本 プ ロジ ェク トも2年 遅 れの作業 を行 ってお り、本年度末(平 成10年

3月 末)に 、JIS原 案 が完成 す ることにな った。

次に、CIIシ ンタ ックスル ール のJIS化 を取 り上 げた。最近 の普及拡大が急速 で、既に

多 くの業 界の業界標準 として採用 され、導入企業 も多 く、 以前 か ら、産業界 がJIS化 を

望む規格であ ったか らであ る。致 命的な技術 的欠 陥 も特 に無 く、効率が よ く操作性 がす

ぐれ てい るのが評価 された と、考え ることがで きる。CIIシ ンタ ックスルールのJIS化

は、産業界か ら歓迎 され ると考 える。

この ように、2つ の シンタ ックスル ールのJIS化 を実施す ることについては、か な り

異論 もある。規格は一つでなければ運用で混乱す るとい うのであるが、理想的な規格が

開発 できれ るので あれば、規格 を一つ に絞 り、無用な混乱を避け なければな らない こと

は、当然で ある。

しか し現実 には、われわれ の持 ち合わせ ている技術 では、完全 な規格 を開発 できない。
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どの規格 も妥協 の結果 として開発 され てお り、それ ぞれ 問題 点を抱 えてい る。 この よ う

な状況 では、一つ の規格 で全体 を カバーす るのは困難 と言わ ざ るを得 ない。無理に一つ

の規格 で全体 をカバ ー しよ うとすれば、無用な摩擦 が発 生 し、かえ って混 乱す る。む し

ろ、必要最小 限の範 囲で複数 の規格 を定 めて、 カバーで きる範 囲を広 げ る方 が、合理 的

である。
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第2章 検 討 経 過

本章では、 シンタ ックル ールJIS化 の検討経過 及 び実施 体制 につ いて述 べ る。 シ ンタ ック

ル ールJIS化 の検討は、第1期(平 成 元年度/平 成2年 度)と 第2期(平 成7年 度～)に 別 れ

る。今 回の検討 は第2期 である。

2.1第1期JlS化 調査

(1)第1期 調査 の概要

この調査 は、EDI規 格のJIS化 の可能 性について検討 を行 った ものである(電 子 デ ー

タ交換に用 い る構文規則(シ ンタ ックスル ール)工 業標 準新規 原案の調査)。EDI規 格 と

は どうい うものか、JIS化 すべ き規格は何か、そ して何時JIS化 すべ きか 等 につ いて、

平成元年度か ら2年 間実 施 され、 シンタ ックスル ールのJIS化 が必要 とい う結論に達 し

たが、そ の対象 と時期は、 さらに検討が必要 とい うことにな った。

(2)第1期 調査時のEDIの 状況

我が国では、流通業を 中心 に、 日本チ ェーンス トア協会 の標 準をベ ース とす るEDIが

普及 していたが、製造業 では、 よ うや く電子機器業界にEIAJ標 準の普及拡大 が始 ま っ

た時期であ り、そ の他 の製造業 では、まだ業界標準化を検討 してい る段階 であった。

一方米国では、X12の 普 及拡大が 目ざま しい時期であ り、ほ とん どの業界でX12の 導

入が行われていた。EDIFACTは 既に存在 していたが、標 準 メ ッセ ージの開発 が本格化

した時期で あ り、 まだ実用普 及は していなか った。

(3)調 査 内容

作業 は、EDI規 格 を調査す ることか ら始 まった。 当時 の我 が国 に は、EDI標 準 と し

て、㈲鋼材倶楽部 の高炉 メーカー商社間鋼材取 引標準、 日本 チ ェー ンス トア協会 の取 引

先オ ンライ ン標準 、 日本 チ ェー ンス トア協 会 の標 準を ベ ース に改造 した様 々な業 界

VANの 標準そ してEIAJ標 準 があ った。EIAJ標 準だけが トランス レーターの使用 を前

提 とした可変長 の規格 であ り、他は固定長(固 定 フ ォーマ ッ ト)の 規格 であ った。一方、

米国には、可変長 の規格 で あるXl2が あ り、ISO規 格 と して 同 じ く可変 長 の規 格 で あ

るEDIFACT(シ ンタ ックスル ール のみ)が あった。

具体 的な調査では、今後 のEDI標 準 は、柔軟性が大 き くメンテ ナンス性 に優 れ、標 準

のカバー範 囲が大 きい可変長 の規格 が主流 となる との判断か ら、可変長 の規格 に絞 るこ
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ととし、

①EIAJ標 準

②X12

③EDIFACT(ISO9735)

の、適用技術 の調査 を行い、技術 比較 と運用上 の優位性 について検討 した。

(4)技 術比較 の結 果

技術 的には、X12とEDIFACTは 同一分類 に入ることが判 明 した。

X12/EDIFACTとEIAJシ ンタ ヅクルール との技術上 の最 大 の違 いは 、 デ ー タセ グ

メン トとい う中間構 造が あるかないかである。 この中間構造 は歴史的経過 か ら生 まれた

ものであ り、現在で も、X12とEDIFACTは この中間構造 を反 映 した標準 メッセージを

運用 してい る。

技術比較 の結 論 と しては、EIAJシ ンタ ヅクルールが下 記 の点 で優位 にあ るとされた。

① 構造 が シンプルで効率的であ る。

② 我 が国主流の構造型 ファイルに適合 して いる。

③ デ リミターが使われていない(レ ングスタグ方式)。 漢字 デー タの使 用 や バ イナ

リーデー タの使 用に適す る。

④ トランス レーターの構造 が簡単 である。

⑤ 標 準 メ ッセ ージの開発 が容 易である(標 準 メ ッセージはデ ータエ レメン トの集合

であ るとい うオ ブジ ェク ト指向に適合 して いる)。

しか し、EIAJシ ンタ ックル ール は、電 子機 器業 界専 用 に 設 計 され た た め、使 え る

デ ータエ レメン トの種類が239種 類 とい う制 限があ り、将 来 の拡 張 も1000種 類 まで と

な っていた。1000種 類 では、残念なが ら我が国全体のEDIに 適 用す る こ とはで きず 、

JIS化 す るためには、 この改造が必要 とされた。 さらに、文字 コー ドの規定 に曖 昧 さが

あった他 、 トランス レーターの開発が間に合わず、漢字 の使 用は 当面禁止 となって いた。

一方
、X12とEDIFACTは 共通 の特徴 を持つ とされたが、以下 の点 で問題 があるとさ

れた。

① 構造 が複雑 であ る。特 に、EDIFACTは 複雑 である。

② 非構造化 ファイルに適合 し、我 が国主流 の構造型 フ ァイル では使 いに くい。

③ デ リミター方 式で、漢字や バイナ リーデ ータ使用 の時に、厄介 なエスケープシー

ケ ンスが発 生す る。
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④ トランス レー ターの構造 が複雑 にな る。特 に、EDIFACTで は複雑 になる。

⑤ 標 準 メ ッセー ジの開発 に工数 がかか る。

すなわち、技術 的にはEIAJシ ンタ ックル ールの方 が優 れてい るが、そ の ま まJIS化

す るのは、妥当で あるとは言えず 、X12とEDIFACTは 技術 的考慮 点が多す ぎる とい う

ことに なった。

(5)最 終結論

EDIFACTに は様 々な問題 はあ るものの、国際標 準であ り、当時の国際的整合性重視

とい う基本方針の もとでは、無視 で きない存在 であ った。一方 、EIAJシ ンタ ックル ー

ルは、所詮一業界標 準 とい う位置 付けを脱却で きず 、JIS化 に適当な シンタ ックル ール

は未成熟 とい う結論にな った。

2.2我 が国の標準化の枠組みの検討

第1期JIS化 調査 は、前述 の よ うに不調 に終わ ったが、この調査 と並行 して、平成元年 か

ら4年 にわた り、我 が国のEDIの 枠 組み の方 向が検討 された(電 子計算機相互運用環=境整

備委員会 一電 子デー タ交換 分科会)。

この検討では、我が国のEDIの 普及 を ど うの ように行 うか とい うこと と、使用規格 につ

いて議論が行われた。普及方式 の手本 は電 子機器業界 とされ、使用規格 もEIAJ標 準 が望

ましい方 向と考 えられたが、 この場 で も、EIAJ標 準 が一業界対応 とい う点 が問題 に な っ

た。 しか し、 この委 員会では、EIAJシ ンタ ックスルールの技術 には捨 てが た い魅 力 が あ

るとい う点を重視 し、EIAJシ ンタ ックスル ールを改造 して、我 が国の産業 界 に普 及 させ

るべ きだ とした。

以上 の説 明は、国内EDIに ついての検討結果であ り、この時、国際EDIに ついて も検討

が行われている。 しか し、国際EDIは 事例 も少 な くニーズ も少 な い の で、 と りあえず 国

際EDIはEDIFACTベ ー スとい う提 案を まとめた。

2.3Cllシ ンタ ックスルールの開発

前述 の結論を受けて、1990年 の暮れに、㊥ 日本情報処理 開発協会 産 業情報化推進 セ ン

ターに有力製造業界の標 準化 グル ープ代表 が集 ま り、CIIシ ンタ ックスルール の開発に つ

いて合意 を行 った。CIIシ ンタ ックスル ール の開発 では、EIAJシ ンタ ヅクスル ールの問題

点であ った以下 の点を改良す る ことにな った。
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① 使 用 可 能 な デ ー タエ レメ ン ト種 類:239種 類 ・⇒ 約6万 種 類(現 在 は50万 種 類)

② 文 字 コー ド:標 準 をJISコ ー ドに 限 定

③ 漢 字 の使 用':モ デ ル ・トラ ンス レー タ ーを 開 発

④ バ イ ナ リーデ ー タ:1993年 に追 加

実 際 の 開発 は 、1990年 か ら1991年 に か け て㊥ 日本情 報 処 理 開発 協 会 産 業 情 報 化 推 進 セ

ン ター で実 施 され 、1991年4月1日 に 、 「CIIシ ンタ ック スル ー ル試 作 仕 様1.00」 が ま とめ

られ た。 さ らに 、1991年 か ら1992年 にか け て 、CIIシ ン タ ッ クスル ール の採 用 を 決 め た建

設 業 界 等 か らの要 望 な どを 追 加 す る と と もに、 内外 の 有 力 ソフ トメー カ ーが 参 加 して専 用

の トラ ンス レー タ ーの 開 発 も行 わ れ 、1992年8月 にrCIIシ ンタ ックスル ール1.10」 と し

て公 開 され た。 同 時 に 、 石 油 化学 業 界 で最 初 の実 用運 用 が 開 始 され た。

翌1993年4月 に は 、rCIIシ ン タ ックス ル ール1.11及 び1.51」 が リ'リー ス され 、安 定 バ ー

ジ ョン と して 、製 造 業 界 を 中心 に普 及 が 進 み 、1997年 末 に は 、約20業 界 の業 界 標 準 と して

定 着 した。

ま た そ の間 に 、新 た に発 生 した ニー ズ に応 じて バ ー ジ ョ ンア ップを 繰返 し、1998年3月

末 に、 バ ー ジ ョン3.00が 提 供 され る こ とに な った。表2Llは 、・ミー ジ ョン間 の機 能 の違 い

を示 して い る。

標 準 メ ッセ ー ジは 、業 界別 に 開発 す る のが 合 理 的 と判 断 され 、 共 通 のCIIシ ン タ ッ クス

ル ール と業 界 別 の標 準 メ ッセ ー ジに よるEDI普 及 の方 針 は 、 この場 で作 成 され た 。現 在 で

は、CIIシ ン タ ックス ル ール を 共 通 の ベ ース とす るEDIをCII標 準 と呼 び 、業 界 別 の標 準

メ ッセ ー ジそ れ ぞれ に つ い て は 、別 途 業 界 別 の ネ ー ミン グが 行 わ れ て い る。

CIIシ ン タ ックス ル ール を ベ ース に したEDI標 準 を 現 在 で は 、CII標 準 と呼 ん で い る。
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CIIシ ン タ ック スル ール のバ ー ジ ョ ン間機 能 比較(そ の1)表2-1

'・、 規 格 名
、

CIIシ ン タ ッ クス ル ー ル
'・、 バ ー ジ ョ ン 名

、
、
、

、 EIAJ 1シ リー ズ 2シ リ ー ズ JIS
'ひ

、 ソンタックスルール

lJ'・
、 試作仕様V V V 暫定'V V V

定義内容 ・ 一＼ 、

機能項 目"

1,001,011,021.10 1.11 1.51 2,002.10 2.20 3.00

88/4 91/491/691/892/8 93/3 93/3 95/496/7 中止 98/3

1byteデ ー タ タ グ ◎ ◎ ◎ ◎ @ ◎

2byteデ ー タ タ グ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

3byteデ ー タ タ グ ◎ ◎ ◎
合.≡

X,9属 性 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
≡・・.≡ ● ■ ●'・ …

K,N属 性 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
≡ ・ ・ ≡ ≡ 一 ≡ ・

Y属 性(2000対 策) ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
≡ ≡ ・

BIT属 性 ◎ ◎ ◎
● ≡ ≡ 一 ・ 合. ・

1byte長 さ タ グ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
一 ≡ ≡ 吟 ・ .. ≡'直.

2byte長 さ タ グ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

JIS文 字 コ ー ド ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

ロー カル文字 コー ド ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
・ ≡ ・ ・ ・.・,

漢字(X-0208) ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

漢字(X-0212) ○ ○

漢字(X-0221) ○ ○ ○

シフ トJIS漢 字 ○ ○ ○

単独データ項目繰返し ○ ○ ○ ○ ○ ○

名無 しマルチ明細 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

名付きマルチ明細 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
.'

.≡ ≡ … ≡

マルチ明細ネス ト ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
一 ≡ ・ ・

≡.. ・.

拡張名付きマルチ明細 ◎ ◎ ◎

バ イ ナ リー デ ー タ ◎ ◎ ◎ ◎

宛て先 コー ド3種 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

発信元 コー ド3種 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

国 コー ド6種 ◎
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表2-1CIIシ ン タ ヅクス ル ール のバ ー ジ ョン間機 能 比較(そ の2)

'・、、 規 格 名'・、 バ ー ジ ョ ン 名
、

、

、

、 '
り・、

り＼

定 義 内 容 ・ 一 ＼ 、

機 能 項 目"

EIAJ

シンタックスルール

CIIシ ン タ ッ ク ス ル ー ル

1シ リー ズ 2シ リー ズ JIS

試 作 仕 様

1,001,011.02

V
l.10

V
1.11

V
1.51

暫 定

2.00

V

2.10

V

2.20

V

3.00

88/4 91/491/691/8 92/8 93/3 93/3 95/4 96/7 中止 98/3

変 換 テーブルアクセス機 能 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

チェ ック ・サ ム機能 ◎ ◎ ◎ ◎

メッセージグルイ特定機能 ◎ ◎ ◎

メッセージ・グループ構 造 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

短 縮 メッセージ・グループ構 造 △ △ ○

32001byte分 割 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

251byte分 割 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

非構造化モー ド ◎

非透過モー ド ○ ○ ○

タ イ プE(EDIFACTモ ード) ○ ○ ○

セキ ュ リティ機能 △ ○ ○

ゼ ロ件 メ ッセー ジ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

受信確認 メ ッセー ジ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

エラー情報 メ ッセー ジ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

同報ヘ ッダー ○ ○ ○ ○ ○

◎
○
△

D注

注2)チ ェ ッ クサ ム,

縮 小 モ ー ドは 、 バ ー ジ ョ ン3.

注3)バ ー ジ ョ ン2.

注4)バ ー ジ ョ ン3.

標準仕様

オプシ ョン仕様

不完全な定 義を意味す る。

縮小モー ドを意味す る。

非透過 モー ド,タ イプEは 、

00で 廃止

20は 開発中止

00はJIS化 対象

2シ リーズで廃止
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2.4第2期JIS化 調査

前述 の電 子デ ータ交換分科会 は、平成4年 度末 で検討を完了 した。平 成4年 度 か らは 、

『業際EDIパ イ ロッ ト ・モデルの調査研究開発』プ ロジェク トがスター トし、国内EDIへ

のCII標 準普及 が強力に進め られた。EDI標 準化 も検討 の段階 か ら実行 の段階へ入 ったわ

けである。この段階 で、CII標 準JIS化 の要 望が何度 か産業界か ら出た ことがある。普及 の

挺 に しようとい う目的か らであ った。

一方
、EDIFACTは 平成2年 頃か ら抜本見直 しが相次 いで提案 され、平成4年 か ら本格

的な見直 しが始 まった。 この結果 バー ジ ョン4が 開発 され る ことにな った。抜本見直 しの

結果、EDIFACTは 、互換性重視 の立場 か ら、基本 は すべ て従 来 のEDIFACTを 引 き継

ぎ、 さらに、機能の大幅追加 を行 った。主な ものは、

① 文字 コー ドの明確化 と16bit文 字 の追加

16bit文 字追 加は、コー ドエ クステ ンシ ョン ・テ クニ ヅク(つ ま り、漢字 シフ ト ・エ

スケープ.・シーケンス)を 導入す る ことで、実現 された。

② バイナ リーデータの追 加

レングス タグ方式で、バ イナ リーデー タが追加 された。

③ 新 しいデ リミター(リ ピーテ ィング ・セパ レー ター)の 追加

④1-EDIエ ンベ ロープの新設

⑤ セキ ュ リテ ィ機能 の追加(た だ し、現在 開発 中)

である。

そ こで、再度 シンタ ックスル ールのJIS化 が検討 され る ことにな り、本 プ ロジェク トが

平成7年 度か ら開始 された。本 プ ロジ ェク トは、EDIFACTバ ージ ョン4とCIIシ ンタ ッ

クスルール のJIS化 を 目的 として、下記 に示す よ うに、今年度(平 成9年 度)にJIS原 案を

作成 した。

①EDIFACTの 要約JIS原 案作 成

EDIFACTバ ージ ョン4は 、平成10年3月 に、パ ー ト1,2,3及 び8の 最終ISO規 格

が確定 したので、 これ の要約JIS原 案 を作成 した。

EDIFACTバ ージ ョン4に は、 これ以外にセキ ュ リテ ィ関係のパ ー トがあ るが、 こ

れ らは、 まだ最終ISO規 格 が確定 して いな いことと、JIS化 ニーズが不 明確で あるた

め、今回はJIS化 の対象 にな っていない。

②CIIシ ンタ ックスル ールJIS原 案作成
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㊥ 日本情報処理 開発協会 産業情報化推進 センターで、平成9年3月 リリース予定

のCIIシ ンタ ックスル ール3.0の セキ ュ リテ ィ部分 を除 いた、第1部 か ら第3部 に対応

す るJIS原 案を作成 した。 セキ ュ リテ ィ機能につ いては、JIS化 ニーズ が不 明確 で あ

るため、今 回はJIS化 の対象 になって いな い。

尚、作成 され たJIS原 案につ いては、次 の報告書を参照 された い。

電子データ交換標準化調査研究成果報告書 平成10年3月

㈱ 日本情報処理開発協会 産業情報化推進センター
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第3章 今 後 の 課 題

セキ ュリテ ィ機能 を除 くシンタ ックスル ール のJIS原 案作 成は、本年度 で完了 した。しか し、

これ でEDIに 必要 な技術 的規格 がす べてJIS化 され るわけで はない。 ここでは、 これか ら必要

性 が増大す る可能性 のあるEDI関 連技術規格 につ いて述べ る。

3.1セ キ ュ リテ ィ関連機能 のJlS化

従来EDIは 、専用線 や電話 線を用 いて実 施 されて きた。 しか し最近では、通信 システム

の大 きな成果 で あるイ ンターネ ッ トの活用 が検討 され てお り、実現段階 にな ってい る。

イ ンターネ ッ トをEDIに 活用す る場 合、セキ ュ リテ ィ対策 が不可欠 であ ると一般 的に言

われてお り、実験段 階のイ ンターネ ッ トを活用 したEDIで は、例外な'〈、セキ ュ リテ ィ対

策 が行われてい る。問題 は、 このセキ ュ リテ ィ対策 を どの よ うに行 うかであ る。

技術的には、通信 レベルで行 うセキ ュ リテ ィ対策 、 シンタ ヅクスル ール ・レベルで行 う

セキ ュ リテ ィ対策、そ して アプ リケーシ ョン ・レベルで行 うセ キュ リテ ィ対策 があ り、 ど

の レベルで行 うのが最 適かについては、結論 は 出ていない。

しか し既に、EDIFACT(ISO9735)バ ー ジ ョン4及 びCIIシ ンタ ックスル ール3.00で

は、 シンタ ックスル ールに セキ ュ リテ ィ機能を取 り入れ てお り、 シンタ ックスル ール ・レ

ベルで行 うセキ ュリテ ィ対策を、実現可能に している。実用 システムで は、 これ らの機能

はまだ使用 され ていないが、将来使用 され るのを予想 して、 これ らの機能をJIS化 の対 象

にす ることができる。

ここでの問題点 は、 セキ ュ リテ ィ機能を追加 したシ ンタ ックスル ールは、一般的 にそ の

規格が複雑化 し、それ をサポー トす る トラ ンス レーターが重 くなる点 にあ る。 そのため、

シンタ ックスルールにセキ ュ リテ ィ機能 を含 め るのは合理 的ではな く、 アプ リケーシ ョン

・レベルでセキ ュ リテn対 策 すべ きだ とい う意見が多 い。勿論 、JIS化 は不要で あ る とい

う結論にな る。 さらに、セキ ュ リテ ィ対策 は、特別 な ケースの場 合に必要 な もので、通常

のEDIに は不要であ るとい う意見 も根 強 くある。

そこで、実際 のEDIで 必要 なセキ ュ リテ ィ対策 とは何 か、またその対策を シ ンタ ックス

ルール ・レベルで行 う必要 があ るのか、そ してそ の規格につ いてJIS化 が必要 か とい う調

査 を、十分に行 う必要が あると考 えられ る。そ の調査結果 に基づいてJIS原 案を作成 す べ

きで、いたず らに規格を複雑化す ることは、普及 とい う観点か らも、避 け るべ きである。
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3.2シ ンタ ックスルール以外のEDl関 連規格のJIS化

シンタ ックスルール以外 の技術 的なEDI関 連規格 として、デ ータコー ド、データエ レメ

ン トそ して標 準 メ ッセ ージが あ り、 これ らは、 いずれ も標 準化が難 しい規格 である と同時

に、JISに 馴染 まない規格 と言われ てきた。

デ ータコー ド及びデ ータエ レメン トの標 準化 は、BSRフ 。ロジ ェク トとい う別 プ ロジ ェク

トが検 討を行 ってい る。 したが って、 これ らにつ いては、その作業状況を見守 る必要が あ

るが、当面のJIS化 は必要 ない と考 え られ る。

一方
、標 準 メ ッセー ジについては、わが国では業界標 準化が一般的で あ り、 国際的に も

業 界標 準化 が一般 的で ある。UNSM(国 連標準 メ ッセー ジ)と い うのがあ るが、 これは、

EDIFACT(ISO9735)に 使用す る業界標 準 メ ッセージを設計す る際 のガイ ドライ ン的性

格 を持 つ ものであ る。 この ようなガイ ドライ ン的規格 もJIS規 格 にす るのか ど うかな どの

議論 が、今後必要 と考 え られ る。
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第lll部 請求支払EDIの 運用実験





第1章 背 景 及 び 目 的

1.1標 準化 と普及 が進 むEDl

(1)EDI標 準化 の始め

世界最初 のEDI標 準化が何 であるかを決め ることは難 しい。例 えば、昭和40年 代の鉄

鋼業界 の標準化(一 部 の帳票項 目及び磁気 テープフ ォーマ ッ トの標準 化)、 銀 行業 界 の

標 準化(全 銀為替交換 システ ムに関す る標準化)、 昭和50年 代 のチ ェー ンス トアの標 準

化(取 引先 オ ンライ ン:J手 順及 び標 準交換 フ ォーマ ッ ト)な どを思 い浮かべ る こ とが

で きるが、公式の標 準制定 である昭和58年 のANSIX12(米 国のEDI国 内標準)を 世界

最初 のEDI標 準制定 とす ることもできるであろ う。 どの視点 か ら眺め るか、また分析者

の立場 に よって意 見が分かれ ることになろ う。

いずれ に して も、計画 だけではない実行を伴 った最初 のEDI標 準化 は、昭和60年 以前

であ り、既 に10年 以上前 とい うことになる。

(2)最 近10年 めEDI標 準化

ここ10年 の間に、わが国のEDI標 準化 は急速に進 んだ。普及 の度合 いを無視すれ ば、

多 くの産業 分野でEDI標 準が構築 された。極めて画期 的な事実 であ る。その きっかけを

与えたのは、チ ェーンス トアを中心 とす る業界標準化 であ り、分野 を広げ加速 させた の

は、電子機器業界の標準化(EIAJ-EDIの 確立)で ある。特 に、後者 の業界標 準化が重

要 であ った。

昭和60年 か ら63年 にかけ て、わ が国では、業界VAN構 築 に必要 なグル ープ標 準化が

盛んに行 われ、標 準化の推進 に貢献す ると同時に技術 的行 き詰 ま りを明確化 して行 った。

グル ープ標準化 が進 んだ後 は、その グループ間の標 準化 へ と進む予定 であ ったが、それ

は技術 的に難 しい ことがは っき りした。 グループ標 準化 では、当面 の標準化を最 も効率

的に実現す る技術手法 が用 い られたが、グループ標 準化 では効率的 な手法 もグル ープ間

の標 準化 では非効率 的な手 法にな った。 グループ間の標 準化 では、 それ までの技術 手法

を全部変更す る必要性 が生 じ、 グル ープ間標準化は、行 き詰 まった。そ こで、チ ェー ン

ス トアを中心 とす る業 界標 準化 は例外 であ り、一般 的には、業界標準化 は実現困難 とさ

れた。

しか し、電子機器業界 は新技術 を導 入 して適用技術 を全面変 更 し、業界標準化を成 功

させた。 以来 、他 の業界 で も新技術導入 に よる業界標 準化 が一般化 し、現在に至 って い
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る。わが国の特徴 である業界標準化 の一般的 スタイルを定着 させ ることにな った。

電子機器業界標準化 のポイ ン トは新技術 の導入 と業界標 準化の指 向で ある。新技術 の

導入に成功 したのは、ハ ー ドウェア技術 の進歩 と うま く符合 した ことと従 来技術 への こ

だわ りを捨て た ことが主な理 由である。 また、国 内標準化ではな く業 界標 準化(実 際は

電子部 品取引 のEDI標 準化)と い う程 々の 目標を立てた ことが、成功 につなが った。

(3)業 務面 の標準化 と技術面 の標 準化

標 準化には、業務面 と技術面 の2種 類が あ り、実 現可能 な標 準化を指 向す るな らぽ、

この両面か らアプ ローチ しなければな らない。今で こそ、 この考 えかたは一般 的であ り、

最近 、ISO14662と して国際標 準化 され た標 準電子取 引参照 モデルで もと りいれ られ て

いるが、欧米 では普通ではなか った ようで ある。例えば、ANSIX12(以 下、X12)や

UN/EDIFACTは 、技術 的標 準化 のみを実 施 してい る。

シンタックスル ールは当然技術的 ツール であるが、標準 メ ッセージも技術的に取 り扱

うことで標準化 している。X12やUN/EDIFACTで は、様 々な企業 や業 界 で必要 とす

る要素(デ ータ項 目)を 機械的 に集合 させ て、業界を越 えて共通な汎用 メヅセージとし

て規定 している。集合段階 での業務面 のアブ.ローチは特 に行わ ない。集合段階では、既

に存在 しているデータ項 目と重複 しているか いないかだけが、検討対象 になって いる。

したが って、気 ま ぐれ に提案 されたデータ項 目も登録 され て しま うとい う問題が ある。

この汎用 メ ヅセー ジが実 際の業務 に使 え るか ど うか は、実際 に使 って見 なけれ ば分か

らない。そ こで、X12で は業界 団体 が、 これを補 う業務面 の標準化活動 を盛 んに行 って

いる。有名な のは、AIAG(自 動車業界)、EIDX(電 子機器業 界)、 繊 維業界な どで、繊

維業界 のQRシ ステム用EDIの 規格で あるVICS(X12ベ ース)は 、わが国の繊維業界 の

お手本に もな ってい る。 これ らの業 界団体 に よる業務面 の標 準化活 動が あって始 めて、

X12やUN/EDIFACTの 普及 が進んだのは明 らかであ る。

現在 のところ、業 務面の アプ ローチを全業界で統一 的に行 うのは難 しいので、X12や

UN/EDIFACTな どの新技術 をベースに、業 界 レベルの標準化 を 目標 に す るの が常識

的にな っている。わ が国で昭和60年 初期 に業 界標準化 が困難 とされたのは、技術 的行 き

詰 ま りが原 因であ り、その後新 技術(主 に、CII標 準)を ベースに した業界標準化が一般

化 したの も、 同様 の理 由に よる。

尚、業界団体ではEDI標 準化だ けを実施 しているのでは な く、業界 の発展 に寄与す る

あらゆ る標準化 を手掛け ている。

一38一



(4)業 務面 か らのアプ ローチの実 際

実際 に普及す る標準化 を実行 しよ うとす るな らば、業務面 か らの アプ ローチは必要不

可欠 である。わが国 で実施 され普及 したEDI標 準化 では、例外 な く、業務 ・技術 の両面

か らアプ ローチが行われ てお り、逆 に技術的イ ンパ ク トだけ で実 施 しよ うとした標 準化

は失敗 してい る。

しか し、業 務面の アプ ローチは難 しい。業務面 の 目標作 成だ けで、短 くて も1年 間は

かか る。それで も、特定業界の枠 内(業 界標準化)で 検討 す るので、 ど うにか結論 を出

す ことがで きる。 も し全業界 とい う枠組 みであった ら、結 論が 出る可能性 は殆 どない。

段 階的に標準化 を実 施 しなが ら10年 以上活動 している団体 もあ る。 これ ほ ど標 準化 に

長期 間を要す るのは、業務面 の アブ.ローチが難 しいか らであ る。

(5)業 務面 の検討項 目

業務面 のアプ ローチ とは、多様 な業務処理の中か ら類似性 を抽 出 し、 ここに業界統 一

的 なEDIを 巧 みに組 み込 む ことに よって、業務上の効果 の大 きい コンセ プ トを構築 す る

ことを言 う。EDIを 構 築す るのに も費用がかか るので、業 務上 の効果 は、それ を補 って

余 りある ようにな らなければな らない。 この コンセプ トが構築 され て始 めて、技術面 の

標 準化作業、すなわ ち標準 メ ッセージの設計 が可能にな る。

この コンセ プ ト検 討を、全業界 レベルで実行 しよ うとすれ ば、検討 以前 の検討会 の構

成す ら非 現実 的にな る。発達 した産業社会 には、驚 くほ ど多数 の業務分野 があ り、主要

企業 の検討委員 が全員参 加す るとすれば、検討会の構成 はお よそ非現実 的になる。 ワー

キ ンググルーフ.を体 育館で開催 す るわけにはいかない。検討 会 の構成が可能 になっても、

あま りに多様 な業務形態 を 目の前に して、類似性一つ の発見 も困難にな る ことであろ う。

ど うして も対象 を絞 り込 む必要 があ る。そ の絞 り込 みの一般 形が業界単位 とい うこと

になる。欧米 でも一般 的であ り、決 して、わが国独 自のス タイルではない。

(6)業 界 ごとのアプ ローチ

少 な くともこの10年 間、業界 ご とのアプ ローチは大 きな成果 を挙 げて きた。EIAJ標

準化以後に、少 な くとも10を 越 える業界 で、EDI標 準 が策定 され、実運用 が始 ま った。

勿論、普及度 合いが少 ない業界 もあるが、毎年毎年着 実に、導入社数 は増加 してい る。

EDI標 準策定 にあた って、技術面だけでな く業務面での分析 も確実 に成 されていたか ら

であ る。最近 の業界標 準化では、そ の多 くがCII標 準 ベースで あるとい うのは、時 間的

な偶然 に過 ぎない。昭和60年 代初期 のグル ープ標準化 の多 くが、チ ェー ンス トア協会 の
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標準がベースにな っていたの と大差 ない。

UN/EDIFACTは 、技術 的標 準化に特化 していたため、普及に弾 みがつ か な か った

とい う事実 を直視す る必要 があ る。UN/EDIFACTで 業務面 の アブ.ローチ が取 り入 れ

られ る よ うに な った の は、 最近 で あ る。現 在 、 国連ECE-CEFACT(以 前 のUN/

ECE-WP4)に は、次期重要 プ ロジ ェク トとして、オブ ジェク トベースのニ ューEDIが

ある。オブ ジェク トベースの ニ ューEDIと は、EDI標 準化を、主 として、実業務か らア

ブ◆ローチす るとい う意 味に解釈 して も、間違 いではない。

(7)限 界

業界 ごとの アプ ローチに も限界が ある。業界を越 えたEDIに は対応で きない とい う問

題である。ただ し、 この認識 は正 しくない。業 界を越 えて も2業 界間であれば、その当

事者業界が集 まって、新 しい業界 を結成すれ ば よい。 しか し、関係業界が3、4、5業 界

とい うように増加 して くる と、状況は 困難にな って くる。業界 ごとのアプ ローチ の限界

とは、関係業界が多数に な った場合 であ り、そ の典型 は、物流そ して金流(決 済)で あ

る。 この ような場を業際 と呼んでいる。

残念なが ら、従来 の業界 ごとの アプ ローチでは、 これ らの業 際の標準化 は難 しい。

(8)物 理的問題

業界標 準化 では、通 常、図1-1の 組織形態を とる。各企業 の代表 が一 同に会 して検討

を行 う。業 界は通 常2業 種(1業 種 の時 もあ る)で 構成 され るので、各業種 とも10人 程

度の代表が 出席す る。

図1-1一 般 的な業界標 準化検討 グル ープの組織形態
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これが業際 の検討 にな ると、図1-2の よ うな組織形 態にな る。各企業 の代表 が業種 ご

との検討会 を構成 し、 この検討会 の代表が一 同に会 して業際 レベルの検討 を行 う。業 際

の検討会 では、関係す る業種 が多いので、各業種 とも代表1人 に絞 る必要 が出て くるか

らであ る。 この部 分が、業 際検討 が業界検討 と決定 的に異 な る。 階層 が一 つ深 くな るだ

けの違 いであ るが、た った一つ の階層 が結論を 出せな くな る大 きな原 因 とな る。

現在 、 この問題 に対す る根本 的解決方法は存在 しない。 た った一つ の階層 に よる弊害

を少 な くす る努力 を続 け ることが、唯一 の解決方法 である。

図1-2業 際標準化検討時の組織形態

1.2EDlの 質的拡大

(1)業 際 のEDI必 要性

EDIは 最初に、受発注処理 の合理化 ツール と して使用 され 、現在 で も、殆 どのEDIは

受発注処理に適用 され ている。取 引の最初の段 階は受発注処理 なので、最初 に この部分

へEDIを 適用す る ことは 自然 であ り、合理的であ った。加 えて、受発注処 理は買手(の

業種)と 売手(の 業種)の2者 間の業務処理なので、標準化 の対象 として も大変好都合

で あった。実際に これ まで実施 された主なEDI業 界標準化 は、 この分野で あ った。

平成 の時代にな り、多 くの業界 で受発注の標 準化 に 目処がつ いて くる と、次 の納 品の

段階 の標準化 が指 向 され る ようにな って きた。丁度 この頃、受発 注EDIに よる多頻度発

注な ども影響 し、多頻度物流が発生 し大 きな社会 問題に なってお り、 この面か らも納 品

の段 階の合理化 が求め られ、物流EDIの 導入が有効 とされ る ようになって きた。
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納 品段階 のEDIあ るいは物流EDIは 、従 来の受発注EDIに 比べ て関係者(関 係業種)

が増加 して くる。通常、倉庫業 と輸送業が新 たに加わ るので4業 種間 のEDIに なる。 こ

れは、業際EDIで ある。

これ と同様 に、取 引の最終段階 には決済が あ り、 これ も業際EDIで ある。そ こで、業

際EDIを2種 類に分け、納品段階 のEDIを 物流業 際EDIそ して決済段階 のEDIを 金融業

際EDIと 呼ぶ ことにす る。

この2種 類のEDIは 、受発注処理 のEDI(商 流 のEDIと も言 う)の 延長上 で、必ず必

要 になって くるEDIで あ る。

(2)業 際EDIの 特徴

業際EDIに はい くつかの特徴 がある。

① 関係業種(業 界)

前述 した ように関係業界 が多 い。物流業際EDIを 受発注側見 ると、倉庫業 と輸送業

が追加にな る。倉庫業 ・輸送業 の方か ら見 る と、特定 の保管 サー ビス ・輸送 サ ー ビス

では、2業 種 しか増加 しないが、一般 的な保管 サー ビス ・輸送 サー ビスは、産業界 の

すべ ての業種(業 界)が 対象で あ り、関係者 は産業 界のす べてであ る。 この特徴 が物

流業 際EDIの 検討を難 しくしている。

尚、金融業際EDIで も、全 く同一 の ことが言 える。

②EDI導 入企業数

業際EDIは 、既に受発注 のEDIな どを導 入 してい る企 業が、業務処理 システ ムの機

能拡大の位置 づけで、導 入す ることが多 い。 したが って、業際EDIの 導入が増加 して

も、EDI導 入企業数 は、それ ほ ど増加 しない。

業 際EDIの 普及 はEDIの 質 的拡 大であ り、EDI導 入企業 数(量 的拡大)で は ない。

それだけに地味 であ り、EDI普 及面では評価 されない ことが多い。EDI導 入企業 数を

尺度 としたEDI普 及度合 いの評価 は、考 え直す時期 にきている。

③ 代議員方式 の検討

これ も前述 した よ うに、検 討会参 加者数 に関わ る物理 的問題 を解決す るた め、代議

員方式 の検討会 が実 施 され る。

代議員は、通 常、業種 の代表か業界の代表 であ る。業 種 ・業界 の代表 が存在す るた

めには、少 な くとも代表 を選 出可能 な業種 ・業界組織 が存在 しなければな らない。 こ

の面 か らも、業際 の検討 は、業種 ・業界 の検討組織が充実 していて、始め て可能にな
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る。

当 プ ロジ ェク トは、平成4年 か ら業際EDIの 検討を進 めて きたが、そ の頃までに業

種 ・業界 の検討組織 が充実 して きた ので 、可 能 にな った。 も し10年 以 上前 に業際

EDIの 検討を始めた ら、検討組 織 の設立 で挫折 した ことで あろ う。

(3)当 フ.ロジ ェク トの取組 み

当プ ロジ ェク トは、EDIシ ステ ム高度化技術 の確立 を 目的 としてい るが、具体的な適

用分野 としては、EDIの 質 的拡大 に寄与す る業 際EDIを 選択 した。

業際EDI構 築手法 が未確 立であ る一方 、新技術 の導入 が可 能 に な って いた か らであ

る。 ここでい う新技 術 とは、CII標 準やUN/EDIFACT等 の、今では普通 にな った新技

術 である。

このフ.ロジェク トでは、技術 的問題解決 の決め手 と してCII標 準を用 いて きた。その

理 由は以下 に よる。

① ここで取 り扱 うEDIは 、国 内取 引を対象 に してい ること。

② このプ ロジ ェク トで運用実験 を予定 して いた業界の標 準がCII標 準ベ ースであっ

た こと。

③CII標 準のベ ースにな って いるCIIシ ンタ ックスル ール の方が、技術的有利点が

多 い こと。

ここで、③ の内容 を も う少 し詳細 にす る と、表1-1に な る。CIIシ ンタ ックスルール

とEDIFACTと の、 シンタ ックスルール の基本的な技術 的違 いは、4点(数 え方 に よっ

ては3点)し かな い。

も し業 際EDIに 用 いる主要機器が テ レックスであ った ら、迷わずEDIFACTシ ンタ ッ

クスル ールを選択す ることになる。 しか し、当 プ ロジ ェ ク トの主 要 機器 は、 か な りパ

ワーのある コンピュー タであ ったので、 よ り有利 なCIIシ ン タ ックスル ール を採 用 し

た。漢字が使用 で きるとい う点で も好都合で あった。

CII標 準採用 理 由を ま とめ ると次 の ようにな る。対象が国 内取 引 であった ので、CII標

準 でもUN/EDIFACTで もどち らで も採用可能で あった。 そ こで、純技 術 比較 を実 施

したが、そ の結果 とフ.ロジ ェク トで運 用実験を予定 していた業 界 の標準 の種類が、CII

標準 とい うことで一 致 した ので、それを採用 した のである。
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表1-1CII標 準 とUN/EDIFACTの 違 い

比 較 項 目 CII標 準 UN/EDIFACT 備 考

全 業 界 共 通 の シンタックスルール UN/EDIFACTのUNSMは 、

標準化の枠組み 十 同 左 業界毎の標準メッセージ作

業界毎の標準メッセージ 成 の た め の ガイドライン。

標準化推進組織 主に業界団体 同 左

UN/EDIFACTは 、 デ ー タ

エ レメ ン トをデータセ

グメ ン トヘ マ ッピング

メッセージの構 メ ッセージはデ一夕エ レ メ ッセー ジはデータセ グ しなければ、 メッセー

成 メントの集合体 メントの集合体 ジが作成できない。全
メッセー ジ共通のデー

タセグメン トなので、
これが難 しい。

メ ッセージの管

理(UN/EDIFACT 業界管理 同 左
はサ ブセ ッ ト) (主に業界団体の管理)

全 メッセージ共通の構成

メ ッセージ単位に規定 さ と して規定 されるデータ UN/EDIFACTは 、 全 メ ッ

デ一夕セグメン れ るデータエ レメン トの エ レメン トの集合で メッ セー ジ共通のデ一夕セ

トの構成と機能 集合で、デ一夕エ レメン セ ージ構成の単位、かっ グメン トなので、設計

ト繰返 しの単位 デ ータエ レメン ト繰返 し が難 しい。

の単位

デ一夕セ グメ ン 全業界で同一の構成,ユ

ト構成とタグの メ ッセージ単位に規定, ニ ークな管理(タ グ)

管理 業界管理 全体管理

UN/EDIFACTは 、EDIユ十

のシステムと相性が悪い。

ジェネリック・データエレメントは、修

デ一夕エ レメ ン ス ペ シ フ ィ ッ ク ・デ ー タ ジ ェ ネ リ ッ ク ・デ ー タ エ 飾子に実際の値を設定
トの構成 エ レ メ ン ト レメ ン ト(複 合データエ しないと意 味 が 分 からない。 した

レ メ ン ト) がって、UN/EDIFACTの メヲセー

ジの規格書を見ても、その

意味は分からない。

デ 一 夕 エ レ メ ン

ト・タグの管理 全業界でユニー クな管理 同 左

データ長の表現 レングスタグ方式 デ リミター方式

デ ー タ コ ー ド 全体管理+業 界管理 同 左

適用通信システ
ム 特に制限無 し 同 左

EDIユ ー ザ ー 専用 トランスレーターを

と の インタフェース 使用 同 左
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1.3物 流分野での取組

平成4年 度か ら6年 度 までの3年 間、当プ ロジ ェク トは物流業 際EDIの 検討を行 った。

このプ ロジ ェク トは、納 品段 階へ の本格 的なEDI導 入を 目標 に した プ ロジ ェク トであ り、

具体的 には、新技術(CII標 準)を 用 いて、納 品段階のEDIに 使用 され る標 準 メ ッセージ

を試作 し運用実験を行 い、物流業際EDIの 実現可能性 を実証す ることで あった。

物流業界側か ら見 た場 合、その関係先 はすべて の業界 であるため、すべての関係先業 界

共 同で標 準 メ ッセー ジを開発す る必要 があるが、物理 的にはその よ うな作 業は難 しいため、

最初 に特殊解 として、電 子機器業界 と物流業界間 の標 準 メ ッセ ージを開発 し、運 用実験 を

行 って実証す ることに した。

この開発 では、従来 の書類 をその ままEDIに 置 き換 える検討か ら始 め、次 に、EDI独 特

の業務 プ ロセスの分析 を行い、その実現可能性な どを検討 した。 従 来 の書類 を そ の ま ま

EDIに 置 き換 えて も効果 がない ことや 、受領書の代わ りである受領 デー タを、直接 、受領

者(発 注者)か ら輸送 者へEDIで 送 ることがで きないか らで あ る(発 注者 と輸送 者 間 に

は、直接 の契約 がない。)。さらに、物 の輸送 と情報交換 を結 び付け る方 法の分析 も必要 に

な り、一通 りの分析 と実験を行 うのに、3年 間を要 した。 出荷 デ ータを受領者(発 注者)

へ送 る場合 、 ピ ッキ ング完了後 に出荷デ ータを作成 しEDIで 送 ると、受領者(発 注者)へ

荷物 の方 が先 に着 いて しま うとい う技術 的問題 も発生 した。

様 々な困難 はあ ったが、平成6年 度末 までに、電子機器業 界 と物 流業界間 の当面 の標 準

メ ッセー ジを開発 し、運用実験 を行 い、実現可能 であることを実証 した。そ の後、 この標

準 メ ッセー ジを一般 的な物流業際EDIに 適用 で きる ように拡 張す る検討が続け られ ること

にな り、平成7年 度 以後 の推進体制 について検討 が行われた。元 々、 当プ ロジ ェク トは物

流業 際EDIの 実現可能性 を、具体 的に実証す ることを 目的に設置 された場 であ り、物流業

際EDI用 の標 準 メ ッセ ージの開発を、恒久的に行 う場ではなか ったか らである。

新 しい推進体制 の検 討 は平成7年 度 に行われ、平成8年 度 に、「物流EDI推 進委員会」と

い う新 しい場 を、わが国 の主要な物 流関係業界 の参 加 と通 商産 業 省及 び運輸 省 の支援 に

よって設置 し、物流業 際EDIの ための標準 メッセージの開発 を引 き継 いだ。この時、「物流

業 際EDI」 とい う名称 を 「物流EDI」 に変 更 している。我が 国の物流EDI標 準 を開発す る

唯一 の組織 として、現在 も(平 成10年3月)、 物流EDI標 準 の開発 ・保守 が行われてい る。

この新体制 は、θ 日本 ロジステ ィクスシステム協会 と物流EDI推 進機構(㊥ 物流技術 セ ン

ター)の 事務局活動 に よって支え られてい る。
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1.4決 済段階のEDl

取引は、通常 、受発注 に始 ま り決済(代 金 の支払 い)で 終わ る。 このすべてをEDI化 す

れ ば、かな りの合理化 が可能 にな るか も知れ ないが、そ のため には、受発注か ら決済 まで

の一環 したEDI化 が必要にな る。既 に、受 発注か ら納 品までのEDI化 のベースを確立 した

ので、取 引の最終段 階で もっとも重要 な決 済処理 につ いての標準EDIが 確立 されれ ば、 目

的を達す ることがで きる。 こうして計 画 され たのが決済段 階 の標 準EDI開 発 で、 当 プ ロ

ジェク トは、請求支払EDIの 開発 とい う具体 的な 目標 を定めて、平成7年 か らアプ ローチ

を開始 した。

決済段階では、支払 い(口 座振込)に 関す る ファーム ・バ ンキ ング ・システム(以 下、

FBと 略す)が 普及 してい るが、FBがEDIか どうかについては定説がな く、物理的形態は

広 い意味でのEDI、 業務 的にはEDIで はない とす るのが一般的の ようである。FBは 、銀行

サー ビス業務の一 部 と して発展 したために、EDIの よ うに取 引当事者双方 の合意 に よる仕

組 み作 りはなか った とい う点 と、FBは それ 自身 で完結 して いて、そ の関連 業 務か ら独 立

している とい う点で、EDIで はない とす るのが妥 当か と考 え られ る。

そ こで、決済段階 については、新 たに取 引当事者双方 の合意 に よるEDIの 仕組 み作 りが

必要にな るが、決済処理 とい って も実 に多様で あるので、具体 的な 目標 を絞 る必要 があ る。

そ こで当プ ロジ ェク トで 目標 と した のが請求支払EDIの 構築 であ る。

FBは 、支払処 理に よく活用 されて お り、請求支払EDIとFBは 、業務処理全体の視 野で

は、大 きな接点を持 ってい ると言 え よ う。 しか しFBは 、決済 段階 の一つの業 務処 理 専用

に独立 したEDIと して存在 し、実 際 には、受発注や納品 ・物流 な どとの コンピュータシス

テム的接点が、あま りない。 同様 に、FB以 外に も、決済段 階には多数 の業務 処 理 が あ る

が、それぞれ独立 して システム化 されてい るのが現状 で、 しか も多数 の手作業 が残 って い

る。 これを改善す る ことが効率化 への道 であ る。

決済段階の業務処理 の システ ム化を促進 す るとともに、業務処理全体 が、 コンピュータ

システム ・レベルで連動す るよ うに しなければな らない。 なぜ な ら、 コンピュータシステ

ム ・レベルで連動 しない限 り、その連動は、手作業に頼 ることにな るか らで ある。例 えば、

財務管理 システ ムと口座振込 に関す るシステムが連動 していなけれ ば、両者をつな ぐ手作

業が残 って しまい、 あま り効率 化 しない。

請求支払EDIは 、これ らのEDI当 事者 内のシステム化に寄 与す るEDI当 事者間 のデ ータ

交換であ り、物品購入代金やサ ー ビス代価 の支払 とい う共通 の 目的に限定 した もので ある。
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しか し、 これを実現す るためには、新 しい アイデアに よるEDIの 確 立 と、多数 の関係者

に よる合意(標 準化)が 必要 で、国家 ベースのプ ロジ ェク トの創設が、期待 された。

本 プ ロジ ェク トは、 このニーズに応 えるために平成6年 度末 に請求 支払EDI委 員会を設

置 し、平成7年 度か ら本格 的な検討 を開始 した。

請求支払分野 のEDIが 確立すれ ば、発注か ら支払い までの一 貫 したEDIの 構築 も可能に

な り、早期 の具体化が期待 され てい る。平成7年 度 には、新 しい アイデ アに基づ く請 求支

払EDIの 基本 コンセプ トを構築 し、平成8年 度(昨 年度)か らは、そ の コンセプ トに基 づ

いた本格的運用実験を開始 し、今年度(平 成9年 度)も 運用実験 を続 行 した。
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第2章 検 討 経 過

2.1平 成7年 度 ・8年 度の検討内容

2.1.1請 求支払EDlの 必要性

請求支払EDIの 技術的実 現 手 法 の開 発 も重要 で あ るが 、決済 業 務 上 で の請 求 支払

EDIの 必要性 も重要 であ る。業 務処理上での必要性 がな けれ ば 、技 術 的 に実現 可 能 に

な って も、普及す る可能性が ないか らで ある。

決済段階 の主要 な業務上 の課題 は、確実 な売掛金 の回収で あるが、従来、 この局面に

おけ る問題 とい うのは、 あま り具体 的ではなか った。そ こで、本各的 な運用実験 開始 の

前の平成6年 度 に、請求支払業務 におけ る具体 的な課題や 問題 につ いて、業界調査 を実

施 した。その結果 は っき りした ことは、売掛金 と回収結果 とを突 き合 わせ るr消 込 み』

に大 きな手数 が掛 か ってい ることが明 らかにな った。

この状況の解 消に請 求支払EDIが 貢献 で きれば、請求支払EDI推 進 の大 きな原動 力に

なる。逆に、請求支払EDIはr消 込 み』に役立 つ コンセプ トでなけれ ばな らない。その

ため、取引に ともな う売掛金の 回収業務 と入金(口 座振込)管 理業務に関す るシステ ム

とを連動 させ効率化 させ るのが請求支払EDIで あ る、とい うアイデ アが出現 した。この

アイデアを発展 させ る ことで、請求か ら始 まって回収完 了 まで を カバ ーす る請 求支 払

EDIが 想定 された。 これは、決済EDIの 一つ の具現化 である。

2.1.2基 本 コンセプ トの構築(平 成7年 度)

請求支払EDIを 構築す るため に、最 初に基本的な仕掛けを開発 しなければな らなか っ

た。当プ ロジ ェク トの具体的な作業項 目は、請 求支払EDIの 構築に必要な標準 メ ッセー

ジを開発す ることで ある。 しか し、現行 の書類 に よる処 理をその ままEDIに 置 き換 えて

も、決済業務 の効率化 は期待 で きないので、標準 メ ッセージを開発す るために、EDI用

の新 しい業務処理 プ ロセスを開発す る必要 があ った。 そ の新 しい業務 処 理 プ ロセス の

ベース とな る基本 的仕組 み(基 本 コンセ プ ト)が 必要 であ った。

様 々な検討 の結果 、 「マ ッチ ングキー方式」 と呼ばれ ていた方法 を採 用 し、 具体 化 し

た。 この方法 は、以前か ら有 力な方法 と して、関係各方面 で検討 され ていた方法で、以

下 の ような利点が ある。

① 「マ ッチ ングキー」 とい うただ一つ のデ ータ項 目で、 目的を達す ることがで きる。
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② 既 にある産業 界のEDIやFB(フ ァー ム ・バ ンキ ング)に 組込む ことで、請 求 支

払EDIを 構築 で きる。

当プ ロジ ェク トでは、各種条 件を加味 して検討 した結果 、20桁(バ イ ト)の マ ッチ ン

グキ ーとして、新 しいキ ーデ ータ項 目である振込IDと 、そ の基本 的運用方法 を開発 し、

『請 求支払EDI基 本 コンセ ブ.ト』 と して、 まとめた。

この方法 では、従 来にない試 みを導入 している。 それは、EDI標 準の基本 ベ ースを、

既存 の体系 とした ことであ る。'

すなわ ち、産業界 に広 く普及 しているCII標 準をベース とす るとと もに 、FBの 部 分

は、金融界 のFB標 準をベースに した ことで ある。2種 類 の標準 をベ ースにす ることは、

産業 界のユーザ ーに とっては、 あま り歓迎すべ きことではな い。特 に 、FB標 準 が 固定

フ ォーマ ッ ト・ベ ースの標 準で あるとい う事情を考慮 すれば、 この際、可変 フ ォーマ ッ

ト ・ベースへ移行す べ きだ とい う理屈 も出て くる。

しか し、FB標 準 のベース変更 には長い時間 と費用 が必要 で、その よ うな前 提 を設 け

ると請求支払EDIの 実現 が遠 のいて しまう。今回は実現性 を再優先に考えて、2種 類 の

標 準をベースにす ることに した。

2.1.3基 本 コンセ プ トの現実へ のマ ッピング と第1次 運用実験(平 成8年 度)

平成7年 度 の基本 コンセプ トを実 際の業務処理 にマ ッピング し、それに基づいて請求

支払EDIに 参加 す る各個別企業 の内部 システ ムを構 築 し、 さらに、EDIシ ステムを構築

す れば、請求支払EDIが 実現す る。

しか し、 ここで大 きな問題 が発 生す る。基本 コンセ プ トを実際 の業務処 理にマ ヅピン

グ しよ うとす る と、 どの業 界にマ ッピングす るかに よって、様 々なバ リエ ーシ ョンが発

生 して しま うことであ る。取 引の最終段階で ある決済 とい うことだけに着 目すれば、決

済金額 の大小 はあるに して も、実 際に行 うことは全産業通 じて共通 の 「お金」 で移動で

あ り、同一 のマ ッピングに帰着す ると思 う方が常識 的であ るが、現実はそれほ ど単純で

はない。

この ことは 、平成7年 度の基本 コンセプ ト設計時に、電 子機器業 界、鉄鋼業界及 び流通業

界 でのマ ッピング方法検討 で明確 にな ったことであ り、最終 的に、全業界統一 請求支払

EDI業 務モデルでは な く、基本 コンセプ トしか示す ことがで きなか った理 由で もあ る。

そ こで、平成8年 度 の運用実験 は業界別のマ ッピング方法 を採用す ることにな り、電
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子機器業界で、第1次 のマ ッピングと運用実験 を行 った。

今後 とも当分の間は、業 界毎 に基本 コソセブをマ ッピ ング し、業 界 ご との請 求支 払

EDI業 務モデル と関連標準 メ ッセー ジを整備す る必要が ある。

尚、第1次 運用試験 で請 求支 払EDIの 業務上 の効果を推測す るこ とがで きたが、受発

注 が毎 日行われ るのに対 し、わ が国の多 くの決済 は、月 に1度 しか実行 され ない とい う

特殊事情が あ り、平成8年 度 の運用 実験 だけでは期間が短 く、十分 な検証がで きなか っ

表2-1平 成8年 度運用実験参加企業、組合わせ及び実施内容

仕向銀行 ・ 被仕向銀行 ・ 使用 した
発 注 者 受 注 者 仕向支店名 被仕向支店名 支払方法 ビジネスモデル

さくら銀行 さくら銀行
アルプス電気㈱ ・五反田支店 ・東京営業部 一括支払

ソニ ー ㈱ 月次買掛金方式
㈱東 芝 同 上 同 上 振 込

住友銀行 住友銀行
TDK㈱ ・東京営業部 ・日本橋支店 振込 ・期 日

日本電気㈱ 月次買掛金方式
住友銀行

㈱村田製作所 同 上 ・京都支店 手 形

さくら銀行 さくら銀行
アルプス電気㈱ ・本店 ・東京営業部 振込 ・期 日

三和銀行 京都銀行
京セラ㈱ ・本店 ・東京支店 振込 ・期 日

㈱日立製作所 三和銀行 月次買掛金方式
・室町支店 振込 ・期 日

あさひ銀行
TDK㈱ 同 上 ・日本橋支店 同 上

住友銀行
・日本橋支店 同 上

富士銀行 富士銀行
㈱村田製作所 ・本 店 ・京都支店 振 込

あさひ銀行 あさひ銀行
TDK㈱ ・本店 ・日本橋支店 振込 ・期 日

月次買掛金方式富士通㈱
川崎工場 第一勧業銀行 富士銀行

㈱村田製作所 ・本店 ・京都支店 振込 ・期 日

住友銀行 住友銀行
TDK㈱ ・城東支店 ・心斎橋支店 振 込 日々照合を反映し

た月次請求 ・月次松下電器産業㈱
モーター事業部 住友銀行 買掛金方式

㈱村田製作所 同 上 ・京都支店 振 込

東京三菱銀行 さくら銀行
三菱電機㈱ ・静岡支店 ・東京営業部 振 込

静岡製作所 アルプス電気㈱ 東京三菱銀行 月次買掛金方式
・本店 同 上 期日支払
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た。そ こで、 この運用実験 は、平成9年 度 も続行 され ることにな った。

2.2平 成9年 度の検討内容

今年度は、昨年度(平 成8年 度)か ら開始 した電子機器業界での請求支払EDI運 用実験

を続行するとともに、新たに物流業界での請求支払EDI運 用実験を実施す ることに した。

2.2.1電 子機器業界 の請求支払EDl運 用実験

これは、昨年度 の運 用実験 の延長 であるが、一部 の業 務 プ ロセ ス の改善 や 標 準 メ ッ

セージの若干 の変 更な どを行 って、実施 した。運用実験完 了後 、平成7年 度及び8年 度

の2年 間 に渡 る運用実験 について、総合評価を実施 した。そ の概要 は第3章 を参 照 され

たい。 また詳細につ いては、別途報告書、 「EDIに 関す る調査研究 開発 報告書 －ll電 子

機器業界 の請求支払EDI平 成10年3月 θ 日本電子機械工業会」 を参照 されたい。

2.2.2物 流業界の請求支払EDl運 用実験

基本 コンセ プ トの物流業界へ のマ ッピングを新たに行い、EDIシ ス テムを構 築 し運用

実験 を行 った。

基本 コンセ プ トの マ ヅピング対象は、荷主 と輸送者 間の運 賃その他 の支払業務 である。

物 流業界 には、本 プ ロジ ェク トの前身であ る業 際EDIプ ロジ ェク トの発展系 として確立

した物流EDI標 準(国 内向け)が あ り、 この中で既 に基本 コンセ プ トのマ ッピングが行

わ れていた。今 回は これをベースに改善 を図 り、業務 モデル と標 準 メ ッセージを整備 し、

EDIシ ステムを構築 し運用実験 を行 った。

その詳細 につ いては、別途報告書 、rEDIに 関す る調査 研究開発報 告書 －ll物 流業界

の請求支払EDI平 成10年3月 θ 日本 ロジステ ィクス シス テム協 会」 を参照 され たい。

2.2.3流 通業界の請求支払EDIの 調査

流通業 界の請求支払 の現状及 びEDI化 に対 す る意識 な ど、将 来 の基 本 コンセ プ トの

マ ッピング検 討に必要 な基礎資料を得 るための調査を行 った。調査 内容及 び結果 につい

ては、別途報 告書 、rEDIに 関す る調査研究開発報告書 一 皿 一新段 階のEDI(2)一 平 成

10年3月 通商産業 省(㊥ 日本情 報処理 開発協会 産 業情報化推進 セ ンター)」 を参照 さ

れ たい。
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第3章 電子機器業界における請求支払EDI運 用実験

3.1目 的

企業 間取引におけ る情報交換 を行 うEDIは 、現在主に受発注 処理を中心 と して広 く普及

しつつ あるが、 これを納品お よび決済段階 まで適用 し、発注 か ら決済 までの一貫 したEDI

を構築す るこ とは、当業界の競争 力強化 のために も不可欠であ り、我が国 の産業界全体 か

らも広 く望 まれ ることで ある。

本調査研究開発は、請求支払業 務に関す る問題 点を明 らかにす る とともに、受注者 の売

掛金管理業務 の効率化を 目的 と した。全銀協 メ ヅセ ージの該 当情報 に も、EDI情 報 と して

ユーザが使用 で きる項 目が追 加 され るな ど、EDIの 環境 が整 いつつ あ り、昨年 の トライ ア

ル内容を継続 し、業務上実現可能か どうか の検証を行 う。

θ 日本電 子機械工業会EDIセ ンター内に ワーキ ンググル ープ(以 下WGと 略す)を 設け

て、事業全体 の運営 に関す る取 りま とめや具体 的な設計開発作業 な どを行 い、 関係業界 内

の協力企業 の場 を借 りて運用実験 を行 う。

3.2当WGの 取組み

3.2.1取 組方針

当WGで は、電子機器業 界 の中での取 引(図3-1の 太矢 印部分)に 限定 して検討 を行

う。

受注者 の請求に対 し発注者 が支払 うこ とで企業間 の請求支払処理 は完了す るが、受注

者の内部 では売掛金月締か ら売掛金 の消込 までの処理が行われ てい る。 当WGは 取引の

最終段 階である請求支払に関わ る情報 をEDI化 す ることに よ り、売掛金消込に至 る一連

完成品
メーカー

部

メ ー カ ー

図3-1当WGの 検討す る取 引 の範囲

一52一



の業務効率を 向上 させ る ことを最終 目的 とす る。

3.22当WGが 取 り組 むテー マ

売掛金 の月締 め終 了後 、発注者 か ら入手 した月間の買掛金 明細 と売掛金 明細 との照合

を行 った後 に回収予定 を作成 し、発注者か らの支払通知(支 払予定)と 確認 を行 い、請

求支払金額 を確定す る。(下 図①)

そ の後、発注者 か らの支払金額 と、確定 した請求支払金額(回 収予定)と の照合を経

て会計帳簿上 の売掛金残 高を消去す ることで処理は完 了す る。(下 図②)

平成9年 度 は、平成8年 度 の トライアル コンセプ トを継続 し、② につ いて トライアル

回数 を重ね る ことを主 目的 と した。

なお、下 図① におけ る買掛/売 掛照 合を中心 とした課題 につい ては、当報告書 の対象

外 とし、定例検討 を実施 す る。

発 注 者 EDI 受 注 者一
①

②

売 掛 金 月 締

買 掛/売 掛 照 合

疸1収 予 定 作 成

銀 行

① 定例検討型活動:日 々照合の検討
② トライアル型活動:決 済段階のEDIト ライアル

図3-2当WGが 取 り組む テーマ

3.3ト ライ アルの概要

当WGは 、平成7年 度 の予備実験 を皮切 りに平成8年 度 と本年 度 に運用実験 を実施 し、

電子機器業 界に おけ る請求支払EDIの 検討 を行 ってきた。 これ までの活 動を振 り返 り、本

一53一



年度の トライアルの概要 を以下 に記載す る。

3.3.1こ れ ま で の活 動

平成7年 度 と平成8年 度の活動の位置付けと主な取組内容を以下にまとめる。

表3-1こ れまでの活動の位置付けと主な取組 内容

活動年度 活 動 の 位 置 づ け 主 な 取 組 内 容

平成7年 度 請求支払いEDI実 現に向けて
の技術的課題を、予備実験によ

り抽出する。

①5社 で トライアル実施
発注者:ソ ニー ・松下
受注者:ア ルプス ・東芝 ・村田

②支払IDを 付与 したメッセージの活用
支払情報
銀行指図情報
入金情報

③買掛IDを 付与 したメッセージの活用
買掛明細情報
相殺内容通知情報

④支払方法は振込に限定
⑤CIIト ランスレーターの使用

平成8年 度 請求支払EDIが 技術的に実現
可能であるかを実証する。

①11社 で トライアル実施
発注者:ソ ニー ・松下 ・日立 ・三菱 ・

NEC・ 富士通

受注者:ア ルプス ・東芝 ・村田 ・TDK・

京セラ

②全銀協 ネ ッ トワー ク(FB)の 利用
(全銀協 メ ッセー ジに用意されたEDI情 報
のエ リアに支払IDを 付与)

③汎用性 のある支払IDの 検討
・全ての取引パ ター ン分類に対応可能

④各種支払方法への取組
・振込 、期 日支払、一括支払、手形支払

⑤各種支払方法に対応 した支払情報の設定

注)下 記資料も参照
平成7年 度:「 業際EDIパ イロット・モデルの調査研究開発書一(電 子機器業界の請求支

払EDI)平 成8年3月 社団法人日本電子機械工業会」
平成8年 度:「EDIに 関する調査研究開発報告書一 一新段階のEDI-(電 子機器業界の

請求支払EDD平 成9年3月 社団法人日本電子機械工業会」

3.3.2平 成9年 度 の トライ ア ル

平成8年 度は運用実験 としては回数が不足であったため、平成9年 度は実験回数を積

み重 ね る こ とを 主 目的 と した 。 本 年 度 の トラ イ アル コンセ プ ト、 トライ アル 内容 、 トラ

イアル の組 み合わせ等は平成8年 度 と同一 とす るこ とを基本 とし、債務確定型 の取 引パ

ター ン(Cお よびD)を ビジネ スモデル と して使用 し、債権確定型 の取 引パ ター ン(A・

B)とEに つ いては実験を実施 しなか った。又 、組 み合わせ間 で話 し合 いの上 、新たに検

証項 目を加 えることも認 め るこ ととした。
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(1)主 な トライアル内容

① 平成8年 度 の トライアル コンセ プ トを継続 し、運用 実験を行 う。

② 業務上実現可能 であ るかを検証 す る。

(2)ト ライアルの グル ープ編成

WG参 加企業11社 の トライ アル グル ーフ.編成 と利 用 した金 融 機 関 を、表3-2に 示

す。

表3-2請 求支払EDIト ライ アルの グル ープ編成

発注者 受注者 仕向銀行 被仕向銀行 支払方法 回数* 使用ビジネスモデル

ソ ニ ー㈱ アルプス電気㈱ さくら銀行 さくら銀行 一括支払 6回
・五反 田支店 ・東京営業部 月次買掛金方式一 ≡ ≡.'.← 一 一-一 一 一 ≡ 一 一 一 ● 一

㈱東 芝
… 同 一'…王 …'… 筒'"王

振込 6回

㈱村田制作所 一 一 振込 2回
(平成7年 度のみ)

TDK㈱ 住友銀行 住友銀行 振 込 ・ 4回

日本電気㈱ ・東京営業部 ・日本橋支店 期日支払 月次買掛金方式▼--一 一 ー 一 ≡ ≡ ≡.一 ー 一 一"・'

㈱村田制作所
一'一 一 ー ー ー 一 一 ≡ ≡ ≡ 一 ー ー 一 一

同 上
■ 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 ㊨ 一,一 ←"

住友銀行
'一 一 ー 一 一 ≡ 一 一 ≡ 一 ≡

手形
一 一 一 ≡ 一 一 ー-・ ←

4回
・京都支店

アルプス電気㈱ さくら銀行 さくら銀行 振 込 ・ 4回

㈱ ・本 店 ・東京営業部 期日支払 月次買掛金方式
日立製作所

一 一=一 合 一'・.-一,一 一 一 ≡ 一 一 一

京セラ㈱
≡ 一 一 一 ≡ ≡ ≡ 一,一 ≡ ≡ ≡ 一 ≡ 一 一

三和銀行
.一 ー 一 ≡ 一 テ ー ー 一 一-一,一 ー 一

京都銀行
一 ・ ・ ← 一 ≡ ‥ 一 合 ー 一 一

振込
.≡ ≡ 一 一 ≡ ≡ ≡ 一 一

4回

≡ 合A-一 層 一 ● 一 一 ≡ 一 一 －A● ■ ■ ←

・本 店
-一 ● 一 一 ー 一 一 ● 一 ー ー ー ー ー 一 一

・東京支店
,一,,一 一,一 一 一 　 一 一 一'一 一 一 一 ー 一 ≡ 一 一 ≡ ≡ 一 ー 一 F-一 手 一,一 → ←'

TDK㈱ 同 上 三和銀行 振込 4回
・室町支店

あさひ銀行 同上
・日本橋支店

住友銀行 同上
・日本橋支店"禰 村葺摘 花所' '富士 銀行… … ■.一 ・ 一 ー 一 ● ●.一 ・ ・ 一 一 ー 一

富士銀行
≡ 一 一 ≡ 一 ≡ 一 一 ≡ 一 一 ≡

振込
.一'一 ≡ ≡ 一 一 ー 一

4回
・本 店 ・京都支店

TDK㈱ あさひ銀行 あさひ銀行 振 込 ・

富士通㈱
川崎工場

≡ 一 ー 一 ・-一 一 ≡ 一 ー ー 一'一 ー ー ー 一

㈱村田制作所

・本 店
一 ≡ ≡ 一 ー 一 ≡,一 一'-w.・ 一 ●

第一勧業銀行

・日本橋支店
一 ー-.一',← ← 一 一'一.'← 一

富士銀行
期日支払'一 一 ー ー 一 ≡ 一 ー 一 ≡ 一

振込 ・

4回 月次買掛金方式

・本 店 ・京都支店 期日支払
TDK㈱ 住友銀行 住友銀行 振込 4回 日々照合を反映

松下電器産
一 一 ≡ ≡ 一 一 ・ 一 一 ー ー 一 一 ≡ ≡ ≡ ≡ 一 一

・城東支店
一 ー 一'一 一.● ◆ ・ ・ ●"●--

・心斎橋支店
、'← ・ 一.'一 一 ー 一,一 ≡ 一 ー 一

した月次請求 ・

業㈱ ㈱村田制作所 同 上 住友銀行 振込 6回 月次買掛金方式
モータ社 ・京都支店

三菱電機㈱ アルプス電気㈱ 東京三菱銀行 さくら銀行 振込 ・ 4回

静岡製作所 ・静岡支店 ・東京営業部 期日支払 月次買掛金方式
・本 店

注1)回 数*は 平成7年 度 ・平成8年 度 ・平成9年 度の合計 トライアル回数 を表示。
2)仕 向銀行 ・仕向支 店名 と被仕 向銀行 ・被仕向支店名 は、平成8年 度 ・平成9年 度の

トライアルの内容 を併せて掲載 している。

3.4ト ライアル実施後の課題

3.4.1課 題の 内容

トライ アル実施に よ り明確 にな った課題 の内容を記載す る。

一55一



(1)支 払情報伝送タイ ミングの検討

従来の支払情報では、支払総額の個々の手形振出内容に関す る情報(手 形振 出日

等)を 同時に作成することを想定 していた。 しか し、実際には振出会社の リスクを軽

減するため振出 日直前に手形は作成 され、支払総額の情報を伝達できる時期 と手形振

出内容に関する情報を伝達できる時期 とに日数差がある。手形での回収がある場合で

も、支払総額の情報の入手が遅れることのないよう、支払情報の検討が必要である。

(2)月 次買掛金方式以外の検討

月次買掛金方式以外の方式(月 次請求書方式、都度請求、支払方式等)に 対応でき

る標準メッセージの検討が必要である。

(3)複 雑な支払方式の検討

同一取引先でも購入形態に より支払い条件が異な り、同一月度の検収で複数の支払

月度の支払いが発生する。また、特別払い(定 形外支払)な ど、複数の検収月度の物

件を同一 日で支払 う場合もある。現在の支払情報を利用す る場合の振込のルールでは、

支払単位を分割する必要があ り振込手数料が増大 して しまう。複雑な支払方式に対応

す ることを検討する必要がある。

(4)発 注(購 買)部 門 ・受注(営 業)部 門の明確化

支払が会社一括で行われ る場合、支払情報は1件 しか作成されず発注会社一本の支

払額 とな り発注部門毎の支払金額が入手できない。受注者が債権管理を分割 して行っ

ている場合にも、支払情報単独では受注部門毎に回収予定情報を作成できず、買掛明

細情報及び相殺内容通知情報 も使用 して作成 しなければならない。

このように発注者から発注部門別の支払い額を紙ベースで入手して、受注者の受注

部門単位に配布 し入金確認を行っているような場合の対応を検討する必要がある。

(5)数 値桁不足の対応

メッセージレイアウト上、数値項 目が10桁 であるが、検収額が100億 を越える物件

が存在する。桁落ちが発生 しないよう対応が必要である。

(6)支 払情報の消費税額の必要性

支払額における消費税は意味がないのではないか。

(7)相 殺の考え方

相殺の取扱いが支払内容区分になっているが、支払方法に含めるべきではないか。

(8)そ の他相殺項 目の明確化
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銀行 振込手数料 ・VAN使 用料等 の小 口相殺デ ータの支払情報へ の反 映 とル ール の

明確化 が必要 である。

(9)有 償 支給等 の相殺 ルールの明確化

有償 支給等 の相殺 を、買掛計上月に行 う企業 と、支払段 階で行 う企業 とが あ り、処

理方法に よって相殺 時期が異 なる。支払情報の メ ッセ ージ上で ど う表 現す るか検討 し

てお く必要 がある。

⑩ 振込 先 口座 の変 更への対応

延現金(期 日支払)の 場 合の振込先 口座 の変 更が あ り得 る。受注企業 側 の振込先 口

座が途 中 で変更 され た場 合、す でに支払情報で通知 した振込先が変 わ る。 この対応 を

検討す る必要 があ る。

(1D普 及につ いて

トライ アル におけ る支払情報 には複数の支払 方 法 を含 ん でい るた め 内容 が複 雑 と

な ってい る。今後 、多 くの企業へ普及 してい くために支払方法別 の ガイ ドライ ンを示

すマ ニ ュアル等 を作成 してい く必要が ある。

3.5ト ライアル実施後の課題 への対応

前章の課 題に対す る改善策 と改善後 の ビジネス フロー及び メ ッセ ージを以下 に記載す る。

3.5.1支 払lDに ついて

前項3.4で 述 べた、「課題(3)複i雑な支払 い方式 の検討」へ の対応を図 るため、支払IDの

運用について見直 しを行 い、従来 の考 え方であ る下記(1)及 び(2)の他に新 たに(3)を追加 し

た。

(1)支 払 いIDの 基本 パ ターン

以下 の体系で運用 を行 うことを基本 とす る。支払IDは 、発注者主体で支払額を確定

す る方式(債 務確定型:取 引パ ター ンC・D・E)と 受注者 主体で支払額 を確定す る方

式(債 権 確定型:取 引パ ター ンA・B)で は付与体系 が異 な る。 「取 引パ ター ン」 につ

いては 「平成8年 度:EDIに 関す る調査研究開発報告書 一1一 新 段階のEDI-(電 子

機器業 界の請求支払EDI)平 成9年3月 社 団法人 日本電子機 械工業会」 を参照。
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桁数 123456 789101112 13141516 1718 19 20

設定
内容

統一企業 コー ド上6桁 支払元 コー ド 計上月度 日付 α β

注1)α:連 番(1～9),β:予 備

注2)統 一企業 コー ドとは、標準企業 コー ドのEIAJで の呼び名

図3-3支 払ID

表3-3支 払ID付 与体系

項 目 桁数
債務確定型:取 引パターンC・D・E

(発注者 が支払IDを 付与)

債権確定型:取 引パターンA・B
(受 注者が支払IDを 付与)

Aパ ター ン Bパ タ ー ン

統一企業 コ
ー ド上6桁 9(6)

発注者の法人格を表す
(EIAJの 企業コー ド上6桁)

発注者の法人格を表す
(EIAJの 企業コー ド上6桁)

支払元
コー ド 9(6) 発注者の支払組織単位を表す 発注者の支払組織単位を表す

計上月度 YYMM
発注者が債務(買 掛金)
を計上 した年月

受注者が債権(受 掛金)
を計上 した年月

日 付 DD 空 白 売上計上目 空 白

連 番 9(6) 空 白
同一売上日内での
売上データ連番 空 白

予 備 X(1) 空 白 空 白

(2)本 社一括支払 に使用す る支払ID

本社一括支払す る場合 で、・買掛金 明細 書が工場又 は事業 部別 等に発 行 され るよ うな

ケースでは、支払IDの 支払元 コー ド(6桁)は 本社を表す コー ドを使用す る。

(3)支 払IDの 応用パ ターン

支払IDの 基本パ ター ンで は計上 月度 を明記す る方式 であるがs支 払方 法 に よって

は必ず しも計上月が入れ られ るとは限 らない。そ こで、計 上月度が入れ られない よう

なケースでは、受 発者間の合意に よ り、計上月度以降 の項 目は任意 に取決 めできるも

の とす る。

3.5.2支 払情報

前項3.4で 述べた 「課題(1)支 払情報伝送 タイ ミングの検討」、「課題(2)月 次 買掛金方式

の検討」 及び 「課題(3)複 雑 な支払方式 の検討」の3つ の課題 の解決 のために、従来1種
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類 で あった支払情報 を4種 類に分割 して再定 義 した。

表3-4修 正 ・新規作成 した支払情報 メ ッセージ

メ ッ セ ー ジ 新規/修 正 情報区分 コー ド

支払情報(検 収支払情報) 修 正 1106

支払情報(請 求書支払情報) 新 規 1107

支払情報(合 計支払情報) 新 規 1108

支払情報(手 形 ・小切手明細情報) 新 規 1109

以下 に、4種 類 の支払情報 の使用方法 を ビジネスモデル毎 に説 明す る。

(1)月 次 買掛金方式(基 本 パ ター ン)

月次 買掛金方式 では、発注者 は、買掛 明細情報 を作成 し、支払金額 ・金程等が確定

⑧
買掛 明細情 報(1101)

X工場¥200

↓

検 収 支 払 情 報(1106)

*)発 注元部門別,計 上 月産別に作 成

振込 手形
X工 場¥200¥50¥150

↓

合計支払情報(1108)
*)支 払元 部門別 に作 成

振 込 手 形
合計¥50¥150

↓

＼

振 込.金 融EDl

総合振込情 報

支払lD
振込¥50

手 形 ・小 切 手 明 細 情 報(1109)

手形Noイ ×100

手形Noロ¥50

(情報の流れは、発注者から受注者。)

図3-4月 次買掛 金方式 の支払情報 フ ロ一
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した後 、検 収支払情報 と合計支払情報 を作成す る。 さらに、手形 ・小切手 が発行 され

るタイ ミングで手形 ・小切手 明細情報 を作成す る。

(2)月 次請 求書方式(基 本パ ター ン)

月次請求書方式 も、月次買掛金方式 と同様 の流 れになる。支払金額 ・金程等 が確定

した ら請 求書 か ら請求書支払情報 と合計支払情報 を作成す る。 さらに、手形 ・小切手

が発行 され るタイ ミングで手形 ・小切手 明細情報 を作成す る。

表3-5請 求書支払情報に追加 した項 目

新規/修 正

請求年月日 新 規

請求書発行番号 新 規

＼

⑧ 請 求 書

請求No

(検収 確認 額/支 払 日)

X工 場 請 求No.1¥200

↓
請 求書 支 払情報(1107)

*)請 求N◎単位に作成

手形
¥50¥150

↓

合計支 払 情報(1108)
*)支 払元部門別に作成

振込 手形
合計¥50¥150

手 形 ・小 切 手 明 細 情 報(1109)

手 形Noイ¥100

手 形Noロ¥50

↓

総 合振込 情 報振 込
:金融EDI支 払ID

振込¥50

(情報の流れは、請求書支払情報以降、発注者から受注者。)

図3-5請 求方式 の支払情報 フ ロー
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(3)本 社一括支払/月 次買掛金方式+月 次請求書方式(応 用パターン)

月次買掛金方式 と月次請求書方式を併用する場合を含めて、本社一括支払の場合の

対応方法について記述する。

本社一括支払で買掛明細情報が工場/事 業部単位等に作成されるような場合では、

買掛明細情報から検収支払情報を工場/事 業部単位別に作成 し、その合計を示す合計

支払情報を作成する。

また、本社一括支払で月次買掛金方式 と月次請求書方式を併用する場合は、買掛明

細情報から検収支払情報を作成 し、そ して請求書か ら請求書支払情報を作成する。さ

らにそれらの合計を示す合計支払情報を作成する。その後、手形 ・小切手が発行され

るタイ ミングで手形 ・小切手明細情報を作成する。

⑭
買掛 明細情 報(1101)

X工場¥100

↓
検 収支 払情 報(1106)

*)発注元部門別・計観 痩男鞍 成

X工 場¥100×70¥30

＼

⑭
請求書

請求No
収確認額/支 払日)

請 求書支払 情報(1107)
*)請 求No単 位に作成

振込 手形
請求Nol¥100¥100

/

合計 支払情 報(1108)
*)支 払元部門別に作成

振込 手形合計
¥370×230

↓

総合振 込情 報

支払ID

振込¥370

手形

＼
手 形 ・小切 手明細 情報(1109)振込

:金 融EDI手 形N。イ¥200

手形Noロ¥30

注)支 払 総額 が決定 してから金種が決まる企業の場合は、検収支払 情報に金程 ・支払 金額 等は入

れないで合計 明細情報 で金種 ・支払 金額を入れる。

(情報の流れは発注者か ら受注者,請 求書のみ受注者か ら発注者)

図3-6月 次買掛金方式 と月次請求書方式 とを併用 した本社一 括支払 の支払情報 フロー

一61一



3.5.3そ の他の対策

前項以外の課題 の解決策 については以下 に記載す る。

(1)「 課題(4)発 注(購 買)部 門 ・受注(営 業)部 門 の明確化」 の解決 策

発注者 と受注者 の間で協議 の上、買掛 明細情報 の発注者 コー ド(下6桁)、 受注 者 コ

ー ド(下6桁) 、発注者部門 コー ドの活用 を図 る。

(2)「 課題(5)数値桁不足 の対応」 の解決策

以下 の項 目の数値桁数 を10桁 か ら12桁 へ変 更す る。

・項 目No .00905.支 払 内容別 金額

・項 目No .00908.支 払方法別 支払金額

・項 目No.00964.支 払方法別支払 明細金額

(3)「 課題(6)支 払情報 の消費税額 の必要性」 の解決策

支払時、消費税 は必要ないため、 以下 の項 目を削除す る。

・項 目No .00060.消 費税額

・項 目No.00061.合 計額

・項 目No .00963.明 細 消費税額

・項 目No .00965.明 細合計金額

(4)「 課題(7)相 殺 の考 え方」 の解決策

相殺は支払方 法であ り、支 払 内容区分(項 目No.00904)か ら支払 方 法(項 目No.

00906)へ 変更す る。支払 内容 区分(項 目No.00904)か ら以下 の項 目を削除す る。

・3… 有償支給相殺

・4… 売掛金相殺

・5… その他控 除額

支払方法(項 目No.00906)に 以下 の項 目を追 加す る。

・9… 有償 支給相殺

・10… 売掛 金相殺

・11… その他控除額

*最 大長1桁 か ら2桁 に変 更

(5)「 課題(8)そ の他 相殺項 目の明確化」 の解決策

振込手数料 は通 常の相殺 とは解釈が違 うため新規 に項 目を設 定 す る。VAN使 用 料

・納品書等 のその他小 口相殺 は、「項 目No.00906支 払方法 一11そ の他控除額」に含 め

一62一



る。

(6)「 課題(9)有 償支給 等 の相殺ル ール の明確化」 の解決策

計 上月相殺 か支払 月相殺か の区別は、発注者 と受注者 の間 で取 り決 め られ るもので

あ り標 準化 には適 さな い。

(7)「 課題(1①振込先 口座 の変更対応の検討」 の解決策

受注 者か らの申 し入れに よ り、発注者が個 々に変更対応す る。

3.5.4ビ ジネス フロー

(1)月 次買掛 金方式

改善後 の月次買掛金方式 の ビジネ スフ ローを示す。変 更 内容 は、支払情報 を検収支

払情報 と合計 明細 情報 の2種 類作成す ること、手形 ・小切 手作成時点 で手形 ・小切手

明細情 報を作成す ることの2点 である。

(2)月 次請求書方式

改善後 の月次請 求書方式 の ビジネ スフ ローを示す。
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発注者

'

▼

支払明細作成1

↓

EDI

1手 形 ・小切手明細作成1

買掛明細情報

連絡

相殺内容通知情報

支払情報
・検収支払情報

・合計支払情 報

支払ID

受注者

上

支払情報
・手形 ・小切手明細情報

銀行

総合振込情報

入出金取引明細情報

支払ID 回 又i…」2L/チ ェックー
▽ ▽ ▼

匡遅延国記]1売掛金消込処理1[魎 到

図3-7月 次買掛金方式 の ビジネス フ ロー
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発注者 EDI 受注者

▼

1支 払明細作成1

▼
1手 形 ・小切手明細作成1

▼
銀行振込指示1

請求情報

〔〕㌫
顧

相殺内容通知情報

支払情報
・請求書支払情報
・合計支払情報

支払ID

1売上月次締切処理1
-
▽

支払情報
・手形 ・小切手明細情報

.銀行

総合振込情報

入出金取引明細情報

支払ID

1
口 又 上 正

、口

チェック

魎▽ ▽
、

図3-8月 次請求書方式 のビジネス フ ロー
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3.6総 合評価 と今後の課題

3.6.1総 合評価

当WGは 、取 引の最終段階で ある請求支払 に関わ る情報をEDI化 す る ことに よ り、売

掛金消込業務か ら回収予定の作 成 ・回収実務 まで の一連の売 掛金管理業務 の効率 向上 を

最終 目的 として発足 した。

平成7年 度か ら トライアルを実施 し、 トライアル参加企業 も平成7年 度 の5社 か ら平

成8年 度 以降は11社 に広 が り、そ の間、 トライ アル参加企業 か ら積 極 的 に意 見 が 出 さ

れ、 トライアル実施後 も課題を整理 しその対応 につ いても協 議 ・検討を繰 り返 した。

売掛/買 掛 明細照合 ・回収予定照合 ・回収実績照合及び収入業務 とい う支払業務 まで、

一貫 したEDIの 流れを確立す ることが可能で あること、また、発注者か らの提供 され る

各種情報 を受注者側 が活用すれ ば売掛金管理業務 の 自動化 と業務効率 の向上 が実現 でき

ることが、本 トライアルを実施 した ことに よって検証 された。 この ことは、発注者へ の

支払に関す る問い合わせ等 が減少す ることに よって発注者 の業務効率 の向上 に もつなが

る。

トライアル参加企業の多 くは何 らか の形 で請求支払EDIを 継 続す るとの意 思表 示を し

てお り電子機器業界においては請求支払EDIを 業務上実現す る うえでの基盤は概 ね確立

出来 た といえる。

今後 、請求支払EDIを 導入す る企業が増加 し、各企業 の財務管理 システムとの連動が

可能 になれ ば会計帳簿上 の売掛金残高消込 まで結 びついた売掛金管理業務 の完全 自動化

まで発展 させて行 くことが可能 となる。

3.6.2今 後の課 題

今後 も検 討が必要 と思われ る課題 につい て記載す る。

(1)売 掛/買 掛金 明細照 合の効 率化(照 合 キーの検討)

現在、機械照合におけ る照合 キーは標準化 されず個別 で あ り、 システムにお いて も

発注者 ご とに照合 キーの定義を行 い照合処理 を実施 してい るため、 システムが複雑 と

な っている。 また、照合 キーが分割納入等 には対応 できて いな い等 の問題 もある。照

合 キーの標準化(納 品キ ー番号等)を 検討す る必要 がある。

更に、不照合(違 算)の 原 因を調査 ・分析 し、見積か ら回収 までの商取 引全体 を視

野にいれ た違 算を発生 させ ない ビジネス モデルを提 案 してい くことも必要 であ る。
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(2)日 々の検 収デ ータ交 換 の普及

「月次買掛金方式」の場合、違算の調査 には発注者 ・受注者 ともに手 間がかか り、差

異に関す る売掛金 及び買掛金 の修正処理 も翌月計上 として処理 され る。調査 時間を短

縮 し、速 やかな違 算 フ ォローを行 い、 か つ修正 処 理 を 当月 計 上 に反 映 させ るた め 、

「日々照 合」 の普及を業務面及び コンピュータシステムで検討す る必要 があ り、電子

機器業界 では 「日々照合」について も現在検討を進め ている。

(3)国 内取 引におけ る外貨決済対応

外為法 の規制 緩和に よ り国内取引におけ る外貨決済 が導入 され るよ うにな って きた。

今後 、電 子機 器業界 で標準化を進め る際には、外貨決済 の対応 も考慮 してお く必要 が

ある。

(4)メ ッセ ージの標準化

月次買掛金方式 ・月次請求書方式のいず れにも対応 で きるよ う支払情報 を再検討 し

た。電 子機 器業界 として広 く普及を図 るためにも標準化す ることが最優先 と考 える。

従 って、今回 まで の トライアル結果を反 映 した関連情報 の標準化 を今後進 めて行 く。

(5)請 求支 払EDIの 普及

請 求支 払EDIを 利用 して売掛金管理業務の合理化 を図 るためには、広 く電 子機 器業

界に普 及 させ る必要 がある。第一段 階では メ ッセージの整備 を行 い関連情報 を標準化

し情報 の整備 を行 い、第二段階 では トライアル参加企業 の取 引先 に導 入を呼びかけ て

電 子機器業 界に広 く普及 させ て行 く努力が必要で ある。 中小企業 への普 及 も視野 に入

れた検討 を試 み る ことも重要 であ り、EDIを 簡単 に安 く導 入で きるツールの普及等 も

検討課題 といえる。

(6)金 融EDI(FB)のCII対 応

決済 に関わ るデ ータ交換 は、銀行側 の事情に よ りFBに 支払ID(20桁)を 取 り込 む

対応 で実 施 したた め、受発注者 はFBとCIIの 両方を扱 うこととな った。CIIの 標準策

定 とい う本 来 の意味 を考慮す る と、銀行業界 の早期 のCII対 応 が望 まれ る。
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「

3.7メ ッセ ー ジ

支 払業 務 で使 用 す る メ ッセ ー ジを一 覧 に示 す 。

表3-6支 払 業 務 区 メ ッセ ー ジ一 覧

メ ッ セ ー ジ 新規/修 正 情報の流れ 備 考

買掛明細情報 修 正 発注者⇒受注者

相殺内容通知情報 修 正 発注者⇒受注者

請求情報 修 正 受注者⇒発注者

支払情報(検 収支払情報) 修 正 発注者⇒受注者

支払情報(請 求書支払情報) 新 規 発注者⇒受注者

支払情報(合 計支払情報) 新 規 発注者⇒受注者

支払情報(手 形 ・小切手明細情報) 新 規 発注者⇒受注者

総合振込情報 発注者⇒銀 行 下記注)参 照

入出金取引明細情報 銀 行⇒受注者 下記注)参 照

振込入金通知情報 銀 行⇒受注者 下記注)参 照

注)金 融機関 とのEDIは 全銀協の メッセー ジを利用す るため、フォーマ ッ トは、
全銀協仕様 とす る。

上記 メ ッセ ージの うち、 サ ンプル として支払情報(検 収支払情報 、請 求書支 払情報、合

計支払情報 、手形 ・小切手 明細情報)を 以 下 に示 す。 そ の他 の メ ッセ ー ジの仕様 は 、 「

EDIに 関す る調査研究開発報告書 －il－ 電 子機器業界 の請求支払EDI－ 平成10年3月 」

を参照。
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(1)支 払情報(検 収支払情報)

項目甑 項目名 必 キー CDl 項目内容 桁数/繰 返数
OOOO1 デ ー タ処 理No. ● 受 注者での受 信デー タの処理順 序を表す番 号。 9(5)

00002 情 報 区分コード ● *
情 報の種 類を示す コード(支払 情 報(検 収支払情

報)=1106)。
X(4)

OOOO3 データ作成 日 デ ータを作成 した 日付。 9(6)

00004 発注者 コー ド ● ☆
*

注 文を行 う企業(6桁)及 びその工 場 ・事業所 ・事業

部 門等(6桁)を 表 すコードで統 一企 業コー ドにより
示 す』

X(12)'

00005 受 注者 コー ド ● *

注 文を受 ける企業(6桁)及 び その 工場 ・事業所 ・事

業 部門 等(6桁)を 表すコードで統一 企業 コードによ

り示す。

X(12)

00006 発注部 門コード
原価の責任部門又は納入部門を示す発注部門
コード。 X(8)

00009 訂正コー ド ● * 情 報の新 規・変更 ・取消を示す コー ド。 X1)
00056 備考 参 考情 報を入 力するフリースペ ース。 X 30)

00142 計上月度
● ☆

支 払対 象買掛 計上 した年および 月産。年 は西暦

下2桁 、月は計 上月度(暦 日の1ヶ 月とは限 らない)

を表 す。

9(4)

新規 請求年 月 日 受 注者の発 行する請求年 月 日。 9(6)
新規 請求書発行番号 受注者の発行する請求書番号。 X(20)

00962 支払通知書発行日 発 注者が 、受注者 に支払通知 書を発行 した 日付。 9(6)

00903 支払ID ● ☆

受注者の売掛金と、発注者からの入金のマッチン
グのために、請求情報/支 払情報/総 合振込/
入出金取引明細/振 込入金通知に付与した管理
番号。一意性を持たせる。

X(20)

00904 支払内容区分 ● * 発 注者 が、買掛 計上月度 にて支払 う支払 合計 額の

支 払内容 を示す コード。
X(1)

500058 取引符号区分 *
金 額の符 号を示す コード。使 用しない時は該 当

デ ータはプラスとして扱 う。
X(1)

00905 支払内容別金額 ● 各支払内容区分に対応する金額。 9 12

新規 振込手数料 振込の場合の控除振込手数料金額. 9 12)

00906 支払方法 ● *
発 注者が 、支払う支払合計 額の内訳 である支払方

法 種別を示すコー ド。
X(2)

11

00908 支払方法別支払金額 ● 各 支払 方法に対応 する、支払 日に支払 う金額. 9(12)

OO907 支払 日
各 支払方 法に対応 する、支払方 法別 支払明 細金

額を支払う日付.
9(6)

00966 振 出 日
手形 振出 の場 合 、発注者が 、受取 人(受 注者)へ

手形 を振 り出した 日.
9(6)

00919 当貸実行可能日

一括 支払 の場 合
、受取人(受 注者)が 当座貸 越契

約を締 結 してある提 携銀行(被仕 向銀 行)から、支 払

期 日前 に資金 化が可能となる 日。

9(6)

OO937 銀行 コード
金融 機関 共同コー ドに記載され ている、受取 人(受

注者)の 取 引銀行 番号を表す。
9(4)

00938 銀行名 受 取人(受 注者)の 取引銀行の名 称。支払 方法が

受 取手形 の場 合 、手形の決済を行う銀 行の名称.
X(15)

00939 支店 コード

全 国銀行 協会連 合会 に登録 した統 一 店番 号で 、

受取 人(受 注者)の 取引銀行の取 引 支店番号 を表
す。

9(3)

00940 支店名
受 取 人(受 注者)の 取 引銀行の取 引支 店の名称。

支払 方法が受 取手形 の場合 、手 形の決 済を行う銀

行 支 店の名称。

X(15)

00926 預金種目 受 取 人(受 注者)の 預 金種 目〃表 す。 9(1)
00927 口座番号 受 取 人(受 注者)の 口座番号杉表 す。 9(10)
00943 口座 名 受 取 人(受 注者)の 名称、 X(40)

(変更内容)
桁 数合計L536

1.項 目Naoo142計 上 月度,請 求 年月 日,請 求書 発行 番 号お よび振込 手数料を追加 す る。2
.項 目NaOOgO4支 払 内容区分 およぴ項 目NNaoogo6支 払 方法の項 目内容および繰 返 数を変 更する。3
.項 目NaOOgOS支 払内 容別金 額,項 目NaOOgO6支 払 方法および 項 目tl'aOO908支 払 方法 別支払 金額 の

桁数 を変 更す る。
4・項 目『Naooo60消 費税額,項 目Naooo61合 計 額,項 目NaoQg63明 細 消費税額 および項 目Naoo965明 細合 計金額 を

削除 する。
〈 デ ー タコー ド説 明 〉

1… 前 月繰 越額

● 2… 買掛金計上額
00904 支払内容区分 3… 支給品調整額

特払い等の臨時支払額を含む
4… 次 月繰越額

● 5… 支払合計額

*)支 払 内容 区 分別項 目は発 生分 のみ作成。
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(2)支 払情報(請 求書支払情報)

項 目Nα 項 目名 必 キーCE 項 目内容 桁数/繰 返数
OOOO1 デ ー タ処 理No. ● 受注者での受信データの処理順序を表す番号. 9(5)
OOOO2 情報区分コード ● * 情報の種類を示すコード(支払情報(請求書支払

情報)=1107)。

X(4)

OOOO3 データ作成 日 デ ー タを作 成 した 日付. 9(6)
00004 発 注 者 コー ド ● ☆ * 注文を行う企業(6桁)及 びその工場・事業所 ・事業

部門等(6桁)を 表すコードで統一企業コードにより
示す。

X(12)

00005 受注者コード ● * 注文を受ける企業(6桁)及 びその工場・事業所・事

業部門等(6桁)を 表すコードで統一企業コードによ
り示す.

X(12)

OOOO6 発注部門コード 原価の責任部門又は納入部門を示す発注部門
コード。

X(8)

00009 訂 正 コー ド ● * 情報の新規・変更・取消を示すコード. X(1)
00056 備考 参考情報を入力するフリースペース。 X(30)
OO142 計上月度 支払対象買掛計上した年および月産。年は西暦

下2桁 、月は計上月産(暦 日の1ヶ月とは限らない)

を表す。

9(4)

新規 請求年月 日 ● ☆ 受注者の発行する請求年月日。 9(6)
; 規 請求書発行番号 ● ☆ 受注者の発行する請求書番号。 X(20)

00962 支払通知書発行日 発注者が、受注者に支払通知書を発行した日付。 9(6)
00903 支払ID ● ☆ 受注者の売掛金と、発注者からの入金のマッチン

グのために、請求情報/支 払情報/総 合振込/
入出金取引明細/振 込入金通知に付与した管理

番号.一 意性を持たせる。

X(20)

00904 支払内容区分 ● * 発注者が、買掛計上月度にて支払う支払合計額の
支払内容を示すコード.

X(1)

5
OOO58 取引符号区分 * 金額の符号を示すコード。使用しない時は該当

データはプラスとして扱う.

X(1)

OO905 支払内容別金額 ● 各支払内容区分に対応する金額。 9(12)

新規 振込手数料 振込の場合の控除振込手数料金額。 912)
OO906 支払方法 ● * 発注者が、支払う支払合計額の内訳である支払方

法種別を示すコード.

X(2)

ll

OOgO8 支払方法別支払金額 ● 各支払方法に対応する、支払 日に支払う金額。 9(12)
00907 支払 日 各支払方法に対応する、支払方法別支払明細金

額を支払う日付.
9(6)

OO966 振出 日 手形振出の場合、発注者が、受取人(受 注者)へ
手形を振り出した 日.

9(6)

00919 当貸実行可能日 一括支払の場合、受取人(受注者)が当座貸越契
約を締結してある提携銀行(被仕向銀行)から、支払
期 日前に資金化が可能となる日。

9(6)

00937 銀 行 コー ド 金融機関共同コードに記載されている、受取人(受

注者)の 取引銀行番号を表す.

9(4)

00938 銀行名
受取手形の場合、
受取人(受 注者)の 取弓銀行の名称。支払方法が

手形の決済を行う銀行の名称.

X(15)

00939 支 店 コー ド 全国銀行協会連合会に登録した統一店番号で、

受取人(受 注者)の 取引銀行の取引支店番号を表
す。

9(3)

00940 支店名 受取人(受 注者)の 取引銀行の取引支店の名称。
支払方法が受取手形の場合、手形の決済を行う銀
行支店の名称.

X(15)

00926 預金種目 受取人(受 注者)の 預金種目を表す. 9(1)
00927 口座番号 受取人(受 注者)の 口座番号を表す. 9(10)
00943 口座名 受取人(受 注者)の 名称。 X(40)

〈 デ ー タコー ド説 明 〉

桁数合計1,536

00904 支払内容区分

●

1… 前月繰越額
2… 買掛金計上額
3… 支給品調整額
4… 次月繰越額
5… 支払合計額

*)支 払内容区分別項 目は発生分のみ作成。
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(3)支 払情報(合 計支払情報)

項 目Nα 項 目名 必 キー CE 項 目内容 桁数/繰 返数
00001 デー タ処 理No. ● 受注者での受信データの処理順序を表す番号. 9(5)

00002 情報区分コード ● * 情報の種類を示すコード(支払情報=1108) X(4)
00003 データ作成 日 デ ー タを作 成 した 日付. 9(6)
00004 発 注者 コー ド ● ☆ * 注 文 を行 う企 業(6桁)及 び その 工 場 ・事 業 所 ・事 業

部 門 等(6桁)を 表 す コー ドで統 一 企 業 コー ドにより

示 す 。.

X(12)

00005 受 注 者 コー ド ● * 注文を受ける企業(6桁)及 びその工場・事業所・事
業部門等(6桁)を 表すコードで統一企業コードによ
り示す。

X(12)

OOOO6 発注部門コード 原価の責任部門又は納入部門を示す発注部門
コード。

X(8)

00009 訂 正 コー ド ● * 情 報 の 新 規 ・変 更 ・取 消 を示 す コー ド。 X(1)
00056 備考 参考情報を入力するフリースペース. X(30)
00142 計上月度 支払対象買掛計上した年および月産。年は西暦

下2桁 、月は計上月産(暦 日の1ヶ月とは限らない)
を表す。

9(4)

新規 請求年月 日 受注者の発行する請求年月 日。 9(6)
新規 請求書発行番号 受注者の発行する請求書番号。 X(20)

00962 支払通知書発行日 発注者が、受注者に支払通知書を発行した日付。 9(6)
00903 支払ID ● ☆ 受注者の売掛金と、発注者からの入金のマッチン

グのために、請求情報/支 払情報/総 合振込/
入出金取引明細/振 込入金通知に付与した管理
番号。一意性を持たせる。

X(20)

00904 支払内容区分 ● * 発注者が、買掛計上月度にて支払う支払合計額の
支払内容を示すコード。

X(1)

5
00058 取引符号区分 ● * 金額の符号を示すコード。使用しない時は該当

データはプラスとして扱う。
X(1)

00905 支払内容別金額 各支払内容区分に対応する金額. 9(12)

新規 振込手数料 振込の場合の控除振込手数料金額。 9(12)
00906 支払方法 ● * 発注者が、支払う支払合計額の内訳である支払方

法種別を示すコード。

X(2)

11

00908 支払方法別支払金額 ● 各支払方法に対応する、支払 日に支払う金額。 9(12)
OO907 支払 日 各支払方法に対応する、支払方法別支払明細金

額を支払う日付。
9(6)

00966 振出日 手形振出の場合、発注者が、受取人(受 注者)へ
手形を振り出した日。

9(6)

00919 当貸実行可能 日 一括支払の場合、受取人(受注者)が当座貸越契
約を締結してある提携銀行(被仕向銀行)から、支払
期 日前に資金化が可能となる日。

9(6)

OO937 銀 行 コー ド 金融機関共同コードに記載されている、受取人(受

注者)の 取引銀行番号を表す。

9(4)

00938 銀行名 受取人(受 注者)の 取引銀行の名称。支払方法が

受取手形の場合、手形の決済を行う銀行の名称。

X(15)

00939 支店 コー ド 全国銀行協会連合会に登録した統一店番号で、

受取人(受 注者)の 取引銀行の取引支店番号を表
す.

9(3)

00940 支店名 受取人(受 注者)の 取引銀行の取引支店の名称。
支払方法が受取手形の場合、手形の決済を行う銀

行支店の名称。

X(15)

00926 預金種目 受取人(受 注者)の 預金種 目を表す。 9(1)
00927 口座番号 受取人 受注者)の 口座番号を表す。 9(10)
00943 口座名 受取人(受 注者)の 名称。 X(40)

桁 数合 計1,536

〈 デ ー タコー ド説 明 〉

1… 前月繰越額
2・ ・'買 掛 金 計 上 額

00904 支払内容区分 3… 支給品調整額
4… 次月繰越額

● 5… 支 払 合 計額

*)支 払内容区分別項 目は発生分のみ作成。
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(4)支 払情報(手 形 ・小切手 明細 情報)

項 目No. 項 目名 必 キー CE 項 目内容 桁数/繰 返数
OOOO1 デ ー タ処 理No. ● 受注者での受信データの処理順序を表す番号。 9(5)
00002 情報区分コード ● * 情報の種類を示すコード(支払情報(手 形・小切手

明細情報〕=1109)

X(4)

00003 データ作成 日 デ ー タを作 成 した 日付。 9(6)

00004 発注者コード ● ☆ * 注文を行う企業(6桁)及 びその工場 ・事業所・事業

部門等(6桁)を 表すコードで統一企業コードにより
示す』

X(12)

00005 受注者コード ● * 注文を受ける企業(6桁)及 びその工場・事業所 ・事
業部門等(6桁)を 表すコードで統一企業コードによ
り示す。

X(12)

OOOO6 発注部門コード 原価の責任部門又は納入部門を示す発注部門
コード。

X(8)

OOOO9 訂 正 コー ド ● * 情 報 の 新 規 ・変 更 ・取 消を示 す コー ド。 X(1)
00056 備考 参考情報を入力するフリースペース。 X(30)
00962 支払通知書発行日 発注者が、受注者に支払通知書を発行した日付。 9(6)

00903 支払ID ● ☆ 受注者の売掛金と、発注者からの入金のマッチン
グのために、請求情報/支 払情報/総 合振込/
入出金取引明細/振 込入金通知に付与した管理
番号。一意性を持たせる。

X(20)

99

00906 支払方法 ● * 発注者が、支払う支払合計額の内訳である支払方
法種別を示すコード.

X(1)

OO964 支払方法別支払明細金額 ● 発注者が受注者に支払う支払方法別の物件別金
額明細.

9(12)

00957 手形・小切手番号 受取人(受 注者)へ の取引が、手形又は小切手の
場合、手形番号又は小切手番号を表す.

9(7)

新規 支払期 日 ● 手形または小切手の支払期日。 9(6)

00966 振出日 発注者が、受取人(受 注者)へ 手形を振り出した
日。

9(6)

00919 当貸実行可能 日 受取人(受注者)が当座貸越契約を締結してある提
携銀行(被仕向銀行)から、支払期 日前に資金化が
可能となる日.

9(6)

00967
一 括 支 払 内 訳 管 理No . 支払方法が一括の場合、内訳を管理するNo.を

表す。

X(10)

桁数合計4,856
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第IV部EDI海 外接続の調査研究

(実 現 上 の 課 題)





第1章 背 景 と 目 的

1.1国 を越えたEDlの ニーズ

国を越 えたEDIは 、通常、国際EDIと 呼ばれ る。その イ メー ジは、別 々の国に属 してい

る2つ の企 業間の取 引に関わ るEDIで あ り、貿易に関わ るEDIと い う解釈が一般的 であ っ

た。

しか し、企業 の活動範 囲が 国の壁 を越 え、経済活動 が グ ローバル化 した現在では、 国に

属 している企業 とい う定義が暖昧 にな って きている。 国際 とは文字 どお り国の際(き わ)

を意味す るが、既に経済活動 の分野 では国境が消滅 してい る。EDIに は、国境 よ りも物理

的距離 の方が大 き く影響す る。EDIは 、物理 的距離を越 える機能 があ り、物理 的距離 の大

きい取引に適用す るほ ど効果 が大 きい。 したが って、長 距離に なる取 引には早期 か らEDI

が導入 されてい る。そ の代表例 は、大手企業 と海外子会社 間のEDIで ある。ただ し、別 々

の 国に あるとい う理 由で別会社に な ってい るケースが多 く、実質 的に 同 じ会社 であ る。そ

のため、EDIは 異 な る企業 間 とい う理 由か ら、EDIの 仲 間に入れな いのが普通 で ある。

すなわち、国内EDIに 対 して国際EDIと い う定義は、EDIの 広 が りを2極 分化 させた時

の考えかたであ り、実際 は、国内EDIと 国際EDIの 間に、中間的性質を持つEDIが 存在す

ると考 え られる。

国 内EDIは 短距離 のEDIと し、国際EDIは 長距離 のEDIと い うように、物理的距離 の違

い と解釈すれ ば、中距離 のEDIと い うのが浮かび上が って くると ともに、様 々な問題 を よ

り合理 的に説 明で きる。例 えば、国 内の物 流EDIで は、出荷デ ータ よ りも荷物 の方 が先 に

目的地 に届 くとい うことが、 しば しば問題 になる。これ も、短 距離 の物流EDIと 読 み換 え

れば、短距離 の輸送 では時間が掛 か らないので、出荷 デ ータを よ り迅速 に送 る必要 がある

とい うことに な り、明確 な理解に到達で きる。国際EDIと い うよ り、長距離 のEDIと 解釈

した方が、長距離 であ るがゆえに発 生す る問題、例 えばEDI構 築 の打合せに手間暇が掛か

る とか、通信回線 の確保 が重要項 目な どとい うことが、極 めて理 解 し易 いので ある。

これ まで、国を越 えたEDIの ニーズは少 ない と言わ れて きた。取 引件数 その ものが、国

内取引に比べて少な いのであ るが、 国際取引、す なわ ち長距離 の取引には、通 常そ のた め

の対策を立 てて取 引が実施 され ているか らであ る。海外子会社 もそ の一つで、見掛け の取

引件数 を少な くす る効果が ある。長距離 のEDIは 、短距離 のEDIニ ーズでは推 し量 れな い

現実があ った と解釈 すべ きである。
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今後 とも、長距離取 引の件数 は短 距離取 引 とは同等 にな らないので、短距離取 引 と同 じ

発想 で長距離のEDIニ ーズを検討 して も、あま り意味 がないのではないか と考 え られ る。

短距離取引 と長距離取 引の違 いの大 きい ことが、影響 してい る可能性 があ る。

発想 を変 えて、長距離取 引 よ り短 距離取 引 との類似性 が高い と予想 され る中距離取 引、

つ ま り、実質 的に同一 ではないが極 めて関係 の深 い会社間 の取引を、積極 的にEDI化 の対

象 として取 り込 むな らば、従来 よ りもEDIの 普及 が加速す るのではないか と考 え られ る。

この中距離 のEDIを 、 ここでは海外接 続EDIと 呼ぶ ことにす る。わ が国の多 くの企業は、

このEDIを 必要 とす るケースが多 い と思われ るか らであ る。

このEDIは 、い くつか特 徴を持 っている。

もっとも特徴的なのは適用EDI規 格 である。一般 的に、海外子会社間で あれば実質的に

同一の会社 間であるか ら、 適用EDI規 格 は そ の会社 固有 の もので よい。 しか し、 この

EDIは 一応異 なる企業間 であるので適用EDI規 格 は標準 でなけれ ばな らない。一方 で、極

めて深い関係であるので、 国際標準 でなけれ ばな らない とい うこともない。そ こで標準選

択 の幅を広 くす る ことが で きる。

'さ らに
、極 めて深 い関係 にある とい うことで、か な りの取引件数 が期待 で き、EDIの 効

果 も大 き くで きる。

このEDIの ニーズが、た また ま鉄鋼業界 にある ことが分か り、当 プ ロジェク トが開始 さ

れたが、他の業界 で もニーズがあ るのではないか と思われ る。

1.2国 を越 えたEDl実 現の壁

わが国では、短距離 でないEDIは 海外 とのEDIを 意味す る(例 外 は ある)。そ こで、わが

国の中距離EDIは 、例外 な しに海 外i接続EDIで あ り、海外で あるがゆ えに発生す る問題に

必ず遭遇す る。それを以下に示す。

(1)言 語の違 い

日本語 はわ が国一 国だ けで使用 され てい るため、海外接続EDIの 接続先 とは、使用言

語が必ず異 な る。EDIは 、 コー ド化 デー タを中心 に して行われ るので言語 は関係ないな

どとい う理屈 は、成 り立 たない。言語 の違 いは、様 々な ところで様 々な問題 を引 き起 こ

す。

(2)文 化伝統 の違 い

文化伝統の違 いは、EDI導 入 とい う本質 的交渉 や導 入後 の システ ム運 用で、厄介な問
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題 を引 き起 こす。

さらに商 習慣 の違 い とい う形 で具現化 し、標 準メ ッセ ージや業務運用 に大 きな 問題 を

引 き起 こす 。

(3)EDI用 ツールの問題

世界 中の どこの国 で も、 同一 の コンピュータが販売 されてい るわけではない。か な り

の地域差 があ る。そ こで、わが国では常識 的な コンピュータが、海外取 引先 では一般 的

でない とい うことが、 しば しば起 こる。

1.3海 外接続EDlと 国際EDl

海外接続EDIと 国際EDIは 、結果 と して現 れ る具体物 には差 がない。 これは、ア プ ロー

チの違 い と見 る こともで きる。海外接続EDIは 、子会社 ではないが、極 めて親密 な関係 に

あ る海外取 引先 とのEDIを 構築す る ときの アプ ローチで、国際EDIは 、継続取 引先で はあ

るが、 あま り深 い関係にない海外取 引先 との間でEDIを 構 築 す る ときの ア フ。ロー チ で あ

る。

海外接続EDIは 、国内のEDIシ ステ ムを海外へ延長 す る ことを意味す る。す なわ ち、接

続相手先が、親密 な関係に ある海外取 引先 なので可能な アプ ローチである。 この アプ ロー

チでは、既に確立 して いる短距離EDIを 中距離 に拡張す る ことでEDIを 構築す る とい うと

ころに、意味 があ る。つ ま り、比較的簡単に海外取 引先 とのEDIを 構築 できるメ リッ トが

あるとい うこ とにな る。

ただ し、国際EDIも 海外接続EDIに も等 しく国を越 え る とい う壁 は存在 す る。 海 外 接

続EDIの 方 が、EDIの 技術部分につ いて問題 が少 ない と うメ リッ トがあ るだけであ る。た

だ し、国の壁を解決す るのに必要 なパ ワーは大 きいので、EDI技 術部分 のパ ワーが不要 と

い うメ リッ トは大 きいと、評価 で きる筈で ある。

1.4当 プ ロジ ェク トの 目的及び体制

以上述べ て きた中距離 のEDI、 す なわち海外接続EDIを 確立 し、国を越 えたEDIを 、国

際EDIで はな く、比較 的構築 が簡単 な海外接続EDI(長 距離EDI)か ら普及 させ 、将来、

国際EDIの 普 及へ結 び付け ようとす るのが、当 フ.ロジ ェク トの 目的であ る。

このフ.ロジ ェク トを実施す るために、業 界有識者及 び情 報 処理 メー カーで構 成 され る

EDI海 外接続研究委員会 を新 たに設置 し、プ ロジ ェク ト全体 の と りま とめを行 った。
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また、具体 的な作業 につ いては、鉄鋼業界 の海外接続EDIを 中心 に検討す る ことになっ

たため、聞鋼材倶楽部 の協力を得 た。
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第2章 海 外 接 続EDIへ の ア プ ロ ー チ

本章では、一般的な海外接続EDI実 現上の問題点と対応策を示す。具体的な問題点 と対策

は、第3章 の鉄鋼業界の事例を参照されたい。

2.1技 術 的 問 題

(1)8ビ ッ ト ・16ビ ッ トの 問題

わが 国の コンピュー タは、使用 言語 の関係で、 日本語対応 にな っている。 しか し、 国

際的に は、英語対応 が普通 であ る。 よ り具体的には、ハー ドウ ェアや オペ レーテ ィング

・システ ムが8ビ ッ ト仕様 か16ビ ッ ト仕様か とい う問題 であ る。

この結果 、わが国国 内で開発 された システムを海外 へ持 ち込む時 には、注 意を要す る。

ハー ドウェアやオペ レーテ ィング ・システ ムは、8ビ ッ ト仕様 の ものが必要 な場 合が多

く、16ビ ッ ト仕様で開発 され ている ソフ トウェアは、別途 、8ビ ッ ト仕様 での開発が必

要 にな る場合があ る。

(2)ソ フ トウ ェアの メンテナ ンス

海外の取引先の情 報処理 に関す る知識が豊富 で、仕様 さえ連絡す れば適 切な対応が と

れ る ようであれば、 この項 に関す る問題点はほ とん どない。 しか し、そ うでな い場合、

特に システム全体(業 務処理系 を含 む)を わが国か ら提供す るよ うな場合に は、導入後

のメ ンテナ ンスを どの よ うにす るかが、大 きな問題 にな って くる。

現状 では、 メンテナ ンス不要 の システ ムを構築す るのは不 可能に近 いので、何 らかの

対策 が必要 にな る。対策 と しては以下 の方法が考え られ る。

① 導入先 の教育

導入先 を教育す ることに よって、 自己 メンテナ ンスが可 能 な よ うにす る方 法 で 、

もっとも望 ましい方 法で ある。 これを実現す るためには、導入先担 当者 に情報処理 に

関す る基礎知識 が あるとい う、前提が必要 である。

② 情報処 理ベ ンダーへ の委託

地理 的に導入先に近 い場所 に拠点 がある情報処理 ベ ンダーに、 メンテナンスを委託

す る方 法で ある。 この方式 のポイ ン トは以下 になる。

・導入を予定す る業務処理 システ ムの開発を、 メンテナ ンスを委託す る情報処理 ベ

ンダーに委託す る必要 があ る。 でなければ、 メンテナ ンスを行 うことは難 しい。
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・メンテナンス費用が発生す るので、導入先 の了解が必要 である。

③ 出張 メ ンテナンス

これ は前述①及 び② の方法 が実行 できない場合 の処置で ある。国内EDIで あれぽ、

出張 といっても、物理的距離 はある範 囲に収 まるが、海外接続EDIで は、かな りの長

距離 を覚悟 しなけれ ばな らない。

(3)EDI標 準

海外接 続EDIも 国 際EDIと 考 えれ ば、EDI標 準 と して は 国際標 準 が最 適 でUN/

EDIFACTを 適用 とい うのが、最 も簡単 な解釈 である。 しか し、建前 どお りの現物構築

がいつ も最適 にはな らない とい うところに、大 きな悩 みが発 生す る。

今 日では、UN/EDIFACTの 導入に大変な努力が必要で、かつ運用 コス トが 高 くつ

くとい うことは、常識 であ る。 に もかかわ らず 、期待 した程 の相互運用性 が得 られ ない

とい うの も常識 であ る。少 な くとも、国 内EDIに つ いて 見 れ ば、CII標 準 の方 が 、導

入、運用に関す る限 り簡単 で あ り、実際に多 くの業 界企業 がCII標 準 を活用 している。

なぜ、国際EDIにCII標 準を使 ってはいけないのか とい う理 由を 明確に説 明 しよ うとす

ると、難 しい とい うことに気がつ く。

第1に 、EDIFACT(ISO9735)はISO規 格(国 際標 準規格)で は あるが、 これを使

わなけれ ばな らない とい う法律 はない。

第2に 、UN/EDIFACTの 普及率は低 い。普及率 の低 いシステ ムをなぜ選択す る必要

があ るのか、少 な くとも技術 的理 由を見つ け るのは難 しい。

第3に メ ッセージがない。 あ るのは、UNSM(国 連標 準 メ ヅセー ジ)で あ り、業界サ

ブセ ッ トを切 り出 さない と使 えない。 しか し、 これを切 りだすためには、国際標 準化 が

必要であ る。一部 の業 界では、具体的な作 業が開始 されてい るが、そ の作業 速度は極め

て遅 い。大部分の業 界では、作業をす る組織 もない。

逆 にメ リッ トを考 えて見 よ う。 メ リッ トは以下 の2点 であ る。

・EDIFACTト ラ ンス レーターの供給体制 が、比較 的整 っている。但 し、非 日本語対

応 のシステムの場合 であ る。 国際EDIな ので、非 日本 語 対応 の シス テ ムで問題 な

い 。

・国際 的EDIFACT-EDIサ ー ビス が あ る。 これ は 大 きな メ リ ッ トで あ る可能 性 が あ

る。 しか し、通 信 回線 と して 、専 用 回線 や イ ン タ ー ネ ッ トを 活 用 す る時 に は 、 メ

リ ッ トに な らな い。
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すなわち、UN/EDIFACTの 使用には、メ リヅトとデ メ リッ トがあ り、その評価 の問

題 とい うことにな る。 も し、EDI用 のシ ンタ ックスルールがEDIFACTし か なけ れば、

迷わずUN/EDIFACTの 採 用 とい うことに な るが 、現 実 に は、 そ の他 にANSI-X

12.6(ANSI-X12の シンタ ックスルール)やCIIシ ンタ ックスル ールが ある現状 では、

この問題 の結 論は簡単に 出そ うもない。

尚、 この プ ロジ ェク ト自身 は、海外接続EDI(国 際EDIの1形 態 と考 え られ る)へ

のCIIシ ンタ ックスル ールの適 用可能性 を調査す る事業 で あ り、UN/EDIFACTを 採用

す る場合 との比較評価を行 う作業へ、基礎デー タを提供す る事業 で ある。

(4)通 信回線 と通信手順(通 信 システム)

長距離のEDIで は、通信 回線 と通信手順(通 信 システ ム)の 選 択 もかな り難 解な問題

である。現在、国際 的に標準化 され てい る通信 システム としては、 インターネ ッ トしか

ない。その他に も、OSI通 信 システムとい う国際標 準(ISO規 格)が 確かにあ るが、仕

様が存在す るだけで対応製品が ないので、実質 的にな いの と同 じで ある。

そ こで、簡単に構 築で きる通信 システ ムとしては、

・イ ンターネ ッ トの活用

・国際EDIFACT二EDIサ ー ビスの活用

・専用線 の活用(こ の場合、任意 の通信手順 が使用で きる)

で ある。 この状況を見 る限 り、UN/EDIFACTの 採用 はかな りのメ リ ヅ トに な りそ う

で ある。 しか し、国際EDIFACT-EDIサ ー ビスを、下 記の よ うな方法 で、CII標 準で

活用す ることも可能で ある。

・CII標 準 のメ ッセージグル ープを、EDIFACTの オブ ジ ェク トとして、EDIFACT

-EDIサ ー ビスを用 いて伝送 す る
。 この場合、CIIト ラ ンス レーターは必要 であ る

が、EDIFACTト ランス レーターは使用 しな くて も十分処理 可能であ る。

尚、逆 に、UN/EDIFACTの メ ッセージグル ープをCII標 準 の・ミイナ リーデー タと し

て、CII-EDIサ ー ビスを用 いて伝送す る方法 が知 られ て いる。

2.2業 務 的側面(標 準 メ ッセー ジ)

UNSM(国 連標準 メ ッセージ)は 、業界 サブセ ッ トを切 り出 さない と使 えない。 このサ

ブセ ッ トを国際標準 と して開発 してい るのは、 ご く一部 の業 界 であ り、実用 的 レベルのサ

ブセ ッ トは、 まだ で きていない。他のほ とん どの業界では、開発 も始 まっていない。
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そ こで、実 際にEDIに 用 い るメ ッセージは、国 内 レベルで使 用 され ているものをベ ース

に開発す る必要があ る。国 内 レベル のメ ッセージをそ のまま使 うこ とはできない ので、下

記の よ うな作業が必要 にな る。

・わ が国の国 内取 引 とは異な る商慣行 に合わせ るために メ ッセージの種類 と、 メ ッセー

ジそれぞれの機能 を調整す る。

・同 じ理 由で、それぞれ のメ ッセージに含 まれ るデ ータ項 目を調整す る。

・同 じ理 由で、デ ータコー ドを調整す る。

これ らの作業は、標準 メ ッセージを開発す る とい うスタ ンス よ りは、特 定のEDI向 けに

開発す るとい う方 向で進め ざるを得 ない。 も し、標準 メ ッセージを開発す るとい うことに

なれば、それに相応 しい組 織 と手続 きが必要にな り、開発がいつ終わ るか(あ るいは何時

始め られ るか)さ え、 目処がたた な くなる可能性が ある。

次に問題 にな るのが、 メ ッセージのメ ンテナンスで ある。

以上 の件 については、第2.4項 で、当 プ ロジェク トの解決方法 を示す。

2.3民 族 ・伝統の問題

ここまでの分析では、EDIデ ータに使用す る文字 は 、英 字 とい う前提 で あ った 。 しか

し、国に よっては、 これが受入れ難 い条件 になる ことも、皆無 ではない。 この場合 には、

非常に厄介 な問題が発生す る こともある。

また、相手側 の情報処理知識 が不足 している場合 には、わ が国か らシステ ムその ものを

持 ち込 む よ うなケースを想定 してい るが、 これ も、 国に よっては受入れ難 い条件 にな る可

能性があ る。

さらに、 コンピュータシステ ムの運 用に好 ま し くない生活 習慣 を持つ国 もあ るので、事

前 の十分な調査 が必要 と思われ る。

2.4当 プ ロジェク トのアプ ローチ

当プ ロジェク トでは、以下に示す ような方針で、海外接続EDIの 基礎技術の確立を 目指

している。

(1)具 体的事例 に よる海 外接続EDI実 現可能性 の実証

鉄鋼業界での海外接続EDIを 具 体的事例 と して取 り上げ、海 外接続EDIを 構築す る と

ともに運用実験 と検証 を行い、構築技術を確立す る。
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(2)適 用EDI標 準

CII標 準 の適用可能性 について検討す るため、CII標 準を適用す る。現行 の鉄鋼業 界の

国内標 準はCII標 準 で あ り、標準 メ ッセージ開発に好都 合で あるぼか りか、 この検討 に

よって、CII標 準 の海外接続EDIへ の適用可能性が実証 されれ ば、CII標 準 は 、 国際

EDI用 のEDI標 準 の候補に成 りえ る。

(3)標 準 メ ヅセージの開発

残 念なが ら、 このプ ロジェク トでは、鉄鋼業界の国際標準 メ ッセー ジの開発 までは で

きない。ただ し、わ が国の鉄鋼業界 の総意に よって実施 してい るプ ロジ ェク トな ので、

国際標準 メ ッセージに近 い メッセージを開発で きると思われ る。

実 際 の運用試験 では、わ が国の鉄鋼業界の総意に よって開発 され た メ ッセ ージか ら切

り出 したサ ブセ ッ トが、使用 され る。

一 部デ ータ コー ド
、例 えば企業 コー ドな どについては、暫定 的に国 内登録管理 の延長

上で処理す る こととした。

これ らのメ ッセー ジやデータ コー ドのメンテ ナンスは、 当面 、わ が国国 内の メ ンテナ

ンスに準 じて、行わ れ ることになる。

以上 の事項 につ いては、いずれ、 国際標準化 の枠組 みの明確化 とそれ に基 づ く国際標

準化 作業が必要 であ る。その際に 、当プ ロジ ェク トの検討結果 が役立つ と思われ る。

(4)技 術的問題点 の解決方法

CII標 準適用 に伴 う技術 的問題 点や通信 システムの問題な どについて は、様 々な要 因

を考 慮 し、一般的 な解 決方法 ではな く、運用実験対象 に特化 した解決方 法を とる。

CII標 準適用 に伴 う技術 的問題 点の一般 的な解決方法の分析 は、海外接続EDIへ の適

用 可能性に 目処がつ いた段 階で検討すれ ば十分であ る、 と考 え られ るか らで ある。

また、通信 システ ムについては、国 ・地域に よって最適通信 システ ムが異 な り、一般

的に最 適な通信 システ ムを検討す る ことには、 あま り意味 がないか らであ る。
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第3章 鉄鋼業界でのEDI海 外接続アプローチ

3.1目 的

わが国のEDIを 今後 さらに 発展 させ て い くた め に は、発 注 か ら決済 まで の一 環 した

EDIを 構 築す ることや、業 際EDIの 問題 に対応 してい くこと、中小企業 に普及拡大 させて

い くこと、海外 とのEDIの 枠組 みを整備 してい くことな どが、当面 の大 きな課題 とな って

'
いる。

こうした中で、本事業 は、海外 とのEDIを 取 り上 げ、 日本鉄 鋼業 界 と東 南ア ジアの需要

家 との間で、CII標 準 であるr鉄 鋼EDI標 準』をベ ースに、EDIの 海外接続 実験 を行お う

とす るもので ある。

世界 におけ るEDIの 現状をみ る と、UN/EDIFACT、ANSI.Xl2、CIIの3大 標準が併

存 しているが、異 な った地域 ・国間 のEDIの あるべ き姿について は様 々な議論 がなされて

い る。かか る状況下、本事業ではCII標 準を採用す る こととしたが、 これ は鉄鋼業界が 国

内取 引でCII標 準を使用 してい るこ とに加 え、近年 アジア地域を中心に、鉄鋼 中間加工分

野な どで、 日本企業 の現地進 出お よび合弁企業 の設 立 が増 加 して お り、 これ ら企 業 との

データ交換 は、国境 を超 えてはい るものの、国 内取 引の延長 とい う側面 があ ること、ア ジ

ア地域においては、標準 の確 固た るデ ファク ト ・ス タンダー ドがない こと、 これ まで、国

際間 のEDIに 実績 のないCII標 準 の実効性 を検証す ることは、将 来の選択 肢拡 大に資 す る

とみ られ ること、な どに よるものであ る。

以上 のことか ら、本事業 の主 た る 目的 は、接続実験を成功 させ るこ とでCII標 準に よる

海外 とのEDI接 続 が実際に可能 である ことを示 し、そ の過程で浮か び上 が ってきた課題 と

対応策 を明らかに してい くことに ある と考 え られ る。

3.2実 施概要

前項 の 目的を達成す るた あ、下記事業 を実施す ることとした。

(1)海 外接続用 『鉄鋼EDI標 準』 の開発 ・整備

わが国鉄鋼業界(鉄 鋼 メー カー ・商社)と 海外需要家 との間 で鋼 材輸 出に関わ るEDI

を行 うことを想定 し、その際に使 用す るCII準 拠 の海外接続用 『鉄鋼EDI標 準』を開発

・整備す る。具体的な作業項 目は以下 の通 り。

・海外接続用r鉄 鋼EDI標 準』 に関す る基本方針 の策定
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・海外接続用標 準 メ ッセージの開発

・海外接続用 「鉄 鋼標準バ ー コー ド」 の開発

・メ ッセー ジ、解 説等 の英文化

(2)接 続実験(ト ライ アル)の 実施

海外接続用 に開発 され た 『鉄鋼EDI標 準』 に基づ き、わ が国鉄鋼 メー カーお よび商社

とタイの需要 家 との間 で トライアルを実施す る。実施 に当た っての主た る作業 ・検討項

目は以下 の通 り。

① トライ アル の要件整理

・対象 となる商流/物 流 お よび トライ アル参加企業(受 発信拠点)

・対象 メ ッセー ジと接 続先での活用方法

・デ ータの作成 お よび接続 先への伝送 スケジュール

・トライアルの実 施ス ケジ ュール

②EDIデ ータ送受信 システ ムの構築 、

・全体 システ ムの整 理

・通信方法 、通 信経 路、必要 となる通信機器/ア プ リケーシ ョンソフ ト/シ ステ ム

開発 の検討

・海外接 続用CIIト ランス レータの調達 お よびテス ト

・通信経 路 の確保、 システムの開発

・通信機 器、 アプ リケーシ ョンソフ トの調達お よびテス ト

③CII標 準企業 コー ドの取得

・接続先 との折衝 お よび接続先SEの 啓蒙

・EDI運 用ル ール の検討

・メンテナ ンス体制 の確立

3.3実 施体制

本事業 の実施 に当た っては、聞鋼材倶楽部 内にrEDI海 外接続 専門委員会」 を設 置 し、

システムの構築や接続実験 の進 め方 、分析 ・評価等の事業 全体 の取 りま とめを行 う一方 、

接続実験 の具体 的作業 や接続 先 との折衝等 につ いては関連 企業を 中心 に別途 ワーキ ング ・

グループを設け対応す ることと した。
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図3-1EDI海 外接続調査研究の実施体制

3.4実 施 スケジ ュール

EDI海 外接続調査研究事業 は、未 開拓な領域への挑戦 とい うこともあ り、平成9年 度 、

平成10年 度 の2ヶ 年事業 として実施す る ことにな った。

初年度 にあたる平成9年 度は、海外接続 の基本枠組 の整理 とそれに伴 う海外接続用r鉄

鋼EDI標 準』の開発 ・整備 を事業 の中心 とし、 さらに トライアルの実 施に向けた各種 の事

前準備作 業が行 われた。 した が って、平成9年 度 の報告書 では、 トライ アル準備 の途 中段

階までが記述対象 とな っている。

平成10年 度 は、平成9年 度 の準備 を受 けて、夏場 か ら秋 にかけて トライ アルの本番 を実

施す る こととな ってお り、その結果 を もとに評価 ・分析 を行い、最終報告書を作成 す る予

定 である。
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表3-1EDI海 外接続調査研究事業の実 施 スケ ジュール

平成9年 度 平成10年 度
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海外接続基本枠組みの整理

海外接続用r鉄 鋼EDI標 準』整備

トライアル実施要領の整理

トライアル実施準備

平成9年 度報告書作成

トライアル実施

平成10年 度報告書作成 )
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,

`
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` ,
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3.5海 外接続用標準 メ ッセージの開発 ・調整

3.5.1海 外接続用標準 メ ッセージの基本的考 え方 に関す る検 討

(1)標 準における輸 出用 メ ッセー ジの位置づ け

『鉄鋼EDI標 準』 は元来、 国内取引を念頭 に置 いて開発 ・策 定 された もので あ り、

従 ってそ の中で規定 されてい る項 目辞書 ・標準 メ ッセ ージ もあ くまで も 「国 内企業 と

国内企業 とのデー タ交換」 が前提 とな っている。今回、海外接続 を行 な うに当 り、国

内企業 と海外企業 がデ ータ交 換を行 な うた めに標 準の手直 しを行 うことととな ったが、

そ の際 にまず標準 メ ヅセ ージの位置 づけにつ いて整理 す る ことが必要 とな った。す な

わ ち、既設 の国内用標 準 メ ヅセ ージに輸 出関連項 目を追 加 し、 国内輸 出兼用 メ ッセ ー

ジ として運用 してい くか、あ るいは既設 の標準 メ ッセ ージか ら国内専用項 目を削除、

輸 出関連項 目を追 加 して、輸 出専用 の標準 メ ッセ ージを新 設 し、運用 してい くか とい

う問題 である。

本件につ いて検討 を行 った結果 、下記 の理 由に よ り、 国 内用 メ ヅセ ー ジ と輸 出用

メ ッセージ とは明確 に分離 し、情報 区分を分けて運用 して い くことが確認 された。

・標準改訂時 の維持管理及 び改訂通知作業 の負荷 を考慮 し、輸 出関連項 目の利用 者
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は、で きるだけ限定 されてい ることが望 ま しい。

・輸 出関連項 目は国内需要 家に とっては不要 であ り、同一 メ ッセージに国 内 ・輸 出

の各専用項 目を混在 させ ると、利用す る際に紛 らわ しくな り、 メ ッセージの維持

管理作業 も煩雑化 しかねない。

・海外需要家 にデー タ提供 す る場 合は、国内企業 がデ ータ通 信経路 の振 り分 け機能

を担 うケース も想 定 し うることか ら、通信 ・ファイル制御 電文上 で 「海外 向け」

が判別 可能 に してお くことが望ま しい。

(2)輸 出用項 目の考 え方

鉄鋼業 界では、r鉄 鋼EDI標 準』では規定 していなか った ものの、これ までに、θ鋼

材倶楽部 帳票 ・コー ド専門委 員会が制定 した 「標 準項 目 ・コー ドの手 引き」や 「送状

兼請求デ ータ標 準 フ ォーマ ッ ト」「輸 出商談支援 システム標準書」等 で、ある程度、輸

出関連項 目の標 準化が進め られ ていた。今 回、『鉄鋼EDI標 準』に輸 出関連項 目を新設

す るに当た っては、それ らの資産をで きるだけ活用す る方針が確認 され、必 要に応 じ

て、項 目定義や桁数の調整等 を行 って い くことにな った。

また、既存標準に同様 の項 目はあるものの、輸 出取引 で使われ ている独特の言い回

しにつ いて は、利用者 の利便性や前 出 「標準項 目 ・コー ドの手 引き」等 との整合性な

どを考慮 し、新た な項 目と して追加す る こととした(例 えば、当該商談 の需要家を表

わす項 目rCustomer名 」rCustomerコ ー ド」を、既存 の 「需要家名」 「需要家 コー ド」

とは別 に新設 した)。

(3)標 準書 における海外接続用 メ ッセージの取 り扱 い

今回制定 した輸 出専用 メ ッセー ジは、完成度 な ど勘 案 し、当面 は本実験 関係者 のみ

に公開す る暫定標準 として取 り扱 うことと し、次回の標 準書改訂 時点で、諸般 の事情

を勘案 しつ つ、その位置 づけについて改めて検討 を行な うこととな った。

3.5.2海 外接続用標準 メ ッセージの制定

前節で示 された基本方針 に基 づ き、海 外接続用 の標 準 メ ッセ ー ジを 開発 す る こ とに

な ったが、r鉄 鋼EDI標 準』 では、物流 ・商流関係で24、 品質関係で12、 合計36の 標準

メッセージが規定 されてお り、 これ ら全てを海外接続用 に手直 しす る ことは、 ニーズの

面 か らも、 また負荷の面 か らも適 当 とは言 えない。

一方、今回の実証 実験を行 う予定 の接続先企業か らは、「出荷 内容に関す る情報」 「船
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積 みお よび現地へ の到着予定 日に関す る情報」 「製品(熱 延鋼板)の 検査成績 に関す る情

報」 の伝送要望 が出され ていた。

こ うした ことか ら、今 回は と りあえず接続先か ら要望 のでてい る3情 報を開発 ・制定

す ることとし、今後具体 的なニ ーズの動 向を見極めなが ら、対 象を拡大 してい くことに

な った。

(1)「 輸 出用 出荷現品情報」 の制定

既存 の 『鉄鋼EDI標 準』では、出荷 内容 を伝達す る標 準 メ ッセ ージ として 「出荷現

品情報(情 報区分4002)」 が規定 されてい る。今回は、 これをベ ースに15の 輸 出関 連

項 目を追加、26の 国内専用項 目を削除 して 「輸出用 出荷現 品情報」 を制定 し、情報区

分を4071と した。 追加項 目、削除項 目の内訳 は、 「EDIに 関す る調査研究 開発 報 告 書

－ll鉄 鋼業 界のEDI海 外接続 調査研究 平成10年3月 」を参照。

(2)「 輸 出用熱延検査成 績情 報」 の制 定

既存 の 『鉄鋼EDI標 準』 では、鋼材 の検査成績書(ミ ル シー ト)の 内容を伝 達す る

標 準 メ ッセージが品種毎 に用意 され、熱延鋼板につ いては 「熱延 検査成績 情報(情 報

区分6001)」 が規定 され てい る。 「輸 出用熱延検査成 績情報」 は、 これをベ ースに9の

輸 出関連項 目を追加 、9の 国 内専用項 目を削除、3項 目を名称変 更 して制 定 し、情報

区分を6071と した。追加項 目、削除項 目、名称変更項 目の 内訳は、rEDIに 関す る調査

研究開発報告 書 －ll鉄 鋼業界 のEDI海 外接続調査研究 平成10年3月 」を参照。

(3)「 船積通知情報」 の制定

接続先企業か ら要望 のあった 「船積みお よび現地へ の到着予定 日に関す る情報 」に

ついては、既存 のr鉄 鋼EDI標 準』にはないため、新 たに開発 し、情報 区分 を4072と

した。本 メ ッセージでは、発注番号を キーに、そ の 内容(規 格 ・寸法 ・員 数 ・質 量

等)と 、積載 した輸送船 が 日本 の最終港を 出港 した 日お よび現地 に入港 す る予定 日な

ど伝達す る内容 にな っている。

3.5.2海 外接続用標準 メ ッセージの英文化

海外接続用 に開発 した標 準 メ ヅセ ージは、海外の取 引先に提示す るものであ り、当然

のこ となが ら、英文化 す る必要 が ある。

今 回、海外接続用 の3メ ッセ ージを英文化す るに当た って は、 まず翻訳業者 に原案作

成を依頼 し、 これ を もとに以下 の観点か ら修正 を行 って最終稿 とした。
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・鉄鋼 メーカー、商社 が社 内で使用 して いる慣用表現 ・帳票 との整合性

・米国AIAGに おけ る使用表 現 との整合性

・JIS検 査項 目の英文名称 との整合性

・CIIシ ンタ ックスル ールの英文刊行物 との整 合性

3.6実 証実験の枠組み

3.6.1実 証実験 の概要

1998年 末か ら本格稼働が予定 され ているSUS社/タ イに対 して、鉄鋼EDI標 準に よ

る各種情報 を提供 し、CIIシ ンタ ックスル ールに基 づいた海外需要家 との企業 間EDIの

成立性を検証 す る。検証 の 内容は、新設 した輸 出用標 準 メ ッセージの妥当性 、海 外接続

におけ るCIIシ ンタ ックスルールの適用可否 、海外需要家 との伝送 形態及び同運 用ルー

ルの妥当性 であ る。

(1)SUS社 の概要

冷延鋼板 の製造販売を 目的 に、1995年 に タイ側6社 と 日本側5社 、及び韓 国浦項総

合製鉄の出資で設立 された合弁会社。

会 社 名:TheSiamUnitedSteelCompany,Limited(略 称SUS)

1995年10月30日 設立

工場所在 地:タ イ国 ラヨン県 イース タン工業団地 内

(マ プタプ ッ ト港近 くの新規工業団地)

サイ ト面 積:約263ラ イ(=約420千m2・ 約13万 坪)

出

事 業 内 容

資.資 本金60億 バ ーツ(約240億 円)

タイ側(60%)TheSiamCementPublicCompanyLimitedを 中

心に6社

日本側(37%)新 日本製鉄株式会社

川崎製鉄株式会社

住友金属工業株式会社

三井物産株式会社

三菱商事株式会社

韓 国側(3%)浦 項総合製鉄株式会社

冷延鋼板(含 む亜鉛 メ ッキ用原板 ・ブ リキ用原板)の 製造 ・販売
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能 力:100万 トン/年

稼 動 予 定:1998年 末

従 業 員:約700名

(2)日 本側HCメ ーカーか らSUS社 まで商流

母材 となるホ ッ トコイル(HC)の 購買政策 はSUS社 の専管事項 であ り、現 段 階 で

は起用 され るHCメ ーカー、数量、具体的な南流 につ いて決定 していないが 、一 般 的

な輸 出の南流 か ら判 断 して、SUS社 と 日本 のHCメ ーカーとの間を商社 が仲介す る こ

とにな ると想定 され る。但 し、SUS社 か らの発注を受け 、HCメ ーカーへ の発 注 か ら

船 の手配、輸送 までを一貫 して仲介す るケース(図3-2商 社A、B)と 、 日本 国内で

のHCメ ーカーへ の発注 のみ を分担す るケース(図3-2商 社C、D)に 大別 され る。

図3-2想 定 され る南 流

(3)日 本側HCメ ーカーか らSUS社 までの物流

積載量が約1万 ～2万 トン級 の輸 出本船を使用(図3-3参 照)。

本各メーカーから輸出

でタイ/マ プタブッ

港へ(約10日)

図3-3SUS社 までの物 流
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3.6.2実 証実験の参加企業

前述 の通 り、実際に起 用 され るHCメ ーカーや商社 は まだ確定 していないが 、 当該 南

流に何 らかの形で参加す ると思われ る 日本側 出資 者5社 で実 証 実験 を行 う。 つ ま り、

HCメ ーカー として新 日本製鐵(以 下新 日鉄)、 川 崎製鉄(以 下川鉄)、 住友金属工業(以

下住金)の3社 、商社 として三 井物 産(以 下三 井)、 三菱 商事(以 下三菱)の5社 が メン

バ ーとなる。 また、商流に おけ る商社 の関わ り方 も前述 の通 り幾つ か想定 され るが、当

実験 において は、三井、三菱が 当該商流 に一貫 して関わ る ことを前提 に、その南流上可

能なデータに 限定 し伝送す る。

国 内に於 いては、商流に関わ らず メーカーか ら需要家へ直接伝送す ることが あるが、

今回HCメ ーカー各社 は、海外 との伝送回線 を保有 していな いため、商社が保 有 す る現

地拠点 との専用線を活用す る こととす る。つ ま り、HCメ ーカーは必要 な情報 を 商社 本

社に伝送 し、商社がこれを中継 して現地拠点を経由してSUS社 まで伝送す る形態を採

用す る。従 って、HCメ ーカー と商社間のEDIは 、国 内で取 り交わ してい る既存 の運 用

ルールの範疇 で実 施 され 、商社 とSUS社 の間 で、新 たにEDIに 関す る覚え書 きが締結 さ

れる。

海 外
(新 設)

国 内
(既 存)

≧∈ 〉∈

'N

新 日鉄

、 ノ

'現'

地
拠
点

7「

三 井

本
社

・ ■ ≡ ■,

'

SUS社

、

・/

、
＼

∠

'「

川 鉄

㌧ ノ

・＼'

＼

現
地
拠
点

三 菱

本
社

「

∠

専用回線 VAN

7、

住 金
Lノ

図3-4参 加企業 とデ ータ伝送概 念 図
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3.6.3対 象 メ ッセー ジ とSUS社 での活用方法

SUS社 へは、輸 出用 出荷現 品情報(Shipnotice/manifest)、 輸 出用熱 延検査成績情報

(Informationaboutinspectionrezult)、 船積通知情報(Shippedadvice)、 バ ー コー ド印

字現品 ラベル(Steelindustrybar-code)が 提供 され る。そ れぞれ の活用方法 は以下の通

りである。

(1)輸 出用 出荷現 品情報

HCメ ー カーか ら出荷 された母 材の規格、サ イズ、質量 、仕様等 の一 品単位 の情報。

SUS社 は、月間4000～5000コ イルを使用す る と想定 され、これを現品 のラベルか ら読

み と り、彼 らの生産管理 システ ムにハ ン ド登録す るのでは、そ の登録負荷 も膨大な上、

誤登録 があ った場 合は、誤生産 や設備 トラブルを引 き起 こす可能性 もある。

(2)輸 出用熱延検査成績情報

HCメ ー カーか ら出荷 された母 材の化学成分、機械試験値 等 の一 品単位 の情報 。 製

品 の品質保証上母材 の化学成分値 は必須で項 目であ り、 これをHCメ ーカー よ り提供

され る ミル シー ト(紙)か らハ ン ド登録す るのでは、そ の登 録負荷 も膨大な上、誤 登

録が あ った場合 は誤 生産や誤 出荷につ なが り、需要家か らの信頼 を大 き く逸 失す るこ

とに なる。

(3)船 積通知情報

輸 出本船 が出港 の都度商社 か ら発行 され る契約番号単位 の情報。船積最終港の出港

日、 マプタプ ッ ト港 への入港予定 日、輸 出本船名、船積数量 ・質量等が データ化 され

ている。HCメ ーカーか ら1週 間に1～2船 のペース出荷 され た母材 は、マプタプ ッ ト

港 で水切 りされ 、 トラ ックでSUS社 の材料 ヤー ドに搬入 され る。 これを効率 的に行 う

に は、 いつ ごろ どんなHCが どの船で入港す るのかを事前 に把握 し、港 で のバ ースの

確保、荷役 スケ ジュールの立案 、陸送業者 の手配、材料 ヤ ー ドの荷繰 りを計画的に実

施す る ことが必要 とな る。 また、(1)の輸 出用 出荷 現 品情 報 とマ ッチ ング して 、材 料

ヤー ドでの搬入 チ ェックに も活 用す る。

(4)バ ー コー ド印字 現品 ラベル

SUS社 では、HCの 搬入か ら冷 間圧延 までの現 品 トラ ヅキ ングにバ ー コー ドを活 用

す る。HCメ ーカーか ら現品 ラベ ルに印字 されたバー コー ドは、HC入 荷 時にスキ ャン

され 、事前 に伝送 されていた(1)の輸出用 出荷現品情報 、(2)の輸 出用熱延検査成績情報

とのマ ッチ ングに活用 され る。 また、それ 以降もHCが 移動 の都度 このバ ー コー ドを
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ス キ ャン し、現 品 を トラ ッキ ン グす る。

3.6.4各 情報の作成 とSUS社 までの伝送スケ ジュール

(1)HCメ ーカーが作成す る情報

①輸 出用 出荷現 品情報、②輸 出用熱延検査成績情報、③バ ー コー ド印字現品 ラベル

の3種 類 である。この うち① と② は、HCの 出荷に応 じて商社 に伝送 され、その当 日か

ら数 えて2営 業 日を 目処 に商 社経 由でSUS社 に伝送 され る。両情報 とも国内では運用

済みだが、SUS社 に提供す るた め輸 出専用項 目の追加や名称 の英字化が必要 とな る。

③ は製造工程 の最終 ライ ンで現 品に添 付 され る。 バー コー ドの仕様 や記載項 目は国内

と同様 だが、輸 出用 に記載項 目タイ トル名を英字化す る必要 が ある。

(2)商 社 が作成す る情報

船積通知情報 は、 メー カーか ら伝送 されて きた輸 出用 出荷 現品情報を元に、商社 内

の受渡 システ ム等 か らデー タ提供 を受け、不足項 目を追加 して編集す る。当該本船 が

日本 の最終港 を出港後3営 業 日に伝送す る。

SUS社 商社 HCメ ー カ ー

1
1検 査成織l

l

1出荷現品劇

1船髄 知情報F
1

図3-5情 報発信ル ー ト

(3)各 情報の伝送項 目

今回、海外接続用 として情報区分を個別に付与 し、国内とは別の標準メッセージを

新設 したが、今実証実験では、伝送費用削減を目的に同標準内でSUS社 が必要な項 目

に限定して伝送することとす る。特に、輸出用熱延検査成績情報は化学成分値に限定
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され るため、項 目数は約1割 に減 少す る。各情報 の具体 的伝 送項 目はrEDIに 関す る

調査研究 開発報告 書 －ll鉄 鋼業 界のEDI海 外接続調査 研究 平成10年3月 」を参照。

(4)運 用 ルール

輸 出用 出荷現 品情報:新 規デ ータのみ運用。

輸 出用熱延検査成績情報:原 則新規及 び取消 しデ ータを運用。伝送 した情報に訂 正

が生 じた場合は、+新 規デ ータを伝送。

船積通知情報:新 規データのみ運用。伝送 した情報 に訂正が生 じた場 合

は、取消 しデ ータは送 らず 再度新規 で伝送。

(5)伝 送 スケジ ュール

HCメ ーカー一商社 間については、既存 の運用ル ールに則 りデータ編集都度VANの

商社 メール ボ ックスに投函 、商社は定期 的に これを回収す る。商社 －SUS社 間は、毎

日1回 、現地時間 の3時 ～5時(日 本時間5時 ～7時)に 伝送す る。デ ータがない 日

は0件 デ ータを伝送 し確認 を とる。万が一不具合が生 じた場合 は商社 か ら再送す る。

3.7実 証実験におけ る課題 と対応

3.7.1通 信環境整備

(1)日 本 一タイ間の ネ ッ トワー クにつ いて

今回の実証実 験 におけ る通信 回線 の選択 に関 しては、 以下 の二つに分類 して考 えた。

① 日本 国 内のEDI:高 炉 メーカー商社間

② 日本 一 タイ間 のEDI:商 社－SUS社(在 タイ)

上記の内① につ いては、94年 か ら鉄鋼業界 で標 準化 された方式、即 ちIBM-VAN

経 由デ ータ交換 す るこ とで、問題 な く関係者 の合意が とれ た。

一方 、商社 一 タイ間について は、鉄鋼業界で初 めて実 施す る国際EDIで もあ り、次

の方式 を比較検討 した。

① 国際公衆 回線

② 国際専用 回線

③ イ ンターネ ッ ト

今 回の鉄鋼EDI海 外接続実証実験を実施す るにあた り、先ず考 え られ るのは接 続形

態 はイ ンターネ ッ ト網 の利用 で ある。然 し、今回伝送 す るデ ータは、本邦高炉 メーカ

か ら出荷 され る熱延 コイルが、タイのSUS社 の荷物 が届 く前に確実、正確に到着 して
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いる ことが必要 で あ りイ ンターネ ッ ト網では信頼 性に欠け、 またイ ンターネ ッ ト通信

はセキ ュリテ ィ技術 が発展途 上で ある事か ら今回の実証実験 での適用 は好 まし くない

と判断 した。

国際公衆回線は、経 済面で利点が あるものの、 日々のデ ータ伝送 の システ ムの運用

性即 ち確実にデ ータが届 いて いるか否かを監視で きない とい う問題 が残 り、また タイ

国内の ローカル電話 回線の品質 も危惧 され る事項 と して問題提起 された。

この結果、国際専用 線の検 討を開始 した。

国際専用線を使用す る場合、月額の使用料が高 く、一般 的には採用が困難 で あるが、

商社 が海外各拠 点に展 開 して いる事務所 と既に電話 ・FAX・ 電 子 メ ール ・デ ー タ通

信 の為 にすでに敷設 してい る国際専用線に相乗 りす ることに よ り、今回新規 に敷設す

る専用線は、Bangkok-Rayongの タイ国内専用線部 分 とな り、費用 的には 日本 国 内専

用線 とほぼ 同等 の使用料を追加 で支払 うだけで実現 できる ことに なった。国際専用線

は専用線故第三者 の進 入 の危険性 は極 めて低 く、 セキ ュ リテ ィ上 の問題 もク リアされ

てい る事か ら、 当実験で は商社 国際専用線 を介 した専用線接続形態 とした。

(2)通 信 プ ロ トコル の選定経過

国際EDIを 実 施す る際の通 信 プ ロ トコルの選定 に あた っては、以下 の事項を考慮 し

た。

・国際EDIで デフ ァク トス タンダー ドとな ってい る通信 フ.ロトコルであ ること。

・今回の実証実験参加各社 が使用す る予 定 のH/W及 びS/W環 境 使 用可 能 な こ

と。

・タイ現地 で調達可能 であ り、保守 もタイ現地 で受け られ ること。

・経済性 、信頼性 に優 れて いること。

従来、 日本国 内の企業 一企 業間EDIで 一般 に使 用 され て い る通信 プ ロ トコル は、

rBSCま たはSDLCフ.ロ トコル」で ある。然 し乍 ら、今回実証実験参加各社 が使用す

るH/Wが 、UNIX機 やPCサ ー・ミ等一般的に 「オ ープン環境 のH/W」 と呼ばれてい

る機種であ った為 、オ ープン環境 の通信 プ ロ トコル としてデフ ァク トスタ ンダー ドに

な っているfTCP/IP」 を選 択す ることと した。

(3)フ ァイル転送 用 ソフ トの経過

今回のEDIは 、企業一企業 間の ファイル転送型EDIで あ り、 この形 態 の 日本 国 内

EDIに おいては 「全銀手順」 が事実上 のデ フ ァク トスタ ンダー ドにな っている。然 し
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乍 ら、今回の国際EDIに おいては、全銀手順 は 日本固有な方式 であ り、海外各 国で全

くとい っていいほ ど使用 されてお らず、そ の結果SUS社 が所在す るタイでS/Wの 入

手及 びサ ポー トを受け る ことが困難な こともあ り、断念せ ざるを得 なか った。

この為 、TCP/IPプ ロ トコルで稼 動す るフ ァイル転送 用 パ ッケー ジS/Wを 調 査

した。 この中で今回 の実証実験 参加各社 よ りTCP/IP環 境 で使用 実績 の あ る フ ァイ

ル転送 用 ソフ トとして、以下 の ソフ トが紹介 され、鉄 鋼EDIセ ンタ ーで比較 検討 し

た。

① ス ター リング コマース社 の 「コネ ク トダイ レク ト」

② コンピ ュータア ソシエ ーツ社 のrCA-UNICENTER」

③ 全銀TCP/IP

比較検討 の結果 、 これ らの ソフ トは機能的には今 回の国際EDI実 施 に使用可能 と判

断 されたが、① 及び②については、様 々な機能 を有 してい ることもあ って、購 入価 格

お よび保守料 が高 く、今回の 目的に照 らす と、経済性の面で難 があ った。 また③につ

いては、産業情報 化推進 セ ンターの紹介 で、 同 ソフ トをパ ッケー ジとして開発 してい

るい くつか のベ ンダーか ら開発状況 、サポー ト状況の ヒア リングを行 ったが、 当該S

/Wが 英語化 され ていない ことや タイ国内のサポー ト体制 に難i点が あ りこれ も断念

せ ざるをえな っかた。

こ うした 状況 下 、 実証 実験 参 加 して い る三 井物産 ㈱ よ り、 同社 社 内で 開発 し、

UNIX-UNIX及 びUNIX-NTサ ーバ間の ファイル転送 ソフ トとして96年 か ら使用

され ている 「簡易 デ ータ転送 システム」が紹介 された。

当該 ソフ トの機能 と しては、オープンなUNIX及 びPC-NT環 境 でフ ァイル転送用

と して一般的 に使用 され ているFTP及 びRemoteShellProgramを 利用 した ミ ドル ソ

フ トで あ り、以下 の付加機能を持 ってい る。

・商社 か ら転送 した ファイルが確実にSUSに 到着 し、正 常 に フ ァイ ル転 送 が終 了

してい るか、送信側 で確認 できること。

・ファイル受信完 了後、受信側で必要 な次のJOBの 起動可能 な こと。

・受信 が正常に完了 しない場合、障害切 り分けに必要な情報が得 られ るこ と。

今 回の国際EDI伝 送 の運用 上必要 なの要件 を十分満たす こと及び実験参 加企業の三

井物産㈱ で運用 実績が あることか ら、実証実験各社協議の結果 、今回の実証 実験 では

同 ソフ トを採用 す ることにな った。
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三 井物 産 ㈱ の 「簡 易 デ ー タ転 送 シス テ ム」 の概 要 は 次 の通 りとな って い る。

シス テ ムの 基本 とな るJOBはFTPで あ る が、 正 常 終 了 か 否 か を 判 断 出 来 るStatus

をReturnす る機 能 を 持 って い る。

簡 易 デ ー タ転 送 シス テ ムは 、UNIX(伝 送 商社)⇒WindowsNT(SUS社NT-

Server)で のデ ー タ転送 行 うた め の ツ ール で あ る。 た だ し、 非 同 期転 送 や 振 分 け/集

約機 能 、 コ ー ド変 換 等 の機 能 は実 装 され て お らず 、純 粋 に フ ァイ ル転 送 を 目的 と した

ツ ール で あ る。

当 ツー ル は大 き く分 け て

・簡 易 デ ー タ転 送 マ ネ ー ジ ャ(Mifcpmgr)

・簡 易 デ ー タ転 送 モ ジ ュー ル(Mifcp)

・簡 易 デ ー タ転 送 サ ー バ モ ジ ュー ル(Mifcpsrv)

で構 成 され て い る。

簡 易 デ ー タ転 送 マ ネ ー ジ ャ(mifcpmgr)は 、 伝 送 商 社 とな るUNIX(ク ラ イ ア ン

ト)上 に存 在 し、 ク ライ ア ン トの ユ ーザ 名 、 パ ス ワー ド、 サ ーバ 名 、 サ ーバ ユ ーザ 名

等 を 格納 す る簡 易 デ ー タ転 送 情 報 フ ァイ ル(.mifcpmgr)の 管 理 を 行 う。

簡 易 デ ー タ転送 モ ジ ュー ル(mifcp)は 、伝 送 商 社 とな るUNIX(ク ライ ア ン ト)に

存 在 し、 フ ァイ ル転 送 を実 施 す る実 行 モ ジ ュール で あ る。mifcpを 実 行 す る こ と で 、

SUS社 のNTサ ー バ上 のrsh(RemoteShell)を 実 行 し、rshが 簡 易 デ ー タ転 送 サ ー バ

モ ジ ュール(mifcpsrv)を 起 動 す る。rshはmifcpsrvが 正 常 終 了 した か否 か を判 断 し、

StatusをUNIXク ライ ア ン トへReturnす る仕 組 み とな って い る。

簡 易 デ ー タ転 送 サ ーバ(mifcpsrv)は 、SUS社 のNTサ ー-7〈上 に 存 在 し、FTPの 機

能 を利 用 して フ ァイ ル 転送 を 行 う。

簡 易 デ ー タ転 送 シス テ ムを 利 用 す る に あ た って、 留 意 す べ き点 が あ るの で下 記 す る。

・Windows-NTのRemoteShellサ ー ビス は、 ク ライ ア ン トの ユ ーザ に対 して マ シ

ン単 位 で権 限を委 譲 す るた め 、rshを 使 って ア ク セ スす るユ ー ザ が 当 該 マ シ ン上

で実 行 す る処 理 を 制 限 す る こ とは事 実 上 不 可 能 で あ る。 こ の 点 に 関 して は 、 セ

キ ュ リテ ィ上 非 常 に 問 題 が あ る た め 、 ク ライ ア ン ト側 の処 理 は バ ッチ処 理 の み に

限定 し、対 話 形 式 で の利 用 は避 け な くて は い け な い。

・Windows-NTのRemoteShellサ ー ビス で は、タイ ム ア ウ ト時 間 が10分 に 固 定 さ

れ て い るた め デ ー タ転 送 の処 理 時 間 が10分 を超 え る とエ ラ ー とな る。
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・日本 語 フ ァイル 名 は、UNIXとWindowsNTの 漢 字 コ ー ドの違 い か ら使 用 で き な

い 。

(3)疑 似通信 テス ト環境 における事前検証

今回 の国際EDIの システ ム環境 は、実証実験各社 において初 めての通信 、システ ム

環境で あ り、商社東京本社－SUS社Rayong,Thailand間 の実際 の通 信環 境 が 整備 さ

れ る以前 に、各商社 内に疑似通信 テス ト環境を構築 し、事前に今 回使用す るハー ド及

び関連 ソフ トを使用 して、各種通信環境設定及び機 能、性能 テス トを実施 した。

この結果 につ いては、rEDIに 関す る調査研究開発報 告書 －ll鉄 鋼業 界 のEDI海 外

接続調査研究 平成10年3月 」を参 照。

3.7.2「Cll標 準企業 コー ド」 の取得

CII標 準に よるEDIを 実施す る企業は、すべか ら く 「CII標 準企業 コー ド」を取得 す

る必要 があ り、それは海 外に立地 す る企業 であ って も例外 ではない。今 回、接続実験 を

行 うに当た って、SUS社 のrCII標 準企業 コー ド」取得 についてCIIに 問い合わ せた と

ころ、 以下 の見解 が示 された。

・CIIと しては、世界 の全て の国が、 当該国の標準企業 コー ドを発番 ・管理す る機 関

を有す るよ うにな ることが望 ま しい と考 える。

・東南 ア ジア諸 国等の現状をみ ると、現状 はそれ までの過渡期 とせざ るを得 な く、 当

面 は、海外企業について もCIIが 「CII標 準企業 コー ド」 を発番 ・管理す る。

・海外 に立地す る企業の登録 ・更新 費用は、上記 の考 え方 に基 づ き、無料 とす る(但

し、海 外に本社が あ り、わが国に立地す る企業 は対象外)。

・登録 お よび更新 は、国 内企業 と同様 の手続 を、窓 口業界 お よびパ ー トナ ーの 日本企

業 が代 行 して行 う。

・海外企 業に特有 の番号帯は特に設け ない。

上記見解 に基づ き、SUS社 につ いては、聞鋼材倶楽 部 鉄鋼EDIセ ンターが手続 きを

代行 して 申請を行い、CII標 準企業 コー ドとして、 「154002」 を取得 した。

3.7.3接 続先 企業への研修

今 回の接 続先企業 であるSUS社 が立地す るタイでは、 これ まで に企 業 間EDIの 実 施

例 がほ とん どな く、 いわ んやCIIシ ンタ ックス ・ル ールや可変 長 フ ォーマ ッ ト等 には全

一97一



く無縁 の環境 にあ る。 また、SUS社 は実証実験後 も、EDIシ ステムを実運用 してい く予

定で ある。

こ うした ことか ら、SUS社 にEDIの 活用方法を示 し、 シ ステ ムを担 って い くSEに

EDIの 基本概念やCII標 準を理解 しても らうことは極 め て重 要 で あ り、 か か る観 点か

ら、「鉄鋼EDIセ ンター」では、SUS社 幹 部お よび来 日中 のSEを 対象に研修を行 った。

研修に当た っては、内容 に応 じて各界 の有識 者に講義を依頼 したが、言葉 の壁 に加 え、

英文資料が必ず しも十 分 とは言 えず 、今後CII標 準が国際化 を 目指 してい く上で は、一

つの課題 にな ると思われ る。
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第4章 今 後 の 検 討 計 画

4.1問 題点 とその解決手 法

当プ ロジ ェク トは、具 体的な場 と して鉄鋼業界を選択 し、CII標 準 による海外接続EDI

実施 のための準備 を今年 度(平 成9年 度)に 実施 した。

この準備 の段 階で発 生 した様 々な問題 点/課 題につ いては、当面の運用実験 に支 障が出

ない よ うに解決策 を検討 し、実験用 の システムを構築 した。 これ らの解決策 が有効 か ど う

か は、来年度(10年 度)の 運用実験結果を見て評価 をす る必要が ある。さらに、それ らの

解決策 は、当面 の運用 実験用 と して検討 されてお り、海外接続EDI－ 般 に適用 で きるか ど

うか は、 まだ不 明であ る。

そ こで、解決策 が妥 当であ ったか ど うかの確認 と、その解決策 の一般化が、来年度 の課

題 になる。

次 に、業務合理化効果 について も、運用実験の実施を通 じて確認す る必要が ある。

4.2来 年度 と検討計画

前述 した 問題点/課 題 に関す る解 を得 るため、来年度(10年 度)の なるべ く早い時期に

運用実験を 開始す る。

次に、運用実験結果 を分析 し、以下 の点について評価 を行 う。

・今回 の海外接続EDIシ ステ ムに適用 された各種 解決策 の有効性

・そ の解決策 の一般化

・メ ヅセージの妥 当性

・CII標 準 の海外接続EDIへ の適用可能性

・EDI導 入 に よる業務合理化効果

さらに、 この運用実験結果 を踏 まえ、将来 の国際EDIの あ り方につV・て、 と りまとめを

行 う。
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中小企業向けEDIシ ステムの開発第V部





第1章 背 景 と 目 的

1.1ED1の 進展

取 引業務合理化 ツール と して のEDI(ElectronicDataInterchange:電 子デ ー タ交換)

は、大手企業を中心 と して普及 が進 んでいるが、ここ4、5年 の普及の特徴 は、取引量 の少

ない中小企業 との取 引に も導入が進み始 めた ことである。

それ まで、大手企業 では、取引量 の多い大手取 引先 との取 引にEDIを 導 入 して きた。そ

のため、EDIは 、大手企業 間の ツール とい う認識が一般 的 で あ った。 大 手企 業 か ら見 る

と、大 口の取 引先(そ れは通常大手企業)にEDIを 導入 す れ ば、取 引金 額 の8割 につ い

てEDI化 され るが、取 引件数ベ ースで見 ると、全体 の2割 に しか ならない とい う。 このた

め、EDIを 導入 して も、期待 した程 の業務合理化は達成 されな い と言われ てお り、取 引件

数 ベースでのEDI化 率 の 向上が最大の課題 とされて いる。

その一方 で、EDIの 質 の向上 も活発 である。従来、EDIは 受発注処理 とい うのが、半 ば

常識化 していたが、 ここ4、5年 の間に納 入処理(物 流)へ の適用 が、試 み られ る よ うに

な ってきた。 まだ本格 的な導入は始 まってはい ないが、発注者 、受注者 、倉庫業者 、運送

業者 な ど、それ ぞれ の立場 か ら、納 入処理(物 流)へ のEDI導 入 を検討 して い る。 昨年

(平成9年 春)に は、通 商産業 省 と運用省が共 同で物 流大綱 を告示 したが、その中で も、

EDI導 入 よる高度物流 の実現 が 目標 の一つにな ってい る。

この ような状況か ら判 断 され ることは、次の よ うな ことに な る。すなわち、大手企 業は、

・今後 とも徹底 した取 引のEDI化 を進め る。その大 きな理 由の一つはsEDI導 入効果 を高め

るため に、取 引件数 ベ ースでのEDI化 率の向上 を図るた めであ り、今一つ は、納 入段 階へ

のEDI導 入 に よ り、 さらにEDI化 に よる合理化を進め るためである。

これ ら大手企業 の動 向は、 これ までEDIに あま り縁 のなか った中小企業に、直接 、大 き

な影響 を与 える。大手企業が取 引件数ベースでのEDI化 率 の 向上を図ろ うとすれ ば、それ

までEDI化 の対象 にな らなか った中小企業 も、EDI化 の対象 にな って くる。事実、電 子機

器業界 の大手企業 は、取 引先 中小企業(下 請企業)を 集めて、EDI導 入の説 明や導入 ア ン

ケー トを、頻繁 に実施 してい る。流通業 な どでは、EDI化 に非協力的な納入業者 は、いず

れ取 引を打 ち切 られ る とい う噂 も流 れている。 もはや、中小企業 で もEDI化 に対応 しなけ

れば、 ビジネ スそ の ものがで きな くなる時代が到来 してい る。

中小企業 と言 って も大 小様 々であ る。今、EDI化 とい う情報化 で大 きな課題 を抱 え始 め
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た のは、資 本金1億 一従業員100名(製 造業)の 規模 よ りも大 きい、中堅の中小企 業 で あ

る。 この中堅の中小企業 で も、思 った程に は情報化 してお らず、当然EDI導 入 も進 んでい

ないのが実情で ある。それ よ り小 さい小規模企業や零細企業 では、 まだ、EDI化 の対象外

と言われてい る(例 外 はある)。

いずれ、小規模企業 や零細企業 に もEDI化 の波 が押 し寄 せ る可能性 があ るが、当面の最

大 の課題 は、中堅中小企業 の情報 化やEDI化 だ と考え られ る。

1.2導 入 コス ト

中小企業へ のEDIシ ステ ム導 入時 の大 きな壁 は、導入 コス トである。過 去10年 以上 に

渡 って中小企業 の情報化 に関す る努力が続け られてい るが、画期的 な方策 はまだ見つか っ

ていない。 これ までは、 コンピ ュータの共用化(1台 の マシ ンを複数 の中小企業で使 う方

式)に よって、1社 当た りの導入 コス トを 、相対的に引 き下げ る手法 が中心 であった。

この方式 の問題点は、同一 の コンピュータセ ンターを使 う中小企業 では、内部 の業務処

理をすべて同一 に しなければ な らない とい う点にあ った。例 えば、あ る中小企業 が、深夜

に処理を したい と思 っても、 コンピュー タセ ンターの運用 時間は一律 に決 め られてお り、

特定 のユーザ ーのわ がままで運用 時間を変 更す ることはで きない等 の問題 があ った。

しか し、1990年 頃か ら この状 況 は変 わ って きた。 ハ ー ドウ ェア の進歩 に よ り、 コン

ピュータの画期 的な価格低下 が始 まったか らで ある。特 に、パ ー ソナル コンピュータ(パ

ソコン)は 、それ までのホ ビー用 途専用か ら、 ビジネス用途 を包含で きる協力な処 理能力

を有す るようにな るとともに、価 格 も半分以下にな った。パ ソコンを活用すれば、それ ま

で夢 と考 え られていた中小企業 で の 自営 のシステムが、実現可能にな った。 さ らに、通信

ネ ッ トワー クの整備 が進 み、オ ンライ ンシステムは、 ご く当た り前 の体系 にな ってきた。

す なわち、中小企業へEDIを 導入す るた めに必要 なイ ンフラが整 って きた のであ る。

これに、ソフ トウェアの価格低下 が加わ れば、中小企業へのEDI導 入 コス トは解決 され

ることにな る。残念なが ら、 この最後 の条件 がまだ満 たされ ていない。 ソフ トウェアの価

格は、む しろ上昇気味で あ り、中小企業 へのEDI導 入上 の大 きな壁 にな っている。価格上

昇の主た る原 因は、以前に比べ て高機能 な業 務処理 システ ムが必要 にな ってい ることであ

る。以前の情報化 であれば、社 内用 の業務処 理 システ ムを構築す れば良か ったが、最近 は

それに加 えてEDIを 追 加 しなければな らな い。取引先であ る大 手企業 の業務処理 システ ム

の高度化に伴い、対応機能 も高度化 してい く(例 えば、バー コー ドの発行)な どが理 由と

一102一



な り、 ソフ トウェア生産性 向上分をすべて帳消 しに している。

したが って、 これか らの中小企業用 システムの主な課題 は、 ソフ トウ ェアを安価 に開発

す る方法 で ある。

1.3中 小企業EDlの ニーズ

中小企業 でEDIが 必要 か ど うかは、議論 が分かれ ると ころである。少な くとも、大手企

業 では、取 引先 にな って いる中小企 業へのEDI導 入を期待 してい ることは確かで あ り、広

い意味では、 ニーズであ る。一方 で、中小企業 自身が どうの よ うに考 えているかを明確 に

す る ことは、難 しい。

これ までに、 ア ンケー ト調査 が各方面 で実施 され て い るが 、そ の結 果 を 見 るか ぎ り、

EDI導 入 ニーズが高 いのか低 いのか、 よく分か らないのが現状 であ る。そ もそ も、中小企

業 がEDIそ の ものを理解 して いるか どうかが不 明であ り、明確 な結果 を期待す る ことが、

無理な のか も知 れない。

一部 の中小企業 では
、EDI導 入 ニーズが大 きい とい うよ り、経営者 が、業務上 の効果 を

と りあえず棚上げ して導入 したい希望 がある、 とい うことが言われてい る。 しか し、全般

的には中小企業 自身 のEDI導 入 ニーズは少ない とい うのが、中小企業指導員や コンサル タ

ン トの一致 した見解 であ る。次の よ うな理 由が考 えられ る。

・EDIが よ く分か らない。

・業務上 の効果 が明確 でない。

・企業に とって間接 部門 の投資 である。生産機械 の新 規購 入 の方 が経営上 の効果 が大 き

い 。

・対応 できる人がいない。

・情報化 に興味 がない。

現状では、導 入へ のハ ー ドルは高いので、外部強制がない と実際 には導入 されない。外

部強制 とい うと、中小企 業 の悲哀 を表す代表 とされて きたが、現実 には、外部 強制 に よる

EDIの 導入は、 中小企業 の情報化 に大 きな貢献を して きてお り、いちがいに否 定で きるも

のではない。外部強制 は推奨で きる手法 ではないが、すべて悪 として片付 けて しま うの も、

片手落 ちと考 え る。

一つ言 える ことは
、中小企業間の取引にEDIを 導入す るのは大変難 しい とい う事実で あ

る。一般的 に、 中小企業 にはEDI導 入の ノウハ ウがな く、 ノウハ ウのない中小企業 が2社
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集 まってEDI導 入を アブ.ローチ しても、なかなか 目標を達成 で きない とい うのは、考 えて

みれば、 ご く当然 の ことであ る。

そ こで、中小企業 へEDIを 導入す る第一歩 は、大手企業 と中小企業間 の取 引へのEDI導

入だ とい うことにな る。 この ケースでは、大手企業 の持 ってい るEDI導 入に関す る ノウハ

ウを活用す ることになる。 この ことが、外部か ら見た場合 、 しば しば、大手企業 の強制 と

解釈 され ることがあ る。確か に、かな り乱暴 な強制 であ るケース も散見 され るが、多 くは、

そ うでない ことを理解す る必要 があ る。

1.4ED1シ ステムの課題

そ の動機 が何であ るにせ よ、中小企業 のEDI化 は、情報化推進 の大 きな要素 である。そ

してそれを推進す るためには、価 格面で の壁 、す なわ ちEDI導 入 コス トを安価に しなけれ

ばな らない。

ここで、EDIシ ステ ムの構成 について言及す る。EDIシ ステ ムは トランス レーター、通

信 システム及びそれ らの運用 を コン トロールす る若干の運 用 システムで構成 され るとい う

説 明は、大手企業 の場合であ り、 中小企業 ではそれに業務処理 システムが追加 にな る。大

手企業 では、業務処理 システ ムが既 に整備 され てお り、 トランス レーター と通信 システム

を追加す ればEDIを 実施 できるが、中小企業 では業務処 理 システムがな い(情 報化 され て

いない)の で、 それ も加 えなけれ ばな らないか らである。 したが って、導 入 コス ト増大要

因は、いた るところにある。

価格的には、大手企業へ の導 入 よ りもむ しろ厳 しいのが現実 で、かな りの工 夫を しなけ

れば、安価 にす ることはできない。

機能仕様 について も、EDIに つ いて言 えば、中小企業用簡 易EDIと い うの は存 在 しな

い。EDIに は、大手企業用 あるいは中小企業 用 とい うよ うな区別 はない。も しあれば取 引

が不便 になるか らで ある。公 正な取引を保 証す るために、EDIは 皆 同 じ機能 でなけれ ばな

らない。すなわ ち、 ソフ トウ ェアの業務機能 は、大手企業 と同等 の ものを中小企業に も用

意 しなけれ ばな らない。唯一 の救 いは、中小企業 は大手企業 に比べ て取 引件数(処 理件数

で もあ る)が 、桁違 いに少ない こ とである。 したが って、 ハー ドウェアは比較 的に小容量

の ものが適用 で きる。

ハー ドウェアは小容量で よい ので安価 にで きるが、 ソフ トウ ェアは、大 手企業 と同等 の

ものが必要 とい う難条件が あ り、これ まで、中小企業へ のEDI導 入が少 なか った大 きな原
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因 とい うこ とが できる。

この難条件に挑戦す るのが、本 フ.ロジ ェク トの主要 な 目的 で あ り、実 際 の中小 企 業 に

EDIシ ステ ムを導入 して実証す ることが、 目標 である。

目標 達成 のために克服 しなければ な らない課題 は、何 と言 って もソフ トウェア構築費 用

の逓減 で あ り、パ ッケージ化 アブ.ローチを始め とす る各種手法 を駆使 して、フ.ロジェク ト

を推進 した。
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第2章 中 小 企 業EDIへ の ア プ ロ ー チ

2.1導 入 コス ト逓減策

本 プ ロジェク トの対象 としてい る中小企業 とは、中堅 クラスの中小企業 であ る。 この ク

ラスのEDI導 入に対す る障害 は様 々であ るが、導入 コス トは、大 きな問題 点の一つ であ っ

た。平成5年 時 点では、導入 システ ムの規模 に もよるが、 自営 の システ ムであれば、初期

費用一千万程度 は必要 であ った。 これ は、 中堅 の中小企業 に とっては大 きな投資 であ り、

第一 に、 この価格 を引 き下げ る ことが必要 であ った。

価格引 き下 げ る方 法 と しては、

① ハ ー ドウェア コス トを下 げ る。

② ソフ トウェア コス トを下 げ る。

の二 つがあるが、 当時、①のハ ー ドウェアコス トは急速に下 が ってお り、② の ソフ トウェ

アコス トの引 き下げ が急務で あった。

ソフ トウェアの価格 引 き下げ方法 としては 、以下 があ る。

① 開発 の合理化及 び効率化

② パ ッケー ジ化 に よる方法

③ 部品化 に よる方法

④ 仕様単純化 に よる方法

⑤ 仕様 の標 準化(業 務 の標 準化)

上記 の うち、① ～③ はベ ンダー側の ソフ トウ ェア開発 の工夫 であ り、④ と⑤ は導入業界

の工夫 である。いずれ の方法 も試 み られて きたが、大 きな成果 を得 られな いでいた。 しか

し、他 に方法がない ので、当 プ ロジ ェク トで も上記 の方法を取 り入れ る ことに した。

当プ ロジ ェク トで は、② と④そ して⑤を組 み合わせ る ことで、 ソフ トウェア価格 の逓減

を狙 った。 この頃、CII標 準 に よるEDI標 準化が製造業 を中心 に進行 して いたので、④ と

⑤ を効率 的に実現 で きる可能性が 出て きていた。業界 のEDI標 準化 が進行すれ ば、その業

界の中小企業 は、複数 の取 引先 に対 して同 じ業務処理手順 でEDI取 引が可能 にな り、それ

を実現す るEDIシ ステ ムを単純化 で きる可能 生が ある。 また、その業 界の中小企業 には、

すべて同一 のEDIシ ステムを導入で きるため、パ ッケージ化に よる量産 で価格を引 き下げ

る ことがで きる。

加 えて汎用 ツールの活用に よるシステム開発な ど、 開発上 の工夫 を行 えば、初期導 入費
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用百万 円も夢 ではない とい う見通 しをつ けた。

上記③ の部 品化 アプ ローチは、当時で も、最 も有力な価格逓減策 とされていた が、残念

な が ら成功事例 がな く、 この段 階での採用を見送 った。

2.2パ ッケー ジ化 アプ ローチ

パ ッケージ化 アプ ローチで、実 際に導入 コス トの削減 が可能 か ど うかを実証 す るため、

平成5年 度及 び6年 度 の2年 間に渡 って、パ ッケージを試作 し運 用実験 を行 い、そ の結果

を評価 した。

2.2.1パ ッケー ジ化 アプ ロー チの概要

具体的に は以下 に示す ような内容 で、平成5年 度 か ら2年 間、パ ヅケー ジ化 アプ ロー

チに よる中小企業へ のEDI導 入実験 を行 った。

(1)実 験 導入業界 の選択

前述 した ように、業界 のEDI標 準化が進 んでいる ことが一 つ の条 件 に な る。 平 成

5年 の段 階で標 準化が進行 していた業界は、電子機器業界、電力業界、.電 線業 界、石

油化学業 界、鉄鋼業界、建設業界な どであ るが、EDI化 の対象が中小企 業 まで及んで

いたのは電 子機 器業界及び鉄鋼業 界な どであ ったため、関係企業数の多 い電子機 器業

界 を主 な対 象 と した。

(2)ハ ー ドウ エア

ハー ドウ ェアは 自営を前提 に、容量 や信頼性 の観 点 か ら、 当初 、 オ フ ィー ス コン

ピュータ(オ フコン)の 導入を検討 した。

ハー ドウェアを 自営に したのは、

① ハー ドウェアの価 格が低下 し、 メイ ンフ レームの共同利 用でな くて も中小企業

に導入 で きるよ うにな った。

② 共 同利用 では、セ ンター設置用 の場所や保守要員 が必要で、 ランニ ング コス ト

が高 くなる。

③ 運転時間が拘束 され、中小企業 が使用で きる時間の 自由度 が少 ない(例 えば、

夜中に使用 で きない)。

な どの理 由に よる。 しか し実際 には、平成5年 頃か らパ ソコンの大容量/高 速化 が達

成 され る一 方で、価格 の急激 な低下が あ り、ハ ー ドウェアはパ ソコンを使用す る よ う
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にな った。

(3)ソ フ トウェア

ハー ドウ ェアの パ ソ コン化 とと もに 、基 本 ソフ トに標 準 的な ソフ ト(例 えば、

Windows)を 用 い るよ うに した。 その他 、汎用 ツール(例 え ば、 ビジ アルベ ー シ ッ

ク、ア クセスな ど)を 積極的 に活用 し、 コス トの削減 に努 め るよ うに した。

さらに、中小企業 に導入す るため、 日常運用 を簡 単にす ることや システ ム障害 時の

復 旧を容易 にす るた め、 システ ムの可視性 を高 め る工 夫 も重 要事項 として、盛 り込 ん

だ。

また、パ ッケージではあるが多少 の カス タマイズを可能 に し、応用 先が広 くな るよ

う配慮 す ることに した。

(4)通 信 システ ム

EDIに は必ず通信 システ ムが必要 であ り、 この価 格 も重 要 であ るが 、 当時一 般 的

な、電話回線 と同期式 モデ ムの組 合わせに よる全銀手順を用 いる ことに した。

(5)適 用業務処理

電子機器業界 の標 準に則 り、受発注 を中心 としたEDI業 務 と、その運用に最低 限必

要 な内部業務処理(受 注残管理、納 品書発行 な ど)を サポ ー トした。

(6)大 手企業 とのEDIを 対象

特定 の大手企 業 の下 請 け グル ープ に集 中 的にEDIを 導 入 す る グル ー プ導 入 は 、

EDI導 入費用を実質的に安価 にす るのに効果 的であ るが、導 入実験 時に、丁度 グル ー

プ導入を計 画 している大手企業 があ るとい う制約 が発生す るため、 グル ープ導入には

こだわ らず に、大手企業 との取 引に導入す ることに した(EDIの 一方 の当事者 は、大

手企業)。

2.2.2運 用実験の概要 と結果

パ ッケージの設計を平 成5年 度 に行 い、運用実験 は平成6年 度 に実 施 した。実験用 シ

ステ ムは、平成5年 度の設計に基づ いて3種 試作 し、表2-1に 示す3社 に導入 して運用

実験 を行 った。

表2-1に 示す各 システムは、3年 を経た今 日も(平 成10年3月 現在)稼 働 して お り、

中小企業用 の実用 的EDIシ ス テムの構築 とい う面 では、成功 した。表2-1内 の和 光化学

㈱の導入 システ ム概要 を図2-1に 示す。
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表2-1平 成6年 度(5年 度)の 実 験対象企業

モ デ ル 企 業 企業規模
コンピュー

タ利用経験 適用業務 パ ー トナー企業企

ユニオ ンマシナ リ㈱

(受注者)

8200万
200名 経験有 受注処理

松下電池工業㈱
(発注者)

和 光 化 学 ㈱
(受注者)

2700万

43名 経験有 受注処理

太陽誘電㈱,
㈱日立製作所

(発注者)

パーフェク トン㈱

(受注者)

1000万

70名 経験無 受注処理
富士通アイソテック㈱

(発注者)

太陽誘電㈱

㈱日立製作所

日 立

VAN

'　 :藁

:

DOS-V

ノぐソ コ ン

・従来 システムとの連携は、フロッピーで実施

図2-1和 光化学㈱ の導入 システ ム概 要

従来のシステム

しか し、パ ッケ ージ化 及び運用 上で、課題 が残 った。

(1)パ ッケージ化 の難 しさ

表2-1に 示す よ うに、導入先 はいずれ も電子装置 に関 わ る部 品 も し くは材 料 に 関

す る取 引を行 ってい る中小企業(す べ て納入側)で あ り、規模 も似 た よ うな中小企業

で ある。

ハ ー ドウ ェアはすべ てパ ソコンであ り、その構成 も似た よ うな ものである。 しか し、
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ソフ トウェア内容 はかな り異 な り、 これ ら3種 を合体 して一つ のパ ッケージにす るの

は到底不可能 である。なぜ この ような違いが 出るのか と言 えば、次 の ようにな る。

① 今 回導入 のシステムをEDIの フロン トエ ン ドと位置づ け、既 にある社 内システム

と連動 させ ている場合 と、既 にある社 内システ ムも含め て作 り直 した場合 とが ある。

現実 の導入 では、 この2つ のケースは どち らで も起 こ り得 る。

② 管理用 の打 出帳票が異 なる。導入先が必要 とす る打 出帳票 は、企業に よって千差

万別 であ り、統一す る ことは不可能 である。

③ 同様 に、入力画面 フ ォーマ ッ トもそ の好 みは導入先に よって異 な る。無理 に統一

す ると、 入力 ミスにつ なが り易い。

④ 業界標 準化 とい って も、最近 の標準化 の特徴 は 自由度 の高 さで あ り、業界標準 を

使用 してい るとい って も、実 際には、企業 ごとにかな りの差 異が ある。

上記の よ うな理 由で発 生す る差 異は、パ ヅケー ジの カス タマイズで対応 で きる範 囲

を越 えてい る。

(2)運 用上の問題

中小企業で は、大手企業 の よ うに 自身 でシステムを開発 した りイ ンス トールす るこ

とはで きない。 したが って、一般 的に は開発や イ ンス トール は、専 門 メーカーに依頼

す るのが普通 であ り、 これ が導入 コス トにな る。 このプ ロジェク トの 目標 は この導入

コス トの引 き下げ である。 しか し、た とえ導 入 コス トが安価 にな って も、 まだ問題 が

あ る。それ が運用 コス トであ る。

もっとも通 常で あれば(EDIシ ステ ムが順調 に稼働 していれば)、 運用 コス トが問題

に なることはない。 しか し、ひ とたび トラブルが発生す る と トラブル対応が できず、

そ の復 旧のために、専門 メーカー(開 発者)の 手を借 りなけれ ばな らないのが現状で

ある。 この コス トが問題で ある。

慣 れて くれ ば、何時か は 自身 で復 旧で きる よ うになるか も知 れないが、現状 では専

門 メーカーのサポ ー トが不可欠 であ り、サポ ー トコス トの引 き下 げが必要 であ る。 こ

の問題について、新 しい こころみを実施 してい る専門 メー カーが既に あ り、その結果

が期待 され る。
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2.3小 規模企業へ の適用

平成5年 度か ら6年 度 にかけての実験 では、未解決 の問題 が残 った ものの、 中堅 の中小

企業 に実用 的なEDIシ ステ ムを導入す ることは可能だ とい うことが実証 で きた。そ こで平

成7年 度 に、この発想 を拡大 し、小規模企業への実用的なEDIシ ステ ムを導入可能か ど う

かにつ いて、運用実験 を行 った。

2.3.1基 本 的な考 え方 と実験対象企業

平成6年 度 までに開発 されたEDIシ ステムを、小規模企業へ 適用す る ことを 目標 に、

運用実験 を行 った。とは言 って も、一般 的に小規模企業へ平成5・6年 度 の結果 を適用す

るのは、無理 であるため、徹底 的に カスタマイズす るか、あ るいは、仕様書 のみを再利

用 して、小規模企業 へ導入す ることを 目標 に した。

そ の他 の条件や 目標 については、平成5・6年 度 と同 じで、導入先企業 の規模 が違 うだ

けであ る。

実際 に導入 した小規 模企業 を表2-2に 示す。標準化 の進 んだ 業界 が対 象 とい うこ と

か ら、電子機器業 界 の小規模企業 が多 くなってい る。表2-2内 の杉本 印刷㈱及 びスズ モ

ト㈱ の導 入 システム概要 を、それ ぞれ図2-2、 図2-3に 示す。

表2-2平 成7年 度の実験対象企業

モ デ ル 企 業 企業規模
コンピュー

タ利用経験 適用業務 パー トナー企業

㈱竹田精機製作所
(受注者)

560万

45名 経験有 受注処理
東京エ レク トロン㈱

(発注者)

杉 本 印 刷 ㈱
(受注者)

1000万

数 名 経験無 受注処理
京 セ ラ ㈱

(発注者)

ス ズ モ ト㈱

(受注者)
3000万

100名 経験有 受注処理
TDK㈱

(発注者)

A社

(受注者)
4800万

55名 経験無 受注処理
オスラム メルコ㈱

(発注者)
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京 セ ラ ㈱

杉本印刷㈱
(東京都狛江市)三重工場

システム

セ ンター

DOS-V

パ ソ コ ン
「北肛 場 e

日 立
>

VAN

∈ ,

「
i北見工場
.

〃

//
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'
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'

'

'

'

'

'
「
i北見工場
.

・EDI化 業務 ・ 受発注及び関連処理(注 文変更など)

図2-2杉 本 印刷㈱ の導入 システ ム概 要

報

ム

一

情
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タ

皿

ス
ン

T

シ
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∴ 撫

IBM

NMS

＼
NEC
C&C
VAN

他のTDK
の大手取引先

DOS-V

ノξソ コ ン

オフコン&

PC

従来の システム

図2-3ス ズモ ト㈱ の導入 システム概要

2.3.2運 用実験結 果

実験の結果 、小規模企 業へ実用 的なEDIシ ステ ムを導入す ることは可能 である ことが

明確にな った。残 った問題 点 ・課題 も平 成6年 度 の中堅 の中小企業 の時 と、ほぼ同 じで

あ った。 また小規模企業 への導入 では、企業規模 が小 さいだけ、 よ りシビアーな コス ト
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逓減が必要 であ るとい う常識的 な結論 が、実証 された。

平成7年 度 に入 る と、パ ソコンの低価格化 が さらに進 み 、 さ らに 周辺 機器(プ リン

ターな ど)の 価 格低下 もあったため、小規模企業へ導入す る ことがで きたが、通信 シス

テムの価格 が下 が らない とい う大 きな問題 が残 った。

尚、表2-2に 示 したEDIシ ステ ムは、システム改造中 の1社 を除 き、平成10年3月 現

在実用稼働 中で あ り、導入時 の問題が克服 で きれ ば、小規模企業 で も、 自営 のEDIシ ス

テムを運用す るこ とは十分に可能 であることを示 してい る。

2.4パ ッケージ化 の限界

平成5年 度 か ら3ヵ 年 に渡 って、パ ッケージ化 アブ.ローチに よる中小企業 向けEDIシ ス

テムの検討 を行 って きたが、そ の成果は常識 の範 囲に止 ま ってい る。新 しい状況ヘ ブ レー

クスル ーで きる画期的 な成果に結 びつかない理 由は、 当プ ロジェク トの開発 したパ ッケー

ジが不完全 であ るか、パ ッケージ化 アプ ローチその ものに問題 があるかの どち らか であ る。

どちらに原 因が あるかを決め るのは難 しい。 パ ッケージの完全 さを計 る物差 しが ないの

で、パ ヅケージの完全性 を実証 で きない。当 フ.ロジ ェク トの開発 した パ ッケージが完全 で

ない ことは明確 で あるが(誰 に も完全なパ ッケー ジは開発 で きない)、 逆 に全 くの駄 作 と

い うことで もない。不完全 なパ ッケージを用いて運用実験す る以外 に方法 がないので、実

験 結果か らは、パ ッケージ化 アプ ローチその ものの有効性 も、完全 には検証 で きない。

よ り具体 的には、以下 の ような考慮事項 が明確 にな った。

・実際には、同一業界 内の同一業種 の規模の似 た企業 間で も、その 内部業務 の差異 は、

想像以上 に大 き く、従来型 パ ッケージの導入には、 問題 が多い。

・従来型 パ ッケージの導入 では、現実の業務 にEDIシ ス テ ムを合 わ せ る ので は な く、

EDIシ ステ ムに現 実の業務 の方を合わせる考 えかたに なる。価格 を下げ るために我慢

を させ る必 要が あ り、結果 として、中小企業蔑視 にな って しま う。中小企業側 の拒否

反応が大 き くな る。

・多少の カス タマイズを追加 して も、状況を大 き く改善す る効 果はない。必要 な カス タ

マイズをす べて行 うと、パ ッケージを使用す る意味 がな くな って しま う。

・パ ッケージ化可能 なのは、 システムのベ ース部分 か、ユ ーザ ーか ら直接見えない部 分

に限 られ る。

パ ッケージ化 アプ ローチを さらに続け ることで、 よ り完全 なパ ッケージを開発 で きる可
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能性 はあ る。 しか し、そ の努力に比べ て改善度合いが少ない こ とが予想 され る。 この3年

間のパ ヅケージ開発では、有効な要素 を、 ほ とん どすべて盛 り込ん でいる。 あ らたな アイ

デ アがないわけ ではないが、現在持 ち合わせ ているパ ッケージ化に有効 な新 しい要素 も、

少な くな って きている。 この ままパ ッケージ化 アプ ローチを続行 して も、あま り大 きな成

果は期待 で きないこ とを意味 してい る。

当 フ.ロジェク トは、以上 のことを考慮 し、平成7年 度でパ ッケー ジ化 アブ.ローチを打 ち

切 ることに した。

尚、 この3年 間に開発 され たEDIシ ステムをベ ースに して、百 を越 え るシステムが開発

され中小企業 にi導入 され ている。但 し、それ らは この3年 間に開発 され たEDIシ ステムを

パ ッケージ化 したものではな く、仕様書 あ るいは運用時に得 られ た ノウハ ウな どを活用 し

て専門 メーカーで、別途開発 され た ものであ る。
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第3章 ベ ース シス テ ム活 用 に よるEDIシ ス テ ム

当プ ロジ ェク トは、平成7年 度 でパ ッケージ化 アプ ローチを打切 り、平成8年 度か ら新た な

手法 に よる中小企業 向けEDIシ ス テムの開発 に着手 した。

システ ム開発 コス トを逓 減す る有力な手法 と して、 パ ッケージ化 アプ ローチの他 に部 品化 ア

プ ローチがあ る。当 プ ロジ ェク トでは、後者の部品化 アプ ローチを実現すべ く、平成8年 度 か

ら作業 を開始 した。

3.1ED1シ ステ ムと共通化

業務処 理 システムを部 品化 して開発す る手法 は、以前か ら知 られ てお り、今 日では、ほ

とん ど全 部 のシステム開発 で採用 され ている。但 し、通常 のシステ ム開発 で使 われ る部品

は、個 々の システム固有 の部品 であ り、再利用 されない ものがほ とん どであ る。

当 プ ロジ ェク トでい う部 品 とは、再利用を前提 とした共通部 品であ る。 この共通 部品を

使 用す ることで、理論 的には、個 々のユーザ ーに最適 な個別 の システ ムを、最低 の価 格で

実現で きる。パ ッケー ジ導入 に伴 う様 々な問題 をすべ て解決 で き、開発期 間 も大 幅に短縮

で きる。

に もかかわ らず、現実 には共通部 品は流通 していない。共通 部品の開発 が難 しいか らで

ある。第一 に、共通部 品 とは具体 的には何かが知 られていない。共通 部品を設計す る理論

もない。

ここで情報処理業界 以外の製造業界 を見 ると、多種 ・多様 な共通部品が製造 され、流通

し、様 々な ところで使用 されてい る。 この共通部品が どの ように成立 した のか につ いて考

察す る と、 ほ とん どの共通部品は、経験 的に成立 して きた ことが分か る。

そ こで、部 品化 アプ ローチでは、かな りの試行錯誤を覚悟す る必要 がある とい うことに

なる。 当プ ロジ ェク トでは、試 行錯誤 を避 け るため、全面的な部 品化 アプ ローチではな く、

部分 的な部 品化 アプ ローチに よる検 討を行 うこととした。

EDIシ ステムの開発 が本格化 したのは昭和60年 頃であ り、既 に10年 を越 え る歴 史 が あ

るが、そ の経験 か ら、共通部品に成 り得 る部分がか な り明確 にな って きてい る。それは、

通信 システ ム及び トラ ンス レーターの部分であ り、ここではそれ らをEDIシ ステ ムのベ ー

ス部分 と呼ぶ ことにす る。

EDIシ ステ ムのベ ース部分の特徴 は、
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① 業 種 ・業 態に よらず 共通化 可能。

② 無視で きない費 用が掛 か る。

③ このベ ース部 分は、 さらに小規模 な部 品の寄 せ集めで構 成 されてい る。

な どである。 このベ ース部分を見直す と、今後 のEDIシ ステ ムの開発 に とって有用 な共通

部 品に仕立て上 げ ることが可能 であ る。

3.2マ ルチプ ロ トコル化 の問題 と対 策

現在多数の業 界で実 行 されてい るEDI標 準化 は、一つ の標 準に収敷 させ ることを 目標 に

している。事務 手続処 理を事務手続 ル ール と処理 とに分離 して検討す ると、少な くとも処

理上 は、一つの標 準に集約 されていた方が効率的だか らである。 しか し、事 務手続 ル ール

が一種類 しか許 されな くな ると、不便な ケースも多数発生 して くる。事務 手続ル ールは、

複 数(多 数)あ った方がむ しろ効率的にな る。 ここに、標準化 の難 しさが ある。

事務手続ル ール側 の要求(多 種 類を必要 とす る)と 処 理 側 の要 求(一 種 類 を 必要 とす

る)と は矛盾 しているので、標準 は、それ らの妥協 の結果 として作成 されてい る。

通常、処理側 のパ ワーが弱体 とい う状況 で標準化 が始 ま るので、標準化初期 には処理側

の要求が多 く取 り入れ られ、標準 は一種 類にな る。 しか し、次第 に処理側 のパ ワーが強化

され、事務手続 ルール側 の要求が多 く取 り入れ られ た標 準に変化す る。 この段 階の標準を、

柔軟な標 準 とい うことがある。 さらに、事務手続 ル ール側 の要求 が多 く取 り入 れ られ ると、

標準 の種類 が複数 になる。

この ように、業 界の標 準は必然 的に複数化(マ ルチ プ ロ トコル化)し てい く。長期 的に

は、数種類 の標 準が運用 され るよ うにな ることは、間違 いない と思われ る。例 えば、現在

で も古い標 準 と新 しい標 準が並行運用 されてい る。 ある 日、突然、すべての古い標 準が一

瞬 の間に、新 しい標 準に切 り替 わ ることは あ り得ない ので、新 旧二つの標 準が並行運 用 さ

れているのは普通で ある。

現在 の ところ、多 くの業界が既 に柔軟 な標準 を運用す る段階にな って お り、近 い将来、

複数 の標準(3種 類以上)を 運 用す る時代 になる と考 え られ る。

中小企業 といえ ども、 このよ うな業界 の動 向 と無縁 ではい られ ない。標準 が一種類 でも

EDIの 導入が難 しいのに、複数 になれば、 さ らに難 し くな る。 この対策 に有効 な のが、

EDIシ ステムのベ ース部 分の見直 しである。 この見直 しに よって、複数 の標準 に対応 しな

が ら、現在 の構築価格 よ り安価 なEDIシ ステ ムを提供で きる可能性 があ る。
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3.3ハ ー ドウ ェアの大容量高速化 と低価格化

これ までEDIシ ステ ムのベース部 分の見直 しが行われ なか ったのは、主にハ ー ドウェア

の問題 であった。マル チプ ロ トコル化や共通 化を行 ったベ ースは、 シングル プ ロ トコルを

前提に した個別対応 の構築 に比べ て、 ハー ドウ ェア資源を多 く必要 とす るこ とが 、一般 的

に知 られ ている。そ のため、共通 的EDIベ ースでは、数 ランク上位 のハ ー ドウェアを必 要

とし、結果的に高 コス トに成 って しま う。

しか し、近年 のハ ー ドウェアの大容量高速化 と低価格化 に よって、 この条件 は大 き く変

わ って きた。少 な くとも、 メモ リーの容量な どは気に しないで設計 で きるよ うにな った。

さ らに、 メモ リー容量 に余裕 が発 生 したため、 マシン(CPU)の 速度 を最大限 に生 かす こ

とがで き、そ のマシ ンの速度 自体 も高速にな ったため、結果 的に、かな り大胆 な設計 が可

能にな っている。

すなわ ち、従来 は超大型 の メイ ンフ レームだけにゆ るされ た設計方法 が、パ ソコンで可

能にな った ので ある。 この よ うな条件 で発想 されたの が、EDIベ ー ス シス テ ム構 想 で あ

る。

3.4EDlベ ース システ ム構想

3.4.1EDIベ ース シス テムのイメー ジ

EDI標 準を用 い るEDIシ ステムでは、通常 、下記 のサ ブシステムが必要 であ る。

① 通信 システム

業 務処 理 メ ッセージを送受信す るために必要なサ ブシステ ムで、J手 順 及 び 全銀

手順 な どが よく使用 され るが、その他 の手順 も使用 され る。

② トランス レーター

社 内システ ム と業界標 準 のメ ッセ ージでは、 フ ォーマ ッ トが一般 的に異 な ってい

るため、相互 の変i換を行 う必要が ある。 この変 換を行 うのが、 トランス レーターで

あ る。

③ 業務処理 システム

社 内の業 務処 理のための システ ムであ る。

④ 自動化機構

上記 の① 、② 及び③ のサ ブシステ ムを、必要 に応 じて 自動的 に起動 あるいは終 了

させ 、オペ レーシ ョンを 自動化す るシステムであ る。
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したが って、典型 的なEDIシ ステムは図3-1の よ うな構成 にな る。図3-1は 、業界全

体のEDIが 一つの規格 で運用 され ている場合 の形態 ある。 しか し実 際 に は 、業界 全 体

のEDIが 一つの規格 で運用 されて いることは稀であ り、その場合 、図3-2の ように必要

に応 じてサブシステムの種類 を増やす方法が一般的で ある。

図3-2の 方式は、大手企業 で よく見 られ る方式 であるが、EDIシ ステム全体の処理件

数が多 い場合、それぞれ の規格 に対応す るシステムもほ どほ どの規模 になるため、全体

として見れ ば無駄では あるものの、容認 し難 いほ どのものではない。 ただ し、一つ の規

格に対 して一つ の処理系が必要 になるため、あ ま りにEDI規 格 の種類 が多 くな ると、シ

ステ ムコス トア ップの大 きな要素にな る。そ こで、EDI規 格 の標準化 が各業界で鋭意進

め られているわけ である。

ところで中小企業に は、複数 の大手 の取 引先 がある ことが よ くある。 それ らの取引先

が皆同 じEDI規 格を使用 していれ ば問題 が少 ないが、異 な って い る こ とが しば しば あ

る。 この場合、中小企業 では、それぞれ の取引先に合わせ てEDIシ ステ ムを組む必要 が

あ り、図3-2の 形態 になる。大手企業 と違 い、それ ぞれ の取 引先 ごとの処理件数 は少 な

いので、図3-2の 形態 では大 きな無駄 が発 生 して しま う。この問題 を解 消す る方法 は二

つ ある。一つ は、業界全体 を一 つのEDI規 格 に統一す る方 法(理 想 的 な標 準化)で あ

る。 も う一つ は、システ ム構築 の工夫 に よって安価 に図3-2を 実現す る方法 である。

理想的な標準化 はす ぐにはで きないので、中小企業へ のEDI導 入 を促 進 す るた め に

は、何 らかの方法に よ り、図3-2の 形態を安価 に実現 しなけれ ばな らない。この解決 の

ために検討 され たのが、EDIベ ースシステ ムである。EDIシ ステム全 体の基本 的な構成

は、図3-3の ようにな る。 図3-3の 網かけ部分 がEDIベ ース システ ムである。

3.4.2EDlベ ー ス シ ス テ ム の特 徴

EDIベ ース シス テ ムで は 、複 数 のEDI規 格 へ の対 応 を 部 品化 の思 想 を 取 り入 れ て 実 現

す るた め 、安 価 に 構 築 で き る こ とが 最 大 の特 徴 で あ る。 図3-3に お け る 「通 信 シ ス テ ム

1」 や 「通 信 シス テ ム2」 は 、 具 体 的 に はJ手 順 や 全 銀 手順 パ ッケ ー ジ で あ る。 ま た 、

「トラ ン ス レ ー タ1」 や 「ト ラ ン ス レ ー タ ー2」 は 、CIIト ラ ン ス レ ー タ ー や

EDIFACTト ラ ンス レー タ ーで あ る。す な わ ち 、図3-3に お け る構 成 要 素 の 大部 分 は 、

既 に パ ッケ ー ジ と して市 販 され て い る もの で あ り、EDIベ ー ス シ ス テ ム は 、 これ ら の

パ ッケ ー ジを組 み込 め る よ うに した 、 正 に ベ ー ス とな る シ ス テ ムで あ る。
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一119一



共
通
イ
ン
タ
フ

†
ス

共
通
イ
ン

タ

:
1

ス

一

一

業務処理システム

通信システム1 トラ ン ス レ
ー タ ー1

通信システλ2 トランス レ
ーター2

●

●

:

:
つ

1 1 1

自 動 化 機 構1
連動

機構
自動化機構2

図3-3EDIベ ー ス シ ス テ ムを 用 いたEDIシ ス テ ム の全 体構 成

一

共
通
イ
ン

タ

:
|

ス

業務処理システム

全 鋼 筆ッケ、ジ

CII

トラ ン ス レ
ー タ ー

この部分は組み
込まない

SNA
一 夕

共
通
イ
ン

三
|

スこの部分は組み
込まない

1
一

1 1

自 動 化 機 構1
連動

機構
自動化機構2

図3-4EDIベ ー ス シ ス テ ムの応 用

一120一



この結 果、特定 のEDIシ ス テムを構築す る場合には、必要 なパ ッケージのみを組み込

めば よいので 、安価 にできる。例 えば、全銀手順 とSNAを 通信 シ ス テ ム と して用 い、

CII標 準 を ビジネス フ.ロトコル として用 い るEDIシ ステ ムは、 図3-4の よ うに構 成 す

る。

さらに、 システ ム構築後 に、別 のEDI規 格 に対応す る必要が発生 した時には、そ の規

格に必要なパ ッケージのみ を追加すれば よいので、簡単 であ る。 すなわ ち、 メ ンテナ ン

ス ビリnテ ィに優れ ている。また、図3-3及 び図3-4の 網 かけの部 分は、一般的に業種

業態に よらず共通 なので、EDIベ ース システ ムは、すべ ての業界 に摘要 で きる標準パ ッ

ケージと して、開発可能で ある。

3・4.3EDlベ ース シス テムの機能要件

EDIベ ースシステ ムは、 以下 の よ うな機能 を備えてい る必要 があ る。

① 部 品の組 み込 みが簡 単でなければな らない。た とえば、全銀パ ッケー ジやCIIト ラ

ンス レータ ーを組 み込 むのに必要 なイ ンタフェースを、あ らか じめ用意 しておかなけ

れ ばな らない。

② 共通 イ ンタフェースは、EDIベ ースシステムと業務処理 システ ムを結 ぶ重要 な部分

で あ り、様 々な業務処理 と連動 で きる よ うにな っていなけれ ばな らない。

③ 自動化機構1は 、取 引先 ごとに異 なる運用や規 格 に左 右 され な い、統 一 的 な オペ

レーシ ョンを行 うために、必要 な重要部分 である。一般 的に規格や運 用は取 引先 ご と

に異な るので、取 引先 を指定すれ ば、必要な規格 との相互変 換や指定 された送受信が

自動 的に実行 され る ようにな っている必要が ある。

④ 組 み込 んだ部品 は、運用時に適切 なメンテナ ンスが必要 であ る。 この メンテナンス

機能 も自動 化機構1に ふ くまれていなければな らない。

⑤EDIベ ース システ ムで障害 が発 生す ると、通信系等を含 んで いるた め、そ の対策は

一般 的に厄 介にな る
。 自動 リカバ リー等の対策が理想的で あるが、中小企業 用のため、

パ ソコン等 に実装 す ることを前提 にすれば、 自動 リカバ リーの組 み込 みは困難 であ る。

そ こで、何 らかの適 切な対策 が必要 であ る。

⑥ 上記 の問題 とも関連 して、各種 ログの取得 が重要であ る。 フ ァイルの送受信 、 トラ

ンス レーターの稼働状況 な どの ロギ ングが必須 と思われ る。

⑦EDIベ ースシステ ムも、何 らかのOS上 で稼働す る。 この場合 、どの うよ うなOS上
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で稼 働 させ ることを前提 とす るかは、大 きな問題 にな る。最小 の システ ムを指 向す る

場 合、パ ソコンへの実装 となるが、最近 はサーバ ー用 のOSが 実装 で きるパ ソ コン も

あ る。将来 的な発 展を考 えれ ば、例 えパ ソコンであ って も、サーバー用 のOS上 に展

開す る方 がベ ターではないか と考 え られ る。 なぜ な ら、 自動化機構 を実装す る場合、

通常 のパ ソコンOS(ク ライ アン ト用 のOS)よ り、サーバー用OSの 方 が 適 して い る

か らであ る。

3.5EDlベ ースシステムの試作 と運用実験

EDIベ ース システムは新 しい構 想で ある。 この よ うな構 想に したが って メイ ンフ レー ム

上 に実 際の システ ムを構築す るのは、それ程難 しい作業 ではない。 しか し、パ ソコン上 で

構築可能 か ど うかは、最近 のパ ソコンの発展 を考慮 して も、机 上で可能 とは言えない。 そ

こで、実 際に試作 を行 って運用実験 を行 い、実現 可能 性を実証 す ることが必要であ る。

そ こで、当 プ ロジェク トでは実物 に よる運用実験 を行 うことに した。 しか し、EDIベ ー

ス システ ムの機能 は、 まだそれ程 明確化 していないので、暫定 的な仕様 で試 作を行 わなけ

ればな らない。平成8年 度に暫定仕様 の決定方法 も含め、当 プ ロジ ェク トでは以下 に述 べ

る要領で技術的実現可能性に関す る運 用実験 を実施 した。

(1)中 小企業EDI研 究委員 会 の設 置

EDIベ ースシステ ムの技術 的実 現可能性に関す る運用実験 プ ロジ ェク ト全体を と りま

とめ るため、業界有識者で構成 され る 「中小企業EDI研 究委員会」を設置 した。

(2)運 用実験 の実施方 法

運用実験については、それに必要な システムの開発 も含め て、専 門 メーカー3社 へ の

再委託実施 とした。

(3)EDIベ ースシステ ムの仕様

もっとも重要 であるEDIベ ースシステ ムの具体 的な機 能 構成 は、再 委 託 先専 門 メー

カー3社 か ら提案 され た ものは、それ ぞれ微妙 に異 なるため、中小企業EDI研 究委員会

で審議 し、一本化す る予定 であ った。 しか し審議 の過程 で、EDIベ ース システ ムは新 し

い提案 であ り実績 がな く、机上 で検討す るのは困難 で あるとい う意見が強 く出たため、

3社 それ ぞれ の提案 をす べて実験 し、そ の結果に基づ いて、改めて最適 なEDIベ ースシ

ステ ムの具体 的仕様 を定 める ことにな った。
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(4)平 成8年 度 の運 用実験 の実施場所

EDIベ ース システ ムの技術 的実 現可能性 は、実験 室 内 の実 験 で も可能 で あ る。 しか

し、 よ り実際的な実験結 果を得 るため、実験室 では な く、実際 の中小企業 ユ ーザ ーへ実

験 システ ムを持ち込 んで実験 を行 った。実験 ユーザ ーは、再委託先専 門 メーカーの推薦

に基 づいて、中小企業EDI研 究委 員会が選定 した。表3-1に 、具 体 的 な実験 場 所 を示

す。 また、表3-1内 の東洋電子工業㈱ の導入 システ ム概要 を図3-5に 示す。

表3-1EDIベ ースシステ ム評価実験実 施先企 業

モ デ ル 企 業 企業規模

コ ンピュー

タ利用経験 適用業務 パ ー トナー企業

東洋電子工業㈱
(受注者)

4500万

240名 経験有
受注処理
納入処理

日本 ビ ュ ー レ ッ ト ・

パ ッ カ ー ド

(発 注 者)

流 通 卸A社

(受注者) = 経験有 受注処理
関東地区スーパー

(発注者)

ア ス テ ィ ㈱

(受注者)

115,600万

660名 経験有 受注処理
松下電器産業㈱

(発注者)

日本 ビ ュ ー レ ッ ト ・

パ ッ カ ー ド㈱

∩

東陽電子工業㈱
(神奈川工場)

システム

セ ンター VN

DOS-V

パ ソ コ ン

∈ , ` ,

'　 {叢

i∵ …
図3-5東 洋電子工業㈱ の導入 システム概要
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(5)平 成9年 度 の運用実験

平成8年 度 の運用実験 で、EDIベ ースシステ ムの実現可能性 は実証 で きた。 そ こで、

今年度(平 成9年 度)は 、 このEDIベ ース システ ムを本格 的 に組 み込 んだ 中小企 業 向

けEDIシ ステムを構築 し、運用実験 を行 って、総 合的に評価 を行 うことに した。

運用実験は、専 門 メーカー3社 の協力 を得 て、中小企業3社(モ デルユ ーザ ー)の 場

を借 りて実施 した。 それを、表3-2に 示す。

表3-2平 成9年 度の運用実験実施先企業

モ デ ル 企 業 企業規模

コンピュー

タ利用経験 適用業務 パ ー トナー企業

第 一 機 工 ㈱
(受注者)

約1000万

約100名 経験有
受注処理
納入処理

日 本 電 気 ㈱
(発注者)

武 富 家 具 ㈱
(依頼者)

4500万

188名 経験有
運送依頼他
(物 流)

久留米運送㈱
(受託者)

㈱ ア イ セ コ

(受注者)

5000万
34名 経験有

受注処理
納入処理

㈱ リ コ ー

(発注者)

この運用実験 で使用す るEDIベ ース システムは、平成8年 度 に提案 された3種 の仕様

を同年 度に実施 した運用実験結 果に基づいて修正 した ものにす る予定 であ った。 しか し、

EDIベ ースシステムの仕様 は、 固定 す るよ りもメニ ュー的に機能仕様を用意 してお き、

実際の構築 時に、必要 な機能 を ピックア ップ して組 み合わ せた方 が よい とい う結 論に基

づ き、平成8年 度 の仕様 は修正せずにそ のまま とし、その リス ト内か ら必要 な機能仕様

を ピックア ップ.して、モデル ユーザ ーそれぞれに導入す るEDIベ ースを構築 してい る。

運用実験結 果については、第4章 を参照 され たい。 この フ.ロジ ェク トでは、EDIベ ー

スシステムの開発作 業や実験 ユーザ ー候補 の選定作 業等は、再 委託先 の自己負担 で行 い、

EDIベ ースシステム基本設計 の一部 、通 常は ユーザ ーの負担 にな る取 引先 とのEDI導 入

交渉、実験 システムの導入費及 びオペ レー ター訓練費等を当 プ ロジ ェク トの負担 で実 施

している。

第4章 に、竹富家具㈱へ の導 入例 を示す。 この他 の導入例 の詳細 につ いては、別 途報

告書 、『中小企業 向け物 流EDIパ イ ロ ッ ト・モデル の調査 研究 開 発報 告 書 一中小 企 業
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用EDIベ ース システ ムの応用 一 平成10年3月 ㊥ 日本情報処 理開発協会 産業情報化 推進

セ ンター』 を参 照 されたい。
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第4章 運 用 実 験 の 詳 細

4.1実 験概要

(1)実 験業界

運用実験の目的は、大川地区の家具製造業界(約300社)と 運送業者(関 連5社)の 家

具運送に関する業務改善を、EDIを 採用 した情報交換システ ムを基盤に推進 出来ない

か、その為に家具VANと の関係も含め、 より多 くの会社の参加が得 られ る様 な、関連

商品の提供 とサービス提供について考慮すべき事柄を明確にする事 と、採用するEDIの

システム形態 も含めて確認する事が重要であった。

運用実験でEDIを 採用す る範囲は、モデル会社の家具配送に関す る運送会社への運送

依頼 と運送会社か らの運送完了報告、運賃の請求 の部分で、特 にモデル企業 では コン

ピュータ上での運送依頼業務 と、運賃請求明細の突き合わせによる支払いの為経理業務

の改善を確認する内容 となっている。

(2)関 連ユーザ概要

今後のEDi採 用の拡大を考 えて、モデルとパー トナーの選考にあたっては、大川地区

の家具製造業界と運送会社への影響力を持つ会社を選び、同地区の家具製造協会の幹事

でまた次期業務システムの構築中で機械化の推進役でもある武富家具をモデルに、その

家具運送に携わっている運送5社 に資本関係と業務提携関係がある久留米運送にパー ト

ナーの協力をお願いした。

[モデル会社]

物流との関係では荷主に位置づけ られ、配送商品は倉庫業者を経由せずに直接配送

か運送業者の倉庫に直接持ち込んでいる。業務は下記にあるように洋式の高級家具を

会 社 名 株式会社 武富家具

住 所 福 岡県大川市三丸1492-2

資 本 金4500万 円

従 業 員188名

事業 内容 家具製造 ・販売

(リ ビングボー ド、 ダイ ニ ン

グボー ド、ブ ライ ダル家具等)
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製造 してお り、全 国販 売が90%で 、販売 の運賃について は着払 いが80%で 、元 払 い

(運賃請求対 象)は 少ない。

[パ ー トナー会社]

パ ー トナー会社 と して の久留米運送 は、家具運 送会社5社 へ の資本参 加や業 務提携

等 で、 関係 が深 い。

今 回は情報 システム部門 である久 留米情報 システムに協 力をお願 い し、今後 の中小

物流へ のサー ビス とシステムの提供 について どうあるべ きかを、共同で検討す る こと

とな った。

会 社 名

住 所

資 本 金

従 業 員

株式会社 久留米運送殿株式会社

福岡県久留米市東櫛原町389番 地

7億5000万 円

1774名 大

[実際の運送会社]

大川地区の家具製造業界と同 じ地域に本社をもち、九州に3営 業所 と東京、名古屋

にも営業所を持つ。家具製造業界の全国配送については、東京以北は東京に流通セ ン

ターを設け別運送会社に依頼 している。

会 社 名

住 所

資 本 金

従 業 員

保有車両

倉庫面積

株 式 会 社 白谷 運 輸

福 岡県 大川 市大 字 中入印658-8

2000万 円

200名

120台

10,000平 方 メ一一トル
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(3)EDI適 用取 引 きの概要

今 回の運用実験 システ ムは、家具製造 と販売を行 っているモデル会社 とこれ を全 国に

配送す るパ ー トナ ー会社 の運送 業者 とのEDIを 採用 した家具配送業務処理 である。

この家具配送業務 には、運送 計画情報交換やそ の後 の運送依頼、運送完了報告、返品

運送、請求業務、期 末の在庫業務 、追跡情報サ ー ビス等が あるが、特 に 日常 の業務 であ

る運送依頼 と運送完 了報告 、請 求業務に スポ ッ トを当ててい る。

① 運送依頼業務

モデル会社では、毎 日の運送 依頼を顧客に応 じて運送会社 を分 けて配送 を依頼 して

いる。 また実際の配送 は運送会 社に対 し、当 日のFAXに よる出荷指 示 に よ って行 わ

れ る。

この出荷指示 をJTRNの 標 準 メ ヅセ ージの運送依頼情 報 「情報 区分 コー ド3001」 を

使用 して情報交換 し、運送会社 の運送計画等に利用す る。

② 運送完了業務

現在、 モデル会社 では出荷指示 に対 して運送会社か ら納 品伝票 が送 られ て くるのみ

で、 この納品書は顧 客 との請 求に しか使われ ていない。 これ を運送会社 か らの運送完

了報告 をJTRN標 準 メ ッセー ジの運送 完了報告情報 「情 報区分 コー ド3121」 で交換 し、

モデル会社 は主に在庫 、売上、運賃支払 い等 の会計 システ ムへの連動 を実 現す る。

③ 運賃請求業務

伝票 中心 の会計業務 におい て、運送依頼 に基づ く情報 に一本化 し、運賃 請求 ・支払

い業務 の照合、消 し込 み業 務を改善す る。 これ を運送会社 か らJTRN標 準 メ ッセ ー ジ

の請求 と請求 明細 「情 報 コー ド3811、3801」 を交換 しコンピュータ上での照合等に利

用す る。

4.2シ ステム構成

(1)業 務構成

現在 のモデル会社で の業務処理 の概要 図 は、図4-1に 示す が、この図の網掛 け部分 が

今回のEDIに 関係す る業務処理 の部分で ある。
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得意先 配送業者
モデルユー ザ

配送担当 営業担当 営業事務担当 生産担当

[垂 コ1

電 話 ・FAX

来社 ・展 示会

一

〔

在庫確認

逗E
,受 注事務処理一

受注伝票起票 璽
厘⊇
函
〔製品上がり入力)

商品情報入力〕

(出荷取消入力)十晒/

ノ

く
＼

、

膓

ノ

晒
.

納品受領書作成
出荷 書 成

'

麺 指示劫)<
]

納品書 ・納品受領書

出荷受領

P物〔〕

、

得意先 配送業者

モデル ユーザ

配送担当 営業担当 営業事務担当 生産担当

〆

出荷依頼表
一 ⊂魎(当 日)

lFAX送 信

、

ノ

c
」

納品書 ・
納品受領書

酬
1髄 ㌔コ[フ

納品く

卜 出荷受領書[フ (出硫 献 力)巾
返品 付〔i鉋

返品1
＼

レ

ピ醐o
唖 万i 、

請求処刑

〔入金刈
入金通知

一 一

出荷実績対比後
請求書
(返品分 ・出荷

＼取消分反映)ノ〔入金囎 入力〕
へ/灘

細〔ラ 頑
着払

(返品運送、混載

＼台積み)

1支払確定処副

請求データ照合

ノ

,、以 外1 〉
'

図4-1現 行業務処理
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(2)ネ ッ トワーク構成

実運 送業 者の回線 の設置状況 か ら下図の様に、久留米情報 システムで情報 の中継を行

い、モデル会社 と運送業者 と情報 交換を行 う様に してい る。

荷 主(モ デル会社)

・運送依頼 のメ ッセ ー

ジ作成

・運送完 了メッセージ に よ

る売上の計 上処理

・請求メッセージ による支

払 いの確定処理

一 ＼

駆/

R

情報 中継

(パー トナ ー会社)

・運送依頼 の出力

・交換 メッセ・ジの累積

・運送 業 者 の運 送 完

了報 告、請求書メッセ

ーゾの代 行 入力

F

A

X☆"網 …

'

　

～・'

月

網 /…

＼ …

竃

福岡県大川市 県

武富家具殿 久留米運送殿

(久留米情報システム)

図4-2業 務 関連 図

実運送業者

・運送依頼 に基づ

く配送

・運送完了報告の

作成

・運賃請求書作成

県 川

白谷運輸殿

パ ー トナー(久 留 米運送殿)

図4-3ハ ー ドウ ェア とネ ッ トワー ク構 成 図

(3)シ ステム構成

① モデル会社は業務処理 の ホス トとPC間 のデー タ転送 を、 ホ ス ト運 用 の制 御PCを

中継 し、通信用のPC(EDIサ ーバ)と 交 換す るシステ ムに した。

② モデル とパ ー トナー間はEDI(全 銀TCP/IP)JTRN標 準 メ ヅセージ交換 と補助情
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報交換 の電子 メール交換 を、ISDN網 を利用 し、PC/FAXは 通常 の公衆 回線 に よる

FAXモ デム経 由での送 受信 と している。

③ パ ー トナー会社 では、社 内LAN上 のPCをEDIサ ーバ としてい る。補助情報 として

の電子 メール は内部 の担 当者 と直接交換 され る。 またパ ー トナー と実際に運送す る 白

谷運 送 とは、FAXで 情報交換す ることにな った。

(4)ソ フ トウェア構成

この運用実験 には、

① 新 物流標準 メ ッセー ジJTRN

②CIIシ ンタ ックスル ール2.1にi基 づ く新 トランス レータ

③ 交 換手順 としての全銀TCP/IP

を利用 してい る。

表4-1EDI情 報交換仕様

項目 名称(ま たは製品) 備考

稼動環境OS

標準 メ ッセ ージ

シンタ ックスルー ル

通信 プロ トコル

WindowsNT

JTRAN

CIIv2.1

全 銀TCP/IP

PC通 信 サーバ

(2A暫 定)

仕様 は補足資料3

1SDNに よるWAN接 続

運用 管理、通信 管理

ホス ト連携 ソフ ト

ACMS&EaDI

INFOConnect PCと ホス ト間の ファイル転送

また、業務担 当者 間の電 子商取 引 きに関わる補助情報交換 と今後 の商 品状況提供 も考

える為 に、電 子 メール とPC/FAX利 用 で確認す ることと した。

電子 メール とPC/FAXソ フ トウェアは、一般企業 が入手が容易 な既存 の ソフ トを使

用す る事 に した。WWW(イ ンターネ ッ ト)は 期間の関係 で対象外 に した。

表4-2補 助情報仕様

電子 メール

FAX

Exchnge

信 の 助

ISDNに よるWAN相 手直接接続

(本業務 で はMailプ ラスを使用す る)

EAXモ デム接続
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4.3稼 動実験作業 スケ ジュール

モデル会社 での運用実験の段取 りと実施方法 は、以下 の様に行 った。

表4-3全 体 スケジ ュール

作 業 項 目(97年 ～98年) 11月 12月 1月 2月 3月

実験方法の確定

・実験説明

・モデル側のINS加 入調整

・標準メッセージの内容確定

・業務処理の仕様決定(入 力、他)

トランス レータ設定

・標準メ ッセージ変換テーブルの作成

・標準メ ッセージの順 ・逆変換の確認

ネットワーク接続確認

・公衆(モデム)、INS接続の可能性確認

・久留米情報と東京NULと の接 続確認

B-mai】(電 話、インターネ ッ ト)

全銀TCP/1P

PC/FAXの ソフ トウェア評価

ソフ ト開発

・ACMと トランル ータインタ・フェイスの開発

・入力画面、または既存システムインターフェイス

実運用確認

・実験日が客先 の繁忙期 とな った場合'

の対応

・客先説明(方 法、体制 、日程、

手順、操作)

実運用(5.3)の 日程

報告書作成

■.

』

ゆ

1 〉」

1

A

♪

〉
s≧,:

　
一〉

が κx∵^塔騨

1 =〉
書 ㌔'心SS寓AS'覗 替 ㌔'・■'く・S'"・'・'糊 仲ぷ ぷ ・_窓 詫-w--

⇒瞬
麗遥 ∵

D

計画 〔 〉 実施

1日 目 2日 目 3日 目 4日 目 5日 目 6日 目 7日 目 8日 目

接続確認
▲

機器設置、回線接続確認テス ト

第二段階の実験
▲

バ ー占一 ド運用確 認

補助情 報交換 確認 標準メッセージ交換運用実験

図4-4実 施 日程
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4.4業 務処理

(1)モ デル会社 での現行 とEDI採i用 後の業務処 理対比

① 運送 依頼

[現 在]

現在 のモデル会社 の配送 業務は、市 内は 自社車両で の直接配送 で、地方分は得意先

別 に決 め られた運送会社に運 送依頼の伝票 と現物を一緒 に持 ち込 む事 で実施 している。

ここで運送 会社 へ は原則3日 前 までに納 品書等 の伝 票 と現物 を持 ち込 む ことに して お

り、 この 内容で運送会社は配送計画を行 っている。

また これ らの伝票には、商品 の採寸情報 が無いために、運送会社 の営業 担当 の商品

知識 が頼 みにな り、不明分につ いては都度 モデル会社 の営業事務担 当に電話 で確認が

くる。配送先 の地図について も同様。

[適 用後 コ

現行 システ ムの売上入力処 理を複数 の女性事務員 が行 って いるが、 この入力処理 後

のデータか ら運送 依頼 を編集 し通信 の為 にPCに 転送 し、パ ー トナ ー会 社 に配 信 す る

こと とした。

現行 はモデル会社 の売上計 上は出荷指示 した配送 日(運 送 会社 の出荷 日)で 行 って

お り、 この様 なシステ ムとな っている。次期業務 システ ムでは、運 送会社か らの完 了

報告で売上計上す ることに している。商品 の採寸情報 は メ ッセージ中 の明細行 であ る

商品情報 として入 れ る事 に した。他 に、次期業務 システ ムで、地図情報 の電子 メール

の添付に よる 自動 回答 まで行 うかは未定で ある。

② 運送 完了報告書

[現 在]

計算機 に 出荷 データを累積、保存 し、受領書の入手後 にその内容 に対 して顧客へ の

請求 の為 に、完了報告を入力 してい る。

この時に発 生す る問題 と して、FAXで 出荷指示 した 内容 と運送 会 社 の 出荷 実績 が

トラ ヅク容量 や路線 の関係で 出荷がズ レた りして、突 き合わせ事務作業 に手間を必要

とす る点 があ る。

[適 用後]

実験 では、運送 会社 の納 品書の受 領に基 づ く運送 完了報告 メ ッセー ジの情 報に よ り、

累積 された運送依頼 に更新 をかけて、運送完 了と して現行 システム と連動 させ る事 に
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した。

また運送会社で は、 出荷時に運送用 のバ ー コー ドを貼 る ことに よ り、配送確認、追

跡や納品時 の事務処理が軽減 され るこ とを狙 っている。

③ 請求書、請求明細

[現 在]

請求 内容には、混載、返 品、台積 みの全体を まとめた金額 で くるこ とか ら、該 当期

間の返品伝 票や出荷伝票 を混 載 と台積 に分類 し、その後 に 明細について の照合を運送

会社 の担当者 と確認 しなが ら行 っていた。

[適 用後]

運送依頼の累積 ・更新 され たデ ータに1本 化 されて、運送会社での請求書の金額 も

これ らのデ ータか ら返 品、台積 み、混載 に分けて計 算 され、 また明細 も標準 メ ッセ ー

ジー交換が され る事 で、 コンピュー タ上 での照合が可能 にな ってい る。

運 用実験 では リス トを出力 しての 目での照合に とどめた。

(2)実 用実験 の システ ムの流れ

運送依頼(原 則1回 正午/日)

一 一 →

一

(エラー情報、担当者確認はE・mailで交換)

運'完 了報告(1回 朝一番/日)

運賃請求、運賃請求明細(1回 午前中/月)
一

一
(e-mai1で請求内容、支払い確定)

図4-5実 用実験 のシステムの流れ

パ ー ト ナ 実運

一会社 癸
云

社

AX

入力処理

出力処理

a.運 送依頼登録 、変更入力画面(ホ ス ト処 理)

モデル会社 では、標準 メ ッセ ージの作成 の為に、営業事務担当が入力 した売上情 報

を元に当 日出荷 分の出荷指示 を行 う。

b.運 送依頼 の配信

次に運送依頼 の為 の確認表 を以下 の 内容で 出力、確認後 にフ ァイルをPCに 転 送 し

CIIト ランス レータを実行 、起動配信処理 を行 う。

c.運 送 依頼 のパー トナー会社処 理
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パー トナー会社 では、転送 された標 準 メ ッセージをCIIト ランス レー タで逆変換 し

メ ッセー ジを累積。 当 日配送 分を抜 き出 して印書装置 で出力、 この内容 を 白谷運送 に

FAXで 送信す る。

d.運 送依頼 の運送会社処理

白谷運送 ではFAXの 内容を再入力(現 在 はオフコ ン)、 出荷明細一覧 を出力す る。

e.運 送完了報告処理

運送 の受領書 に基づ き白谷運送 では、運送完了入力(オ フコン処理)を 行 い、 この

中か らモデ ル会社分 を編集 し印書 した ものを、パ ご トナー会社 にFAXで 送信す る。

パ ー トナー会社 では、 この内容 を見 て運送依頼累積デ ー タか ら完了報告情報に編 集

して運送 完了一覧表を 印書す る。

f.パ ー トナー会社 の運送完了報告入力

パ ー トナ ー会社 では、 この内容をCIIト ランス レー タで変換 し、モデル会 社への配

信 メ ッセ ージと して、モデル会社が起動集信す るのを待 つ。

g.モ デル会社での運送 完了報 告処理

モデル会社 は起動集 信 した メ ッセー ジをCIIト ラ ンス レータで変換 し、ホス トに転

送す る。 この内容 をホス トで印書後 、運送依頼 との照合 を行 う。

次期業務 システ ムでは この情報 で売上計上 と、運賃支払 いの為 の会計処理 に連動す

る。

h.白 谷運送 の請求業務

白谷運輸 では、締 日に請求書発行を行 う(現 行はオ フ コン処 理)。 今回はパ ー トナ ー

会社 に累積 された 出荷 明細か ら編集 し、請求運賃 と明細 を 印書 した。

i.パ ー トナ ー会社で の請求入力処理

内容 をFAXで 送 り白谷運輸 と確認 した後 に、CIIト ランス レータで変換後 モデル会

社へ の非起 動配信 メ ッセージと して保存す る。

j.モ デル会社 での支払い処理

起動集信 メ ッセ ージと して受け取 り、CIIト ランス レータで変換後 、ホ ス トに転 送

す る。 ホス トでは運 賃請 求明細一覧表 として出力 し、 目での照合に使用す る。

(3)モ デル会社 のシステ ム構成及 び ソフ トウェア構成

システ ム構成 を図4-6に 示す。 ソフ トウェア構成は現行 シス テ ム を一 部 改修 し使 用

した。
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モデル会社

会計 システム

財務 会計、営業会計、原価管理

生産管理 システム

工程管理、購買管理、 ロ

ッ ト管理、修復製品管理

在庫管理システム

出荷在席、倉庫在庫

仕掛か り製品

出荷管理 システム

地方出荷 、返品管 理、

市内出荷

売上システム 獺 システと 配車システム

販売業務電子取引き 出荷電子取引き

今回対象外
家具製品地方分運送(返 品含む)
他は自社車輌使用

課驚 歎 パートナー会社

運送依頼 システム

運送依頼 、運 送完 了

非接続

当 丁 実 運 送 会 社. 、 ㌧'^「

べ

Fシ マ

∨"、 吟

獲麟'

、,当 月

( 現行 オフコン業務処理

A

図4-6全 体 システ ム構成 図

現行 システム(COBOL)

巳痢窪㊨ Aシ リーズ

(業務処 理)

新規連携用 アプ リケーシ ョン(COBOL)

》
睡蓮 〕 運送完了 念 酬

OS環 境

INFOConnect(通 信 、 コー ド変 換)

巨 動運用 スケジュール管理(EaDI)1

PC

通信サーバ
1国 内 規 約 トランスレータ(恒DIC・・V・1)

Exdlnge

嗣
底 信、,セ三 『亘信、,セ.司

ー 鮪 手順(全銀TCPπP)ACM・1

図4-7モ デル 会 社 ソ フ トウ ェア構 成
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4.5実 運用実験結果及 び評価

今 回交換 した件数 は、運送依頼 で平均30件/日 、運送完 了報 告 も同程 度、請求 と請求 明

細 で約100件 程 で、通 信時 間や業務処理 ではほ とん ど瞬時 に終わ ってい る。他 の業務 処 理

の改善度 につ いての定 量的な測定 は、今回は出来 なか った。

表4-4効 果 ・課 題 一 覧

分 類 モデル企業 運送会社

効

果

EDI導 入 直接効果 コス トセーブ(補 助情報 との併用)

入力省力化(運 送業務、請求 ・支払い業務)

導入の指針(大 川地区の家具運送に関する情報交換)

運送依頼の改善 配送計画

間接効果 会計処理(売 上計上、請求支払い照合)

在庫 、返品
漂 蕊 欝 簗 ㌶ 培 イ は ・　≦

㍉ ・、 ・ ∨・r・ 懲 壕 ㍍

補助情報 担当者間の情報交換

販売情報
セ

、i嶽'《 浮 浪 ぬ ∪ ぶ"禄 剛w
綜 ミ裏

〉ヘ アα ◇

課

題

EDI導 入 直接 コン ピュータ要 員不足

ネ ッ トワ ー ク 環 境 の 設 定

ル ー タ の 相 性 ・ハ.ラメータ設 定

・IPア ド レ ス ・企 業 コ ー ド

間接 ロット管理と在庫管理 運 送 用 バ ーコード の 採 用

補助情報 販売情報の基準設定 ___濠 や治 鎌

聯5違 嚢

(1)効 果

今 回運用実験 の為 に選択 した、EDIの 適用範 囲において以下 の様な効果を認 めてい る。

① 全体 の効果

a.導 入の為 の コス トセーブ効果

今回はモデル会社やパ ー トナー会社 ともに、新規EDI採 用 であ り、いか に検証 の

為の投資 を少な く、効果 的な物 とす るかが課題 であ った。

この事 か ら、 モデル会社 の社 内事務効率化 とパ ー トナ ー会社で ある運送会社 の共

通部 分にス ポ ッ トを当て、必要最低限の標準 メ ッセー ジでの交換 に限定 し開発 を少

な くす る事 と、他は電子 メール とPC/FAXで の交換 とす る事 に よ り、 この 目標 は
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達成 され てい る。

b.入 力 の省力化へ の効果

EDI採 用 の大 きな メ リッ トとして再入力作 業 の省力化が ある。

運送完了入力(売 上計上入力 も省

力化)

返品入力(返 品伝票作成が不要)

支払い入力

運送会社在庫入力

運送依頼入力

・在庫確 認入力

(バ ーコー ド利用)

⇔

図4-8入 力削減項 目

c.配 車計画 と して効果

運送依頼については、採寸情報 が付加 され る事 と、 出荷依頼 が前倒 しで確定分か

ら随時配信 され る事か ら、 この情報を累積 しての運送計画 が前倒 しで出来 る。

d.大 川地区のEDI標 準化 としての効果

今 回の検証 に よ り、使用 した標準 メ ッセ ージ内容 と情報交換 の方法に 問題 が無い

ことが確認 された ことか ら、今後大川地区で の家具製造業界 と家具運送業界 に統一

標準 メ ッセージ仕様 として、1つ の指針にな る。

e.業 務処理 と して の補助情報交換へ の効果

電子 メールやPC/FAXを 組み合わせた こ とに よ り、 コンピュータが導入 され て

いない会社や団体へ の情報伝達 、直接担 当者 とや り取 りす る業務処理を 円滑 にす る

には非常に効果的な ものであ った。

特 に、電子 メールにつ いてイ ンターネ ッ ト特有 のセキ ュ リテ ィ問題 を避 け る為 に、

フ.ロバ イダー経 由ではな く、INS網 の直結 型 と して信頼 性を高めて、運 用実験 中 も

交換相手 との接続確認や、情報 の内容 の確認 と結果確認 を行 った。

② モデル会社での効果

a.運 送業務に対す る効果(運 送依頼 の改善)

モデル会社 の営業事務担 当者 は、当 日運送 す る分を運送 会社別に選 り分けて一覧

にまとめ、FAXに よ り出荷依頼 として運送会社 に連絡 してい るが、EDI採 用に よ り
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出荷が確定 した段階 で随時 に メ ッセージを運送会社 に送 ることが 出来 る。当 日は出

荷について コンピュータの出力 リス トと照合すれ ば良 くなる。 また緊急 出荷につ い

て も電子 メール を使用す る ことで、運送 の運転 手が出勤前(通 常18':00頃)で も依

頼が可能 とな り、積み込 み時 の調整が 円滑に進む。 この場合 、正式 の運送依 頼は翌

日の標 準 メ ッセージ として送 る ようにす る。

パー トナー(運 送会社)
モデル会社

鱗 担鞍

伝票分類

出荷指示

現物、納品

事前 当日持ち'

FAX

－ 覧 表 で の内 容

照 合 、訂 正 、 連

絡

[EDI採 用後]

営業担i当(納 品書入力)

運送計画(出 荷指示との違い)

顛i茎i担当i(18:00出 社)

積 み 込 み(計 画 との違い)

確 定薯薩 標準1メ,‡1シ・

将来は納品予定情報も配信

一

補助情報連絡

図4-9運 送業務の比較

運送依頼一覧

運送の事前計画

情報交換が タイムリー

で密になる

日付こ1eealO2ノ`7pqte:t!2

区分 斯 ほ 口書572933忍 四日tggeON● 百 日

【荷受人】 五万古方【具 本社 【筒届先】

oooooooo受 注番号】 【鼻注者】 島

【元看 区分]元 払し、

【商■ 】1シ ・イーム δ0リピンO'a3

2〃 ・イーム19コ →-06

;シ.イ ーム:Oコ ーナー09

〔#貫 】 ハ,,べ9一

ハ"べ9-

A,,ぺ9一

債 】田 2

●4

2

【個数11〔 遅退 完了】

1

1

区 569516

大塚麻真

日199SO2S2日

【費届先】シラ,二

19SSO220

【費異人ユ

34-2?0304

〔元葺区分】元払い

谷川 国

【商 品 〕1マ ーtn20fエ スト

2マ ー7」035チ ェ人臣

3マ ●テIl45ワ ー}・口r7・

〔材賃】 ケ〆ン入

ケA'ン入

ケA'ンス

【紋屋ハ t個 数】`[遭 遇完了】

1

,

【御 受人]

56ハ06

大塚軍兵
日leg802t3H

【筒田舞1

㎜ 量Ol-04774

〔元宮区分】元払い

川 園夏/

o商 品】1t■il・一β45c}一 チェスト [材SCI7フ ロチ`り一 〔負星】1 【組敦]`[這 這完了】

運送 完了一覧 et寸=199S/02!19page:1!1

03"87運

【荷受人】 安井家具(汐 田ほ}

81gg802|3届 日1998e219

{荷 届 先 〕ト三八シプ71」ユう

苗V16B45只 中

【元着区分】元 払い

【商 品 】1セ ント052サ イト'

2セ ントロ27キ ユリt

〔材 質】 ト

ト

ヤ

や

二

二

1数量】 旧 註】 t運 送 完 了8】19980218

19980218

区 番572788

【荷 受人】支弁家具(汐 田ほ)

81ggeo～1619980219

【荷 届 先】シオ,パ シ

685697中 島

【元着 区分】着払い

【高 畠 】1ソ レイユ810リ イド

2ソ レイユ1380コ ーナー

3ソ レイユ1200サ イト・

【材質】

5727eg退 口 日19碗0216届 日19980219

【荷 受 人 】 安 井家 具 〔本 店}【 碕 届 先 〕オ'、'リセン,⇔

ス

人

入

ン

ン

・ノ

、

、

、

'

"

ケ

ケ

L7

[数量】 旧 註〕 【運 送 完 了8】199802ば

:998e21e

199SO2`8

u16400免 中島

【元着区分】着 払い

1商 品]1鳥 一力入45コ ーナーTV 【材 寅】 ニヤト 【数量】2【 個数】1【 運 送完 了 日】1998021S

図4-10運 送依頼 出力結 果
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運賃請求 日保198aパ 顕9F-c鴫1

臓

田

畠

6

混

混

富

t苫〕R日付基幹翼節 日】199●021`

【逼買口合3t(口 程,】21●41

【網具役 頁]`097

【古趾食頃】23a3e

[日 章区分]ダ イ7

[宜 〕家区分〕 コン,イ

出 京区分]ヘ ンピ

」 ノヤ

【日本 日付 基幹浪 子日]tg9■021●

ほ 本連貫】

【基本辺貢】

【基本連貫1

O

O

O

【m寧区分竃賀詞金雀}計】

【頂=虞区分z賃#会 合H】

ロ1求区分遠賀料金合計】

0

2tNl

O

【a求区分塘貝硯内田コ

u菌】食区分酒量税内訳」

【日章区分消日a内 訳】

O

7901

O

運 賃請求－ e付:199S/02!博P●`

区 親 書0334e7運 送 日19980213819960219受 注

【荷受人】 安井家具(汐 田提)【 筒届先】ト三八シプ7il:う

V16S45 只 者 島

【商 品】1セ ントロ52サ イト・

2セ ントロ27キ ュリオ

t村 寅〕 ニヤト
ニヤト

【数量】 【個数】1(蹟 求区分】浪銭 〔運賃】

1混 敢

6SO297R注 者 中島

v`.632【 運 送 完 了 日】19980;

∀2,'3419980:

区分 新規 M号034241

【荷受人】 安井家具(緯)

日1ggeo213届 日1ggse218

【荷 届 先 〕、ドリテン

【商 品 】1ソ レイユ810リ イド

2ソ レイユ1380コ'ナ ー

3ソ レイユ1200サ イト'

{打 貫 】 ケ'

ケ'

ケ'

ス

人

入

ン

、ノ

、ノ

【註量】 【個数]1[蹟 求区分】混雌 【運賃】
1混 載

1混 壮

者 ロ 宇部.'嵐

Vl.e80【 運 送 完 了H】IS980:

∀4.67519980:

∀1.59819980:

区分 新規 週 番034246

【碕 史人】JFひ だインテリア

U臼 ・1996021e届 日19980219

【荷 届 先】 ヒダイン予リアプ

注番UO5337

【高 畠 】`Nl∫ マーシ'エ60了V (材 寅〕Wポ プラ (註 量】2【 個註】1【 口承区分】混社 〔運賃】

664294発 注者 中島

U4.867【 運 送 完 了8】19980,

区 斯SAM番572738

【荷受人o安 井家具(稲 沢)

日 日19980216届 日19980218

〔筒 届 先 〕 イナザ つ

図4-11運 賃請求 出力結果

b.会 計処理 に関す る効果

運送依頼 か らの一連 デ ータを、運送 会社 とはデ ータを共有 して運賃請求 と支払 い

処理が行 われ る為 に、伝票 を探す手間や照合の不一致 に対す る追求が容 易にな る。

また現在 の会計処理 では運 送会社 へ の出荷指示 日で売 上計上 してい るが、運送完 了

報告に基づいて計上す る事 で、税務上 の問題、納 品検査 時 の返品戻 し処理 、 また運

送会社 での実 配送 とモデル会社 の出荷指示 の違 いか らくる事後照合処理に対 し改善

効果があ る。

c.在 庫、返 品処理へ の効果

ロッ ト管理用バ ーコー ドを読み取 り、内容 を運送依頼 にEDIメ ッセージの内容に

付加す る事で、納 品 と運送会社在庫状況 の把握が容易 にな り、特 に期末在庫処理へ

の効果が ある。

同様に返品について も、運送業者 か ら提供 され る返 品 メ ッセ ージに、 ロ ッ ト管理

用 のバ ニ コー ドをハ ンデ ィター ミナルで読 み込 んで付加すれば、商品の特定 とその

後 の修復商 品や傷物販売 と しての原価 管理が可能 にな って くる。

d.販 売情報提供へ の効果

現在 、モデル会社 が商 品情報 と して提供 してい る商品 の写真 と材質等を記述 した
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資料 を、標 準 メ ッセージのバ イナ リa－ 情報、電子 メールに添付、PC/FAXに 添

付 し各 々イ メージ情報 として転送 して見た。

これは、商品情報へ の照会や問い合わせに対 し、資料 の準備 を し送付す る作業 を

軽減 す る 目的で行 ってい る。結果 と しては、アプ リケー シ ョンの容易 さと出力時 の

美 しさか ら、電子 メールへ の添付の方 向で薦めた い。

標 準 メ ッセ ージで のバイ ナ リィデー タ(イ メージ)の 利用 は、運 用面でのイ メー

ジデ ータ管理 と表 示 アプ リケーシ ョンが必要にな る事、 また利用範 囲が限 られ る事

か ら採用 は見送 る。

図4-12バ イナ リデータ(イ メージ)の 画面 出力結果

(2)課 題説 明

① モデル会社 での課題

a.コ ンピュー タ要員 の不足

現在1名 で、ほ とん ど休めない状況であ りEDI交 換 を行 うこ とにな った場合 は、

その 日の出荷 の運送依頼 が出来 な くなる可能性 もあ る。 この為 にはバ ックア ップの

運用 形態 も当初 か ら組 み入れ る事が必要で ある。

b.家 具VANと の関係

現在 、家具販売 を中心 とした家具VANが あ り、モデル会社 もこれ に参加す るか、

別 にパ ー トナー会社 との配送情報 と家具製造業界情 報 まで含 め ての大 川地 区家 具

VANサ ー ビスを考 えるかの2つ の選択 がある。

c.ロ ッ ト管理 バ ー コー ドと在庫管 理

倉庫 の保管方 法の改善や運送会社 の在庫管理 も含めた全体 の整理 と管理 システム
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の見直 しが必要 にな る。

モデル会社 の倉庫配置 は地 理的に も離 れた所 に2個 所 と本社 ・工場敷地 の3個 所

に別れていて、探す のに容 易な管理体 系 と誤 出荷を防 ぐシステ ムが必須 とな る。

② パ ー トナ ー会社 と物流 関係の課題

a.バ ー コー ドの効果

今回 の家具運 送会社 に関 しては、直接届け先に持 ち込 む事が多 く、 また積み荷 自

体が大 きい事か ら、紛失は月1件 あるかで あ り、今回の運用実験 では採用 の効果が

どこまであるか明確にな らなか った。ただ納品時の現物 または納 品書 のバ ー コー ド

・スキ ャンに よ り、運送完了報告や会計 と結 び付ければ、そ の作 業 の省力化 は期待

で きるが コス トと効果 の面か ら再検討す る必要が ある。

b.バ ー コー ドの添付を どの時点 で実施す るか

実験前 は、 モデル会社 の商品 に当社 の立会人 が貼 る ことに していたが、倉庫 内の

同一商 品の どれが 出荷対象 なのか分 か らない事 と、 どこに保管 され てい るのかを探

すのに非常 に時 間がかか った。現状 はモデル会社 の配送担 当が倉庫 内で同一 の商 品

の中か ら任意 に判 断 し、出荷す る現物 と して運送会社 に持 ち込 んでい る。

運 送会社 では持 ち込 まれ た時に貼 るか、 出荷時に貼 るかは今後 の運送 会社の在庫

管理や荷主への情報提供 も含 めて、検 討す る必要 があ る。

③ 技術面 の課題

a.ネ ッ トワーク環境 の設 定

ネ ッ トワーク環 境の設定では、ISDN網 へ の接続 におけ るル ータの設定 と全 銀 協

TCP/IP手 順に おけ るパ ラメタの設定 の2つ が挙 げ られ る。いずれ の設定方法 につ

いても各社ル ータも しくは通信 ソフ トウェアに依存す るため、そ の特徴 を理解 した

上 で登録 を行 う必要が ある。

bIPア ドレス の設定

今 回の接続 におい ては、 プ ロバ イ ダを介 さず(全 銀TCP/IPは この接続 形 態 を

対象外 としている)に 直接接続を採用 してお り、IPア ドレスは グ ローバル ア ドレス

ではな くプライベー トア ドレスで割 り振けてい る。現在IPア ドレス を拡 張 す る標

準化作業 が進 んでいるが、将来 において も、全 ての利用者 に固有 のIPア ドレス とし

て割 り当て るのは不可能 であ る し、何 らか のIPア ドレス管理 と割 り当 て る組織 で

の対応 が必要 にな る。
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cル ータ間の相性

ル ータの選定 においては、拠点間接続 が可能 な こと(製 品に よって フ.ロバ イダー

接続 のみ の機能提供)と 接続先 メーカー との稼働実績 があ ることが補償 されな けれ

ばな らない。 今回採用 した メーカは古川電工で、該社 の相手先 であ るシス コ社 間の

接続実績 を確認 し採用 した。

d交 換 の為 の会社 コー ド設定

交換相手 とはセ ンター確認 コー ドと会社 コー ド等 の設定 に関 して、今 回は コー ド

を暫定で使用 しているが、交換相手が多 くな った場 合に、再割 り当ての為 の変更作

業や交換先 との調整等、多 くなれば多 くな るほ ど問題 と解決 の為 の労力 が大 き くな

る。現在は 日本情報処理 開発協会の会社 コー ド登録 等 が あ るが、 有料 で あ る事 と

OpenEDIと して考 えた ときに(特 に海外)こ の手順 を踏むべ きか どうか、IPア ド

レス と同 じ問題 に発展す る と考えてい る。

e.セ キ ュ リテ ィ

今 回はセ キ ュ リテ ィについてあ る程度配慮 し、ISDNで のモデル とパ ー トナ ー会

社 間を直 接接続す る事 と し、 ダイヤ リング ・全銀 の相手確認 コー ド・メ ヅセ ー ジ内

容 に よる発 信者 と受信 者 コー ドで相手 を確認 してい るが、 これ以上 のセキ ュ リテ ィ

が必要 とな るかについては、議論 の別れ る所で ある。

広 く使用 で きるセキ ュ リテ ィの ソフ ト製品が まだ提供 されていない状況下 で、特

にオープ ンEDIに 向けて、相互認証や暗号化等 についての基 準を どの よ うにす るか

が 問題 にな る。

これ は、セキ ュリテ ィ製 品の相性 の問題 に よ り、広 く電子交換を 目的に したEDI

の標準化作業 に逆行 して、特定会社 の為 の自営 メ ッセ ー ジ交 換 と何 ら変 わ らな く

な って しま う危 険性 を持 っている。

f.画 像 の転送 サイズ と解像度

広 く商品情報 を提供す る場合 に、相手 の参照環境 と転送時 間を考慮 に入れ て、 こ

の時に提供者 が用意す るイ メージ情報の取 り込 み精度 とフ ァイル サイズ、画像 の表

示 サイズ等を商品 の特性 を考慮に入れた基準の説定 が必要 になる。
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